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第
一節

社
会
福
祉
制
度

国
の
社
会
福
祉
制
度
の
変
遷
に
つ
い
て
は
、
市
史
上
巻
第
七
編
第二
章
第
一

節
に
概
要
が
記
述
さ
れ
て
お
り、
昭
和
五
十
五
年
以
降
福
祉
に
関
係
し
た
法
令

と
し
て
は、
昭
和
五
十
八
年二
月
一
日
か
ら
施
行
さ
れ
た
老
人
保
健
法
が
あ

る
。従
来、
社
会
福
祉
に
関
す
る
法
と
し
て
は
生
活
保
護
法
・
児
童
福
祉
法
・
母

子
及
び
寡
婦
福
祉
法
・
老
人
福
祉
法
・
身
体
障
害
者
福
祉
法
及び
精
神
薄
弱

者
福
祉
法
の
い
わ
ゆ
る
福
祉
六
法
で
あ
る
が、
こ
の
老
人
保
健
法も
福
祉
と
密

接
な
か
か
わ
り
が
あ
る
の
で、
こ
れ
も
加
え
て
福
祉
七
法
と
い
う
場
合
も
あ

る
。こ
れ
ら
の
諸
法
に
基
づ
い
て
社
会
福
祉
行
政
を
執
行
す
る
機
関
と
し
て、
昭

和
二
十
六
年
十
月
に
北
海
道
で
は
各
支
庁
に
社
会
福
祉
課、
各
市
に
福
祉
事
務

所
が
発
足
し
た
が
、
滝
川
市
で
も
町
制
時
代
に
は
支
庁
の
社
会
福
祉
課
の
も
と

に
業
務が
行
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

昭
和
三
十
三
年
七
月
一
日、
市
制
の
施
行
に
伴
い
社
会
福
祉
事
業
法
の
定
め

に
よ
り
滝
川
市
に
も
福
祉
事
務
所
が
設
置
さ
れ
て
業
務
を
開
始
し
た。

市
史
上
巻
で
は
滝
川
市
に
お
け
る
経
緯
が
省
略
さ
れ
て
い
る
の
で、
若
干
補

第
二
章
社
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福
祉

説
す
る
こ
と
と
し
た
。

開
設
当
初
は、
所
長
の
下
に
事
務
係
と
保
護
係し
か
な
く、
戦
没
者
遺
族
や

引
揚
者
な
ど
の
援
護
、
戦
没
者
追
悼
式、
敬
老
会、
保
育
所
な
ど
を
は
じ
め、

そ
の
他
の
社
会
福
祉
関
係
事
務
は
従
前
ど
お
り
市
民
課
民
生
係
が
担
当
し
て
い

た
。
こ
れ
は、
ま
だ
社
会
福
祉
制
度
が
不
十
分
で
あ
り
、
生
活
保
護
法
・
児
童

福
祉
法
及
び
身
体
障
害
者
福
祉
法
の
い
わ
ゆ
る
福
祉三
法
時
代
で
あ
っ
た
こ
と

か
ら
こ
の
よ
う
な
措
置
に
な
った
も
の
で
あ
る
。

そ
の
後
、
法
の
整
備と
と
も
に
滝
川
市
の
福
祉
も
充
実
し、
施
設
の
新
設、

拡
充
に
つ
れ
て
機
構
も
拡
大
し
、
福
祉
を
優
先
す
る
滝
川
市
政
の
最
先
端
で
積

滝
川
市
福
祉
事
務
所
の
機
構
(平
成
元
年
四
月
一
日
現
在)

庶
務
係
・
保
護
係
・
福
祉
係
・
高
齢
者
福
祉
係

福
祉
事
務
所

高
齢
者
対
策
室

保
育
課

福
祉
課

乙
・
二
の
坂
各
保
育
所

滝
川
・
中
央
・
滝
の
川
・
開
西
・
あ
さ
ひ
・
東
栄
・
江
部

1

保
育
係

三
世
代
交
流
セ
ン
タ
ー

デ
イ・
サー
ビ
ス
セン
タ
ー

地
域
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー

中
央
老
人
福
祉
セ
ン
ター
・
身
体
障
害
者
福
祉
セ
ン
タ
ー

事
業
運
営
係
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極
的
な
社
会
福
祉
行
政
を
推
進
し
て
い
る
。

1
滝
川
市
民
福
祉
条
例
関
係
の
執
行
概
要

福
祉
事
務
所
に
か
か
わ
り
あ
い
の
あ
る
社
会
福
祉
行
政
関
係
の
市
条
例
は
い

く
つ
か
あ
っ
た
が
、
昭
和
四
十
八
年
四
月、
滝
川
市
で
は
乳
幼
児
医
療
費
補
助

金
条
例、
遺
児
福
祉
年
金
条
例、
心
身
障
害
児
福
祉
年
金
条
例
及び
敬
老
年
金

条
例
の
ほ
か、
関
係
す
る
要
綱
な
ど
を
整
理
統
合
し
て、
新
た
に
滝
川
市
民
福

祉
条
例
を
制
定、
公
布
し
た。

こ
れ
は、
行
政
の
簡
素
化
・
合
理
化
・
効
率
化
の
は
し
り
と
も
い
え
る
も
の

で、
内
容
は
医
療
・
助
産
・
年
金
の
ほ
か、
バ
ス
無
料
乗
車
証
・
災
害
見
舞
金

も
含
め
て
一
〇
項
目
の
施
策
が
も
ら
れ
て
い
る
。

医
療
費
個
人
負
担
分
助
成

院

件

入

数

院
給

二三
、
〇
三
九、
一二
六

三
五、
〇
四
四、
五
九
三

一九、
一
一二

三
一、
六二
四、
六
六
〇

一九、
一七
七
三〇
、
五八
六、
五
五
七

二
八、
六
七
八、
二
一
七

二
八、
八
五三
、
八
四
五

三
一、
七二
一、
一四
〇

三
〇、
〇
五八、

八
九二

三
九
七

三
六
二

三
四三
三
八
四

一、
八
五
二
、
〇
三
三

一、
一七
四、
三〇
四

一、
二〇
一、
二二
〇

一、
四
一二
、
九
四
三

件

一二
、
四
四
八

二
二、
三
〇
〇 数

計支
給

額

二
九、
七
七〇
、
七
四
四

四
七
、
七
九
四、
九
九
八

三
九、
五五
六、
八
九八

二〇
、
〇
四
〇
四
一、
二七二

、
五二
五

一
九、
〇
四
三

一
九、
〇
七
五|

一七
、
五
二
一

一九、
三〇
二
三
九、
七
五七、〇

三
六

四
一、
八
五
八、

一九三
四
八、
七
一
九、
〇
〇
八

四
七、
三
九
四、
九
四
六

五
八
五
七
五
六
五
五

昭
和
五
四

六
一

六〇 五
九

六
四
一

五
五
九

四
二
五

三
八
二

三〇
八

四
五
九

二
七二 入数

給五、
〇
二
二
、
二
一三

一
一、
二七
〇
、
四
八
一

付

額

年

年
度

件

五
三
五
一五、

九
二
三、
一
一八

こ
の
中
で
、
バ
ス
無
料
乗
車
証
は、
七
〇
歳
以
上
の
高
齢
者
に
対
し
て、
社

会
に
貢
献
し
た
功
績
に
対
す
る
感
謝
と
老
人
福
祉
の
増
進
を
図
る
こ
と
を
目
的

に
し
たも
の
で、
昭
和
五
十
年
一月
から
実
施
し
た
。

こ
のこ
と
は、
直
接
交
通
機
関
を
持
た
な
い
市
町
村
と
し
て
は、
全
道
で
は

は
じ
め
て
で
あ
り
、
全
国
で
も
あ
ま
り
例
の
な
い
施
策
で
当
時
各
市
町
村
に
大

き
な
波
紋
を
投
げ
か
け
話
題
に
な
った
も
の
で
あ
る
。

そ
の
後
、
老
人
保
健
法
の
改
正
で、
そ
の
内
容
も
変
わ
っ
た
も
の
も
あ
る
の

で、
現
在、
条
例
に
も
と
づ
い
て
執
行
さ
れ
て
い
る
概
要
に
つ
い
て
記
載
し

た
。な
お、
数
値
に
つ
い
て
は、
各
年
度
事
務
概
要
報
告
書
に
よ
っ
て
い
る。

乳
幼
児
医
療
関
係

対
象
は三
歳
未
満
の
入
院
外、
六
歳
未
満
の
入
院
医
療、
四
歳
未
満
の
歯
科

付

外

額

(1)

件

数

六
五
五

歯
科
・
そ
の
他

給
付

額
一、
七
〇
九
、
四
〇
五

四
五
六

一、
四
七
九、
九
四
四

一九、
九
五
八

四
八
一

五三
八

二、
三六
七
、
六
六
六

三、
〇
八
八、
八
〇
七

七、
五九
七、
一六一

五、
五
六
四、
五
七二

九、
二二
六、
七
八
六

一八、
四
九三

一八、
一四
一

一
一、
八
三
〇、
〇
四
四

一
五、
七
九
六
、
六
四
八

一八
、
〇
七二

一
一、
五
二
一

二〇
、
三
八
五

一六、
五
八
九
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2年

五
八
五
七
五
六
五
五 度

一六 一
六

一三 一八

一
九

童

二
五
二
二 一
八

二
一
二
五

帯

対
象
世
対
象
児

三
一
七、
五
〇
〇

二
五
五、
〇
〇
〇

二
五
五、
〇
〇
〇

三
〇
六
、
二
五
〇

三
三
一
、
二
五
〇 円額

年

六三 六二 六
一
六〇 五
九 度

五
〇

五
一

五
四

五
六

六
〇 一
〇 九 一
四

一
二

一
三

対
象
世
対
象
児

一
七

一
五

111

一四 一
八

支
給

二
三
二
、
五
〇
〇

二二
五、
〇
〇
〇

二
五
七、
五
〇
〇

二〇
六
、
二
五〇

二
六
二
、
五〇
〇

昭
和
五
四

年
度
人
員一三
二、
一七八

、
〇
六
〇

一、
二九
六、
五
八
〇

一、
三二
四、
〇
九
三

一、
五
九三
、
〇
二
四

二
、
〇
五
五、
八
五
五

成
額

==

六三 六
二 六
一

六
〇

五
九

年
度

人
員一三 一三

二、
一六
四、
七
一四

二、
三
八
四、
一四
一

二、
五
二
四、
七
一
四

一、
三
〇
九、
三
〇
五

助
成

額

対
象
は
生
活
保
護
法
に
よ
る
被
保
護
世
帯
、
被
保
護
世
帯
以
外
で
こ
れ
に
準
ず
る
と
市
長
の

4

二
九、
〇二
〇、
七
一三

五
一
四

四
三
五

二、
一八
三
、
七
五
七

一、
五
七
四、
二〇
八

一七、
二〇
九
四
八、
二〇
五、
七〇
一

一七、
六
一二
|
四
八
、
四
一〇
、
九〇
八

五、
〇
〇
〇
円
支
給

遺
児
福
祉
年
金

五
七
〇

五
九
二

八
五
五、
〇
〇
〇

八
五
六、
二
五
〇

八
二
八、
七
五
〇

七
四三
、
七
五
〇

七
一一、

二
五〇

支
給

円額

年
度

六三 六二 六
一

六〇
五
九

五
〇

五
一
五
四 五
六

六
〇

対
象
世
対
象
人

七
一
五、
〇〇
〇

七
三
一、
二
五〇

七
五
七
、
五〇
〇

七
八
三
、
七
五
〇

八
三
一、
二
五
〇

支
給

円額
年
度

五
八
五七 五
六

五
五

五
四

六
一

六
一
五
九
五四
五
一

六
一

六二
五
九

五
四

五
一

員
対
象
世
対
象
人

設
に
入
所
し
て
い
る
者
も
含
む。
年
額
一
万
五、
〇
〇
〇
円
支
給

対
象
は
二
〇
歳
未
満
の
該
当
児
童
で
基
準
に
定
め
る
重
度
障
害
の
状
態
に
あ
る
者
。
福
祉
施

5)年
度
延
人
員

給給
付

円額

年
度
延
人
員

給七
〇
、
四
九三
、
五六
七

付

円額

ン
ター
診
断
の
者
、
初
診
時
一
部
負
担
を
除
い
た
金
額
を
給
付

対
象
は
身
体
障
害
者
手
帳
交
付
者
で
一
・
二
級
該
当
者、
重
度
精
神
薄
弱
者
と
精
神
衛
生
セ

重
度
心
身
障
害
者
医
療
給
付

五
八

五
七
五
六 五
五

一三 六 一

認
め
た
世
帯

入
院
・
助
産
措
置
費

五

五
八
七、
二一〇

五
六
、
三九
八
、
一五
五
六三
一
一、
七
七〇
一
一七、

三二
六、
九
四
一

五
七
三
、
三
四
七
五二
、
四
八
九、
四
八
六
六二
一〇
、
六
六
九
九
九、
六
一
七、
八
四
六

五
六三
、
一六〇

四
七、
二
〇
九、
五
七三
六
二

五
五
三
、
〇
三
八
五
一、
一九
五、
八
〇
八
六〇

五
四
二
、
七
八
三
三
九、
六
一
七、
七
五
六
五
九

昭
和

九
、
三
八
一

八、
九七三

八
、
〇
九
三

八
一、
六
五
九、
四
八
六

七
八
、
四
一
八、
二一
一 円額

一七、
〇
一
一、
二三
一

一
六、
五
九〇
、
六
八
四|

一六、
五
八
六一

一六、
一二
五
三
〇
、
二
四
六
、
○
一
六
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六三 六
二

対
象
は
交
通
災
害
等
不
慮
の
災
害
に
よ
る
遺
児
に
対
し
義
務
教
育
終
了
ま
で
一人
年
額
一
万円額

昭
和
五
四

心
身
障
害
児
童
福
祉
年
金

3

二
、
三二
九、
一一
〇

一四

一
六 九

助
円

九

員

支
給



6
老
人
医
療
費
助
成

第
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生

五
三
、
三
七
二

五
三
、
五
八二

四
四、
〇
八
五

四
四、
五
三
一

件

四三
、
六
五
八 数

助

一、
八
九二
、
七
一
四、
八
八
二

四
四
五、
一二
八、
〇
五
六

三〇
九、
四
七
四、
六三
七

二
九
一、
六
五二、

七
一
七

二
四
九、
四
四
九、
六
九
二

成
額

年

六三
六二 六
一

六
〇

五
九 度

助
成

七
四
、
二
一
四

六
六
、
三〇
六

六
二
、
九
七
五

五
九、
二二
七

五
六、
九
九
七

件
数

助

三、
五〇
三
、
六
二
九、
八三
六

二、
八二
七、
九
九
四、
七三
二

二、
三
三
七、
二
二
〇、
四〇
五

二、
五
八
九、
四
五
七、
六
六
八

二、
一一
五、
九
二
三
、
四
七
四

成
(円
)
額

め
と
し
て
市
独
自
の
援
護
体
制
づ
く
り
や
施
設
の
整
備
に
つ
と
め
て
き
て
お

り
、
「福
祉の
ま
ち
ゅ
と
して
全
道
的
に
も
高
い
評
価
を
受
け
て
い
る
。

こ
う
し
た
最
近
に
お
け
る
滝
川
市
福
祉
行
政
へ
の
取
組
み
と
、
昭
和
五
十
四

年
度
以
降
の
障
害
別
手
帳
交
付
の
該
当
者
数
な
ど
の
概
要
は
次
の
と
お
り
で
あ

る

身
体
障
害
者
福
祉
へ
の
取
組
み

昭
和
五
十
一
年
に
市
で
は
言
語
障
害
児
の

言
語
治
療
を
始
め
る
た
め
滝
川
第
三
小
学
校
に
言
語
障
害
学
級(幼児

こ
と
ば
の
教

室
も
併設)

を
開
設
、
昭
和
六
十
一
年
に
は
東
小
学
校
に
肢
体
不
自
由
児
学
級
も

開
設
し
、
学
童
に
対
す
る
特
別
指
導
を
行
っ
て
い
る
。

昭
和
五
十二
年
に
は、
外
出
困
難
な
在
宅
重
度
身
体
障
害
者
に
対
し
て
、
身

体
障
害
者
福
祉
電
話
事
業
を
は
じ
め、
現
在
一六
台
の
福
祉
電
話
を
貸
与
し
て

喜
ば
れ
て
い
る
。

施
設
の
面
で
は、
昭
和
五
十
九
年三
月
に
身
体
障
害
者
授
産
施
設
「滝
川
更

生
園
」
を
完
成
し、
四
月
一日
よ
り
操
業
を
開
始
し
て
現
在
順
調
な
歩
み
を
続

け
て
い
る
。
ま
た、
昭
和
六
十
年三
月
に
は
機
能
回
復
訓
練
を
は
じ
め
、
ス
ポ

年

五
八
五
七

五
六

五
五

五
四 度

助
成成

対
象
は
条
例
第
二
十
八
条
の
二
に
該
当

二
、
〇
五
二
四、
九
八
六、
二八
二
六
二
三、
八
五
七

五八
二
、
三〇
〇
六、
二
四
一、
九
二
九

五
七
五六 五
五

一、
六七三

三
、
八
九二
、
五二
八

昭
和五
四|
一、
五
六
八

一、
〇
一
八

助
成
件
数

助
成
金

円額

年
度
助
成
件
数

助

一五、
四
四五、

五
四
六

一六、
二
四
一、
二七
六

一五、
七〇
八
、
四八
三

一二
、
八
一
六、
六
八
八

成
金

円額

7

母
子
家
庭
等
医
療
費
助
成

対
象
は
両
親
の
い
な
い
家
庭
な
ど
の
母
と
児
童
(一
八
歳
未
満
の児
童、
一八
歳
に
達
す
る

年
度
の
末
日
ま
で)
で
現
に
児
童
を
扶
養
し
て
い
る
家
庭、
ま
た
は
両
親
死
亡
行
先
不
明
な

ど
の
事
由
に
あ
る
児
童
を
現
に
養
育
し
て
い
る
家
庭、
初
診
時
一
部
負
担
金
を
除
い
た
金

額
。
昭
和
五
四
年
一
月
一
日
一
部
条
例
改
正
に
よ
り
母
を
加
え
た
。

年

度

2
身
体
障
害
者
福
祉
関
係

昭
和
二
十
四
年
十
二
月
身
体
障
害
者
福
祉
法
が
公
布
さ
れ
て
以
来、
滝
川
市

は
積
極
的
に
福
祉
行
政
を
推
進
し、
法
に
基
づ
い
た
医
療
給
付
・
扶
助
を
は
じ

六三
三
、
九二
二

六
一
六〇

三
、
七
七
八

三
、
四八三

三、
九
一八、〇

五
四

三、
七
九
三
、
九
九二
一五
九
二
、
八
六
九
七、
八〇
一、
七
一
〇

(円
)
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ー
ツ
・
レ
ク
リ
ェー
シ
ョ
ン
を
楽
し
め
る
施
設
と
し
て
「身
体
障
害
者
福
祉
セ

ン
タ
ー
」
と
「
地
域
ふ
れ
あ
い
セン
ター
」
を
併
設、
更
に
隣
接
し
て、
身
体

障
害
者
が
日
常
生
活
を
過
し
や
す
く
設
計
さ
れ
た
「身
体
障
害
者
公
営
住
宅
」

が
建
設
さ
れ
る
な
ど
飛
躍
的
に
整
備
さ
れ
て
き
た。

ま
た
、
昭
和
五
十
六
、
七
年
の二
年
間
は
国
と
道
か
ら
、
障
害
者
の
ま
ち
づ

く
り
推
進
事
業
の
指
定
を
受
け、
昭
和
五
十
六
年
八
月
に
「滝
川
市
障
害
者
の

ま
ち
づ
く
り
推
進
協
議
会(会長

神
部和
典)」
が
発
足
し
た
。

こ
の
協
議
会
で
は
、
大
別
し
て
生
活
環
境
改
善
と
障
害
者
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の

二
つの
事
業
に
つ
い
て
積
極
的
に
推
進
し
た
結
果、
市
民
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活

動
も
盛
ん
と
な
り、
ま
た
、
そ
の
後
に
お
け
る
障
害
者
に
対
す
る
福
祉
施
設
建

設
促
進
運
動
へ
と
発
展
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

更
生
医
療
費
給
付
状
況
(法
第
一九
の三
項
関
係)

年

六三
六二 六
一
六〇
五
九
五八 五
七

五
六

五
五

五
四 度

二
五五
二
五
九

二
七
四

二
七四
二
八二
二
八
二

二
五七
二
六
八

二三
二

二二
六

三
三
七

三
三
五

三
五
七

二
九
〇

二
九
二

二
九
三

二
七
四

二
五
六

二
三
〇

二
〇
五

機
能
障
害
機
能
障
害

聴
覚
平
衡
音
声
言
語

一五

一
五
二三

一
、
〇
八
四

一、
〇
二
二

一、
〇
〇
九

一、
〇
〇
一

九
二
一

八
一三
八
六
二

八
二
六

一
七
五

一
七
四

一四
九

一
一六

九
五

八
三
六
五

七
八 四
九

四
三

一
、
九〇
八

一、
八
七三

一、
八
八
七

一、
七二
七

一、
七〇
二

一、
六八
三

一、
五三
二

一、
四
二
五

一、
三
八
〇

一、
三〇
六 数

一三
〇

一五〇
一三
九

一五
六

一〇
三

一三
七

一二
六

一
二
八

九
八

一
二
九

新
規
申
請

身
体
障
害
者
障
害
別
手
帳
交
付
状
況

五

五
八

五
七
五
六

五
五

五
四

年
度
|実
人
員()

‒
二
一
五

一
七
〇

一
七
六

二〇
一
九
〇

一
五
一
六
六

員 年
延
人
.

一
一

一
二
三
、
八
一
五
六
二

二
二
、
一四
一

一
五
二
二
、
九
九
七

一〇
一八
、
二
一
一

(千
円
)

六
三

六
一

六
〇

五
九

年
度
実
人
員

四
七
五

五
〇
〇

四
二
九

四
五
五

四
六
九

員 年
延
人施

設
数

(千
円
)

措
置
費

267

第
二
章
社
会
福
祉

注
五
四
年、
五
五
年
度
は
受
給
者
の
人
数
で、
五
六
年
度
以
降
は
給
付
件
数
で
あ
る
。

年

六
三
年

六
二
年

六
一
年

六〇
年

五
九
年

五
八
年

五
七
年

五
六
年

五
五
年

昭
和
五
四
年 度
給
付
件
数三
〇

三
三

三
一
一

二
六
〇

三
〇
四

二
五
〇

二
三
七

二
二
八

二
一
人

一三
人

総一四〇
、
五
六
六

一五
九、
八
一
五

一八
五、
七二
三
|
二、
五
二
四

三
、
二二
六
一
五
六、
四
八
四

一
八
一、
六三
三

一
六
一、
七〇
八

六
三
五

八
〇
七

八
六
四

六
九
九

一、
二九
六

一、
三
七
九

六二
五

五
一
九

四
九
三

他
保
負
担
金

自
己
負
担
金

(単
位
千
円
)

更
生
援
護
施
設
入
所
状
況
(法
第
二
七
条
関
係)

一三
五
四、
三三
三

一三
五
八、
七〇〇

五
四、
六
五
九

一三
五
六
、
三
九
二

一 一
一 一五

五、
四〇三

施
設
数
措二、〇

九
五

置
費一、

一
二
六

一、
〇
九
〇

肢
体
不
自
由
|内
部
障
害

二

一二

二
五
二
四

二
四

一
五 一

〇 七 六

一
五
五、
二八
九

一
三
七
、
四
九
〇

九、
一七
六

八
、
二
四
五

六、
七
七
八

給
付
額

八〇
、
八
九
九

三、
七
九
七

額

一六
四、
一五
九

一四
四、
七
八
七

一八
〇
、
四二
一

一
七
三
、
一六
四

二〇
三
、
九
八
八

一六
四、
八三
四
二、
四二
八

九
、
五
一
七

一
一、
二
三
五
一九三

、
一七
五

一六〇、
五
四
九

一七
〇
、
一四
二
一
、
一〇
三

七
六、
六
〇
八

三
、
〇
八
一
一
三
六、
八
五
〇

視
覚
障
害

一 ‒

財
団
法
人
北
海
道
傷
痍
軍
人
会
滝
川
地
方
支
部

第
二
次
大
戦
終
結
後
す
で
に
半
世
紀
近
く
過
ぎ、
日
本
は
完
全
に
復
興
し、

経
済
大
国
と
し
て
世
界
の
指
導
的
地
位
を
占
め
て
い
る
現
状
に
あ
る
反
面、
こ

の
大
戦
で
数
百
万
の
死
傷
者
を
出
し
た
悲
惨
な
爪
跡
は
い
ま
だ
に
癒
え
ず
、
折

総



生
第
七
編
厚

に
ふ
れ
て
社
会
問
題
と
し
て
大
き
く
取
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。

滝
川
市
で
も
戦
争
の
犠
牲
と
な
っ
て
戦
死
し
た
軍
人、
軍
属
の
家
族
は
遺
族

会
を
組
織
し
、
設
立
目
的
に
即
し
た
独
自
の
活
動
を
続
け
て
い
る
(第二

章
第三

節
滝
川
市
遺
族
会
参
照)。

ま
た、
不
幸
にし
て
戦
争
に
よ
る
傷
病
の
た
め
生
活
力

の
大
半
を
犠
牲
に
し
苦
悩
を
共
にし
て
い
る
者
に
つ
い
て
当
面
す
る
諸
問
題
解

決
の
た
め、
組
織
力
が
必
要
で
あ
る
と
の
こ
と
か
ら
、
香
西
弘
・
伊
藤
嘉
朗
・

田
中
芳
夫
・
小
島
二
郎
な
ど
が
発
起
人
と
な
り
傷
痍
軍
人
会
を
結
成
し
た
の
で

あ
る
。

昭
和三
十
七
年
六
月
二
十
七
日
に
滝
川
市
(合併

以
後江
部乙
町も
含
む
)・
新
十

津
川
・
浦
臼
町
の
区
域
で
財
団
法
人
北
海
道
傷
痍
軍
人
会
滝
川
地
方
支
部
を
設

立
、
同
時
に
そ
の
妻
の
会
支
部
も
設
置
し
た
。
な
お、
家
族
の
会
は
昭
和
五
十

一
年
十二
月
に
設
置
し
て
い
る
。

設
立
の
目
的、
事
業
概
要
に
つ
いて
は
市
史
上
巻
七
七三
ペ
ー
ジ
に
掲
載
さ

れ
て
い
る
ので
、
本
節
で
は
最
近
の
状
況
の
み
記
述
す
る
。

事
業
と
し
て
は
、
妻
の
会
・
家
族
の
会
の
拡
充、
団
結
を
は
か
り
、
傷
病
恩

給
の
増
額、
遺
族
補
償
の
確
立
を
は
か
る
た
め
積
極
的
に
活
動
す
る
こ
と
と
、

北
方
領
土
の
早
期
返
還
運
動
促
進
な
ど
で
あ
る
。
この
支
部
事
務
局
は
、
支
部

長
宅
に
置
い
て
い
る
。

平
成
元
年
度
の
会
員
数
は三
三
名
、
妻
の
会
会
員
二
八
名、
家
族
の
会
会
員

三三
名
で
あ
る
。

歴
代
支
部
長
名

初
代
伊
藤
嘉
朗

三
代
田
中
芳
夫
昭
和三
七
・
六・
二
七
二代

香
西
弘
昭
和三
九
・
二
・三

昭
和
四〇
・
二
・
一五

四
代
香
西
弘
昭
和
四三
・
二
・
二
六

五
代
田
中
芳
夫
昭
和
六
一
・二・

二三
～
現
在

妻
の
会
支
部
長

家
族
の
会
支
部
長

香
西
キ
ク
昭
和三
七・
六・
二
七～
現
在

香
西
国
雄
昭
和
五
一・
一
二・
一〇
～
現
在

身
体
障
害
者
団
体

滝
川
市
と
江
部
乙
町
の
合
併
以
前
に
は、
社
団
法
人
北

海
道
身
体
障
害
者
福
祉
協
会(略称北

身協)滝
川
支
部
と、
北
身
協
空
知
支
庁
支

部
江
部
乙
分
会
と
、
そ
れ
ぞ
れ
が
団
体
を
構
成
し
て
い
た
。

合
併
後
の
昭
和
四
十
七
年
四
月
一
日
、
こ
の二
つ
の
組
織
が
統
合
し
て、
北

身
協
滝
川
支
部と
一
本
化
さ
れ
た
の
で
あ
る
が、
事
業
運
営
に
両
者
の
考
え
方

の
相
違
が
あ
っ
た
り
、
遠
距
離
的
な
問
題
など
も
あ
って、

統
合
後
わ
ず
か
四

カ
月
余
の
四
十
七
年
八
月
江
部
乙
町
関
係
者
が
多
数
脱
会
す
る
に
至
った。

こ
れ
ら
の
脱
退
者
は、
新
し
く
滝
川
市
江
部
乙
町
身
障
者
協
会
を
設
立
し
、

江
部
乙
町
関
係
者
の
大
部
分
が
新
し
い
組
織
に
加
入
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

そ
の
後、

一
つ
の
市
に二
つの
組
織
が
あ
る
こ
と
は
い
ろ
い
ろ
な
面
で
好
ま

し
く
な
い
と
い
う
こ
と
か
ら
、
福
祉
事
務
所
を
は
じ
め
関
係
者
が
統
合
す
る
よ

う
働
き
か
け
て
き
た
が
、
合
意
に
達
せ
ず
現
在
も
二
つ
の
組
織
が、
そ
れ
ぞ
れ

独
自
の
活
動
を
続
け
て
い
る
。

注
市
史
上
巻
で
は、
江
部
乙
の
分
離
独
立
は
昭
和
四
十
八
年
と
な
って
い
る
が、
滝
川
市

福
祉
事
務
所
発
足二
十
五
年
記
念
誌
及
び、
北
身
協
滝
川
支
部
二
十
年
史
に
よ
る
と
、
昭

和
四
十
七
年
八
月
と
な
っ
て
い
るの
で、
本
節
で
は
昭
和
四
十
七
年と
し
て
い
る。

社
団
法
人
北
海
道
身
体
障
害
者
福
祉
協
会
滝
川
支
部

昭
和
四
十
三
年
支
部
を
結
成、
そ
の
後
江
部乙
の
合
併、
分
離
な
ど
の
経
緯

が
あ
っ
た
が、
支
部
と
し
て
は
会
員
の
増
加
を
は
か
り、
活
発
な
事
業
を
推
進

し
て
い
る。
事
務
所
も
滝
川
市
身
体
障
害
者
福
祉
セン
タ
ー
の
移
転
に
伴
っ
て

移
し
、
現
在
は
昭
和
六
十
年
四
月
に
新
築
さ
れ
た
同
セ
ン
タ
ー
内
に
置
き、
事
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業
を
行
っ
て
い
る
。

事
業
内
容
は、
年
度
に
よ
り
若
干
異
な
る
が、
昭
和
六
十
三
年
度
事
業
計
画

に
よ
り、
従
来
の
概
要
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

昭
和
六
十
三
年
度
事
業
計
画

日
身
連
委
託
事
業
の
推
進

二
自
主
財
源の
確
保

会
員
及
び
役
員
研
修
会

四
重
度
身
障
者
慰
問

五
厚
生相
談
及び
結
婚
相
談

六
広
報
活
動

組
織
活
動
と
入
会
督
励

八
身
障
者
に
関
す
る
各
種
事
業
参
加

七

な
お、
昭
和
六
十
三
年
九
月
十
一
日
に
は
北
身
協
滝
川
支
部
設
立二
十
周
年

記
念
式
典
を
挙
げ
会
員
一
〇
〇
名
が
参
加
し
、
満
二
〇
年
の
節
目
を
祝
う
と
と

も
に
今
後
の
発
展
を
祈
念
し
た
。
ま
た
、
支
部
二
〇
年
史
も
発
刊
し
て
い
る
。

現
在
の
会
員
数

歴
代
支
部
長

四
二
〇
名

初
代
入
沢
弥
之
助

二
代
木
村
蔵
次
郎

三
代
太
田
繁
雄

四代
安
田
敏
夫

丸
山
正平

昭
和
六二
・
四～
平
成元
・
三

滝
川
市
江
部乙
町
身
障
者
協
会

前
述
の
と
お
り
、
昭
和
四
十
七
年
四
月
に

北
身
協
滝
川
支
部
に
統
合
さ
れ
た
が、
四
か
月
余
で
分
離
独
立
し
新
し
く
滝
川

市
江
部
乙
町
身
障
者
協
会
を
設
立
し
た
。
江
部
乙
町
関
係
の
大
部
分
が
こ
の
協

会
に
加
入
し
、
事
務
局
を
会
長
宅
に
置
い
て
い
る。
現
在
九
五
名
の
会
員
が
い

事
業
と
し
て
は、
会
員
相
互
の
研
修
と
親
睦、
会
員
福
祉
対
策
の
促
進、
補

装
用
具
の
交
付
普
及、
施
設
見
学、
会
員
の
慰
安
と
財
源
確
保
に
努
め
て
い

る
。

歴
代
会
長

初
代
吉
田
堅
治
昭
和
四
八
・
九
～
五
四
・
六
・
三〇

二
代
池
田
清
男
昭
和
五
四
・
七
・
八
～
現
在

滝
川
心
身
障
害
児
を
持
つ
親
の
会
(たん
ぽ
ぽ
の
会)

滝
川
市
に
は
従
来、
障
害
児
を
持
つ
親
の
団
体
と
し
て
「こ
ぶ
し
の
会
」

(重
度
心
身
障害
児
を
持
つ親
の
会)、

「あ
ゆ
み
の
会
」
(肢
体不
自
由児
を
持
つ親
の
会)、

「め
ば
え
の
会
」
(情
緒
障害
や言
語
障
害
の
幼
児
を
持
つ
親
の
会)
の
三
団
体
が
あ
り
、

そ
れ
ぞ
れ
日
ご
ろ
の
悩
み
を
話
し
あ
っ
た
り
、
子
供
の
生
活
改
善
や
各
種
施
設

整
備
促
進
運
動
な
ど
に
つ
と
め
て
い
た。

し
か
し
、
こう
し
た
小
さ
な
団
体
で
は人
数
も
少
な
く
交
流も
限
ら
れ
、
ま

た
組
織
的
な
事
業
を
実
施
す
る
に
し
て
も
不
便
だ
か
ら
三
団
体
を
統
合
し
て
は

ど
う
か
と
い
う
意
見
が
会
員
の
中
か
ら
出
て
き
た
。

こ
う
し
た
情
勢
の
中
で
、
こ
れ
ら
の
団
体
を
援
助、
指
導
す
る
立
場
に
あ
る

市
福
祉
事
務
所
も
統
合
促
進
に
つ
と
め
た
結
果、
昭
和
六
十
二
年
五
月
に
な
っ

て
前
記
三
団
体
は
発
展
的
解
消
し
、
新
し
く
「滝
川
心
身
障
害
児
を
持
つ
親
の

会
」
(通
称
た
んぽ
ぽ
の会)が

発
足
し
た。

会
の
事
業
と
し
て
は、
三団
体
が
行
っ
て
い
た
事
業
を
整
理
統
合
す
る
と
と

も
に
、
上
部
団
体
(北
海
道
肢
体
不
自
由
児
者
福
祉
連
合
協
会、
北
海
道
精
神
薄
弱
者
育
成

協
会)と

の
連
携
を
密
に
す
る
よ
う
に
し
て
い
る
。

そ
の
内
容
は
1
会
員
相
互
の
親
睦
と
協
力
2
障
害
児
を
持
つ
親
と
し
て
の

4
施
設
や
関
係
機
関
と

研
修
3
機
能
訓
練
や
療
育
の
充
実
強
化
促
進
運
動
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(4)(3)(2)(1)

(1)
ふ
れ
あ
い事
業

デ
ィ
サー
ビ
ス
事
業

障
害
者
の
日
事
業

そ
の
他
の
事
業

全
道
身
障
者
福
祉
大
会

全
道
身
障者
ス
ポー
ツ
大
会

一〇 九

空
知
管
内
身
障
者
ス
ポ
ー
ツ
大
会

一
二
滝
川
支
部
創
立
二
十
周
年
記
念
事
業

一三
支
部
事
務
室
の
日
直

一
一

三 一

昭
和
四
三
・
九
～
四
六
・
三

昭
和
四
六・
四～
五
六
・
七

昭
和
五
七
・
四
～
六
〇
・
三

昭
和
六〇
・
四
～
六
二
・三

五代六代
田中

清
義
平
成元・

四～
現
在



第
七
編
厚

..

.

生

6
組
織
活
動
の
強
化
な

平
成
元
年
度
の
具
体
的
活
動
計
画
の
概
要
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

2
ミ
ニ
運
動
会
(八
月)

4
近
隣
町
村
と
の
交
流
会
5
全
道
肢
体
不

6
市
内
健
常
児
と
の
交
流
会
(十
一
月
)

7
ク

3
全
道
精
神
薄

1
施
設
(雨
竜
暑
寒
の
里
)
見
学
(七
月
)

弱
者育
成
協
会
全道
大
会
(帯
広市
八
月)

自
由
児
者
福
祉
大
会
(帯
広
市
十
月)

リ
ス
マ
ス会
(十二

月)
な
お、

「た
ん
ぽ
ぽ
の
会
」
の
直
接
の
事
業
で
は
な
い
が
、
会
員
の
子
弟
も

毎
週
月
・
水
・
金
の
三
日
間
は、
滝
川
市
身
体
障
害
者
福
祉
セン
タ
ー
で
療
育

訓
練
を
受
け
て
お
り、
更
に
美
唄
養
護
学
校
職
員
が
同
セ
ン
タ
ー
で
訪
問
指
導

を
毎
週
金
曜
日
に
実
施
し
て
い
る
が、
こ
れ
に
も
参
加
さ
せ
る
な
ど
、
意
欲
的

に
事
業
を
推
進し
て
い
る。

た
ん
ぽ
ぽ
の
会

会
員
数
四十三

名
(平
成
元
年六
月
現
在)

秋
本
勝
美
昭
六二
・
五～
現
在

村
田
や
す
子五
四・
六～
六
一
・三

五
三
・
一～
六
二
・
三

昭 年
五 五 五 五 五和

度八 七 六 五 四

一

二
二 一八

一
九

一
六

五
一三

五
二
五

四
九
六

三
五
四

二
六
八

委

延
人
員

托
年
間

七
六、
七
九
九

七
六、
六二
九

六
六、
二
四八

四
五、
三
六〇

三
八、

一七
一

五
九

(千
円
)

措
置
費
支
給
額
年
度

六三
六
二 六一
六
〇

施委
設

二
九
二
七

二
五

二
五

二
三

八
八
三

七
四
八

六
六
四

六
四
七

六
一
二

数託
延委人 年

員間

一三
九、
六
八
一

一二
二
、
四
四
五

一〇
五
、
七
六
八

一〇
一、

一六
四

九二
、
八九
一

(千
円)

役
員
会
長

副
会
長
藤
本
文
子

事
務
局
中
村
日
出
男

事
務
局
所
在
地
泉
町
二
丁
目
一
〇
一
二
五

市
史
上巻三

団
体の五

四
年以
降
会長

注

こ
ぶし
の
会
三
代
加
藤
トキ

あ
ゆ
み
の
会

二
代
鎌
田
尚
彦

三
代
秋
本
勝
美
六
一
・三
～
六
二
・
三

三
代
三
浦
孝
司

四代
杉
山
真
理
子

五
代
紅
露
弘
子
六〇
・
三
～
六
二
・三

六
代
吉
田
留
美
子
六
二
・
三
～
六
二・
四

3
精
神
薄
弱
者
福
祉
関
係

昭
和三
十
五
年三
月
三
十
一
日
法
律
第三
十
七
号
で
精
神
薄
弱
者
福
祉
法
が

公
布
さ
れ、
国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
国
民
の
理
解
を
深
め、
更
生
の
援
助
と

必
要
な
保
護
の
実
施
に
つ
と
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。

援
護
施
設
と
し
て
は、
更
生、
授
産
施
設
が
設
置
さ
れ、
一八
歳
以
上
の
精

神
薄
弱
者
の
保
護
・
更
生
指
導
及
び
訓
練
な
ど
を
実
施
す
る
こ
と
と
な
っ
て
い

る
。滝
川
市
で
は、
従
来
こ
の
精
神
薄
弱
者
の
援
護
施
設
が
な
く
道
内
の
各
施
設

に
委
託
収
容
さ
れ
て
い
た
が、
昭
和
六
十
三
年
二
月
から
通
所
更
生
施
設
「滝

川
新
生
園
」
が
開
園
さ
れ、
該
当
者
の
一
部
が
収
容
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

収
容
施
設
委
託
状
況
に
つ
い
て
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

措
置
費
支
給
額

4
母
子
福
祉
関
係

昭
和
三
十
九
年
七
月
一
日
法
律
第
一二
九
号
で
母
子
福
祉
法(昭和

五
十
六
年
六

270

の
連
携
強
化
5
雇
用
促
進
と
施
設
整
備
要
望
活
動

ど
で
あ
る
。

め
ば
え
の
会

五
八
・
一～
六
〇
・三

五
三
・
一～
五
八
・
一

施
設
数

委女
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福
祉

修

生 療 転 住

就
職
仕
度

技
能
修
得

事
業
継
続

事
業
開
始

種

学 活 養 宅 宅

特
別
・
増改
築

補
修・
改
築

特
別
な
場
合

事
業
開
始
修
得
月
額

一回
に
つ
き

貸貸
付

(特
別
) 度

五
万
四
千
円

八
万
五千
円

三
八
万
円

二
五
万
円

一九
万
円

一八
〇
万
円

一
一〇
万
円

八
万
円

三
二
万
円

二
万
円

一〇
五
万
円

二
一〇
万
円

額

卒
業後

満
了
の
日
か
ら

技
能
習
得
・
療
養
期
間

11 " "

貸
付
日
か
ら

習
得
期
間
満了
後

"

貸
付
日
か
ら

据
置

期

六
ヶ
月

六
ヶ
月

六
ヶ
月

六
ヶ月

六
ヶ月

一年
間

六
ヶ
月

六
ヶ
月

一年
間

間

"

11 "1

" "

据
置
期
間
経
過
後

償

(専
修
・
一
般
・
施
設)

期

二〇
年
以
内

一〇
年
以
内

五
年
以
内

三
年
以
内

六
年
以
内

五
年
以
内

一〇
年
以
内

三
年
半
以
内

七
年
以
内

間

無
利
子

" "

11 11 11 〃

年
利三
%

利
率

母
子
福
祉
資
金
貸
付
金
一
覧
(平
成
元
年
現
在)

月
「
母
子
及び
寡
婦
福
祉法」

と
改正)が

公
布
さ
れ
、
母
子
家
庭
等
の
自
立
促
進
、

生
活
の
安
定
と
向
上
に
つ
と
めて
いる
。

そ
の
具
体
策
と
し
て
母
子
福
祉
資
金
の
貸
付
制
度
が
あ
る
。
こ
れ
は、
事
業

の
開
始、
継
続
や
配
偶
者
の
な
い
女
子
が
扶
養
す
る
児
童
の
修
学、
扶
養
し
て

い
る
児
童
が
事
業
を
開
始
し
た
り、
就
職
に
必
要
な
知
識
技
能
の
習
得
の
た
め

現
行
の
貸
付
金
の
種
類、
限
度
額
な
ど
の
基
準
及
び
貸
付
状
況
は
次
の
と
お

り
で
あ
る
。

別
記一覧
表()参

照

(生
活
の
中心
で
な
い
者)

限

の
資
金
貸
付
な
ど
で
あ
る
。
こ
れ
は
北
海
道
庁
直
接
の
所
管
事
務
で
あ
る
が、

取
扱
い
は
市
を
経
由
し
て
行
わ
れ
て
い
る
。

還

五
年

.
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住 結 修 就

宅

就
職
仕
度

技
能
修
得

事
業
継
続

事
業
開
始

分 度

母
子
福
祉
資
金
貸
付
状
況

海修遺北
学児道
資福
金祉

児
童
扶
養 婚 業 学

第
七
編
厚

生

11 11

五
五

二
五〇 1

"

11

五
七八
五〇

五〇 一

一、
五
〇
〇

" 11

五
八

二
七二

一

"

11 六〇八
四
〇

〇 一

11

11 六
一七
五 1 一〇

年
以
内

一〇
年
以
内

五
年
以
内

五
年
以
内

二〇
年
以
内

金
額
単
位
千
円

無
利
子

無
利
子

"

年
利
三
%

"1

11

11

六
三

た
日
の
う
ち
ど
ち
ら
か
遅
い
日
か
ら
六
ヶ
月

一五
歳
に
達
し
た
日
の
属
す
る
学
年
を
終了
し

一回
の
貸
付
期
間
を
満了
し
た
日
又
は
児
童
が

六
ヶ
月

六
ヶ
月

六
ヶ
月"1 "1

五
九

六
ヶ
月

別
記

月
額

一
回

月
額

別
記

一、
二〇
〇

金 件

五
四

額 数

1

" "1

五
六

三
五、
一〇
〇
円

二
五
万
円

三
二
万
円

二
万
円

貸
付
の
日
か
ら

修
得
期
間
満
了
後

11

専
修
学
校
・
一般
・
修
業
施
設
は
五
年
以
内" 11

六二

区 年

一覧
表
(2)参
照

一覧
表
(3)参

照

1

272



療
転

計

遺
児
修
学

児結童
扶

養婚 学

就
学
仕
度 業 活 養 宅

四、
五〇
九
五、
五
五
六
・
五
三、
〇
八
八

二二
一
九
八 1

二、
七六
九

三
一
五 九

二
六

四
一二
・
五 三

四、
八
九
九 一六

二
四
五 七

二、
六
四三 一
三

一九五 五

三、
七
〇
二 一八

二、
七
二
七 一四

七
五 二

三、
六
九
五
三
、
六
六
一
・五

七
一
・五

三、
〇
六八 一
五

二
五〇 五

一
〇
、
九
五
三

四
七

九
、
四〇
八
三
一

七
〇
五 一
四

六、
三
四
一

三
四

二
八二 1

四、
九
七
四 一五

八
一〇 一五

一 1

九、
一八
〇

三
四

三三
六〇
五 一
一

一

六、
八
九
七

六〇

一
〇
八 1

五
、
八
七
四

四二

九
一
五

一
七

5
児
童
福
祉
関
係

昭
和
二
十
二
年
十二
月
十
二
日
法
律
第
一
六
四
号
で
児
童
福
祉
法
が
公
布
さ

れ
た
。
児
童
が
心
身
と
も
に
健
や
か
に
生
ま
れ
育
ち
、
す
べ
て
の
児
童
は、
ひ

と
し
く
そ
の
生
活
を
保
障
さ
れ
愛
護
さ
れ
る
よ
う、
国
及
び
地
方
公
共
団
体
は

児
童
の
保
護
者
と
と
も
に
責
任
を
負
う
こ
と
が
規
定
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

そ
の
後
、
昭
和
二
十
三
年
十
二
月
に
は、
厚
生
省
令
第
六三
号
に
よ
り
児
童

福
祉
施
設
最
低
基
準
が
示
さ
れ、
昭
和三
十
六
年
十
一
月
に
は
法
律
第二
三八

号
で
児
童
扶
養
手
当
法
が
公
布
さ
れ
児
童
の
福
祉
増
進
は
著
し
く
向
上
し
た
。

つ
い
で、
重
度
精
神
薄
弱
児
童
扶
養
手
当
法
が
制
定
さ
れ、
重
度
精
神
薄
弱

児
童
を
監
護
す
る
保
護
者
に
手
当
が
支
給
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
そ
の
後

第
二
章
社
会
福
祉

こ
れ
に
伴
い、
各
地
区
に
児
童
委
員
を
置
き、
児
童
及
び
妊
産
婦
の
生
活
環

境
状
態
を
把
握
し
て
、
保
護
・
保
健
・
援
助
指
導
を
行
い、
ま
た
児
童
相
談
所

を
設
置
し
て
児
童
に
関
す
る
相
談
を
行
い、
必
要
に
応
じ
て
一時
保
護
や
障
害

児
に
対
す
る
療
育
指
導、
医
療
な
ど
の
措
置
を
講
ず
る
よ
う
に
な
っ
た
。

二
二 1

一、
九
九
五

二〇
〇

一四

九 四

一九

修 修 生

一〇
〇

八
、
五
七
五

一一
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昭
和
四
十
一
年
に
身
体
に
重
度
の
障
害
を
有
す
る
児
童
を
も
対
象
と
す
る
こ
と

に
伴
い
「特
別
児
童
扶
養
手
当
法」
と
な
った
。

昭
和
三
十
九
年
七
月
に、
法
律
一
三
四
号
で
特
別
児
童
扶
養
手
当
等
の
支
給

に
関
す
る
法
律
が
公
布
さ
れ、
精
神
又
は
身
体
に
障
害
を
も
つ
児
童
に
は
特
別

児
童
扶
養
手
当
の
支
給
と
、
重
度
の
障
害
を
も
つ
児
童
に
は
特
別
福
祉
手
当

(昭
和
五
十
年
「
福
祉
手
当
」
改
正、
昭
和
六
十
一
年
「
障
害
児
家
庭
手
当」
が
新
た
に
設
け
ら

れ
る。)が

支
給
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

更
に、
昭
和
四
十
六
年
五
月
に
は
法
律
第
七
三
号
に
よ
り
児
童
手
当
法
が
公

児
童
手
当
支
給
状
況五、
〇
〇
〇

計

七、
〇

六
、
五
〇
〇

五、
〇〇
〇

計
!

六、
五〇
〇

五、
〇
〇
〇

六、
五
〇
〇

六、
〇
〇
〇

五、
〇
〇
〇 円

月
額
基
礎
額

三、
〇
二
七

四、
七
四
〇

二
五、
二
二
六

二、
〇
六
五

一、
一四
六

二、
二〇
四

八
、
〇
二
二

一四、
三
二
六

一二
、
〇
三
五

三
四、
七
二三

二
一、
五
七
三

一三
、
一
五
〇

三
四、
〇
八
〇

七、
五
〇
一

一三
、
二
五
四

一三
、
三
二
五

千
円

用
者

九
、
二
一五

四、
八
七〇

二
四、
三
五
〇

五
九、
六〇
九

一〇
、
〇
八
七

一八
、
三
八
二

六三
、
五
四
八

三
五、
六〇
五

六
二
、
五
五
五

九、
一九
七

一六
、
九
六
八

三
六、
三
九〇

支
出

計

円
千

額

摘

要

年五
七

五
六

五
五

五
四

度 区
分

計
:

五、
四
九三
二
六
一

六
一九

四、
六
一三

延
児
童
数

被
用

一
五、
一三
五

非一、
八
四
三

五
、
七
五
七

三
四、
三
八
三

一〇
、
四
九
七

一、
四
四
一

二、
八二
八

六、
二二
八

三
一、
一四〇

四、
二
九
九

二
七、
九
四三

七、
一二
一

一
一、
五
二
一

一、
四
一
五

二、
八二
八

人

七、
二
七八

延
児
童
数

合

一
一、
四二
〇

二
、
四〇
七

五、
九
四
九

三、
三
一
九

二
八、
八
二
五

六、
三
七〇

二二、
四
五
五

二八
、
四七
五

二
、
六三
〇

六、
〇
二
八

一、
一五
四

二、
二〇
九

二、
六
六
五

延
児
童
数

支
出

額

被人

二三
、
〇
六
五

千
円

支
出

額

者

一九、
一〇
五

四、
〇
五
六

二
九
五

六二
四

三、
八
二
一

五、
四
七
一

一九
八
〇

四
、
四
九
一 人

一、
六
九
六

三、
七
一
四

布
さ
れ、
児
童
を
三
人
以
上
(昭
和六
十年
法
改正
に
よ
り
児
童二
人
以
上)保

育
し
て

い
る
保
護
者
に
児
童
手
当
を
支
給
し、
家
庭
に
お
け
る
生
活
の
安
定
を
は
か

り、
次
代
の
社
会
を
に
な
う
児
童
の
健
全
な
育
成
と
資
質
の
向
上
に
寄
与
す
る

こ
と
と
な
っ
た
。

こ
れ
ら
の
法
に
よ
り、
児
童
福
祉
対
策
と
し
て
は
各
種
年
金・
就
労
指
導
・

各
種
貸
付
・
保
健
医
療
・
税
控
除
が
は
か
ら
れ
る
な
ど
、
い
っそ
う
そ
の
事
業

内
容
が
拡
大
さ
れ
つ
つあ
る
。
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(特
例)

(特
例)

六
二

(特
例
)

(特
例)

六
一

(特
例)

六
〇

(特
例
)

五
九

(特
例
)

五
八

(特
例)

第
二
章
社
会
福
祉

計

..

五、
〇
〇
〇

二、
五
〇
〇

五
、 二、
五
〇
〇

五、
〇
〇
〇

二、
五
〇
〇

七
、
〇
〇
〇

五、
○○(

二、
五

五
、
○
C

七、 計

五、
〇
〇
〇

七、
〇
〇
〇

五、
〇
〇
〇

計

五、
O

七、
〇
〇
〇

○ ○
○

五、C 計

五
、
〇

七、
〇
〇
〇

九、
三
一
五

一、
七
九三

二、
三
六
一

二、
五
九
四

二、
五
六
七

六、
七
四
五

一、
九
八
四

七
二
八

七
三
八

三、
〇
二
二

五、
三六
三

七二
三

一、
八
八
四

八
七
五

六、
一二
五

二
八、
四二
五

一三
、
〇
二
〇

六
、
六
五
〇

九、
〇
六
五

一二
、
七
一〇

九
、
二
四
五

五
、
八
四
五

一三、
〇
三
五

二
七、
〇
七
五

五
、
八
八
五

六
、
〇
五
五

四、
六
八
六

1

‒
‒

二、
九
四
七

一、
七
三
九

四、
七
五〇

一、
〇
四
〇

四
、
四
三
一

五
二
二

二
八、
六
七
五

一、
三〇
五

1

四、
七
五
七

一、
一七
一

三、
二
六〇

1

三、
三三
四

一、
四二
三

四、
八
五
四

三、
一七
八

一、
六
七
六

五、
四
四
九

三、
六
〇
六

一
九、
〇
八
二 一

一、
七
九三

二、
三六
一

五
、
五
四
一

四
、
三〇
六

一
一、
四
九
五

一
、
三
一
八

七
三
八

一
、
九
八
四

六
、
二一〇

三
一、
〇
五
〇

三、
一一
二

五
七、
二
四
〇

二二
、
八
二
〇

五、
八
五
五

三〇
、
四
五
三

七、
一一
五

二三
、
三三
八一

三〇
、
六二
六

二二
、
二
四
六

八、
三
八
〇

三
四、
四
五
七 一

二
五、
二
四
二

一四、
〇
〇
一

五
三、
三
三
七

八
、
九
六
五

五、
九〇
二

五
五、
一五三

一〇
、
七
六
五

二
七、
七
〇
五

九
、
九
二
〇

一
、
八
四
五

九、
二二
六

一
五、
一一
〇

三、
一八
八

一五、
九
四〇

七、
二
八
〇一 一

一、
八
四
九

四、
○
一三

四、
二
八三

一〇
、
五
一
八

一
、
一七
七

四
、
四
七
一

一〇
、
一四
五

三、
九
六
五

四、
二八
四

一、
八一
三

五
八、
七
五
一

一九、
八
二
五

二九、
九
八
八

九、
〇六
五

五
八、
八
七
八

一八
、
八
七
五

二
八、
九
四
五

九
、
四二
〇

九、
二
四
五

二
一、
四
一
五

二八
、
〇
九
一

六
一
、
五
三
二

五、
八
八
五

三
一、
二
九
七

三
四、
二
五
五

八、
九
六
五

五
、
九
〇
二

一二
、
九
七○

六、
四
一
七

三〇
、
六
二
八

九
、
九
二
〇

一、
八
四
五

一、
九
四
六

一、
八〇
七

二
八、
五
六
五

九
、
四
二
〇

五、
〇
〇
〇

一、
八
一三

五、
三〇
五

二、
六〇
四

九
五〇

二、
五
四二

五、
二
九
一

一、
八
四
九

二
七、
一二
五

八
三
五

二、
六〇
七

五、
〇
六
九

一、
一七
七

八
六
五

‒
‒

1

一四、
七
三
五

四
、
三
四
七

二
四、
五
二
五

一〇、
〇
六
二

三、
七
七
五

四、
一三
五

一
、
八
八
四

九、
七
九
四

一
、
二
四
五
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一〇、
六
八
四

一、
四
五
二

三、
六
四三

一、
八
六〇

三、
七二
九

三
四、
九
九〇

七、
二
六〇

九、
一〇
八

九、
三〇
〇

九、
三二
二

四、
二
八
七

一、
九
八三

九、
九
一
五

五、
七
六〇

一四、
九
七
一

一、
四
五
二

三、
六
四
三

三
、
八
四
三

六、
〇
三
三

五
〇
、
六
六
五

七
、
二
六〇

九、
一〇
八

一
九、
二
一
五

一五、
〇
八
三

(単
位
千
円
)

6
生
活
保
護
関
係

戦
後
間
も
な
い
昭
和
二
十
一
年
十
月
一
日
に
生
活
保
護
法
が
公
布
さ
れ
た

が
、
そ
の
後
全
面
改
正
さ
れ、
昭
和二
十
五
年
五
月
四
日
に
新
し
い
生
活
保
護

法
が
制
定、
公
布
さ
れ
て
現
在
に
至
っ
て
い
る。

こ
の
法
律
は、
日
本
国
憲
法
第二
十
五
条
に
規
定
す
る
理
念
に
基
づ
き
、
国

が
生
活
に
困
窮
す
る
国
民
に
対
し、
そ
の
困
窮
の
程
度
に
応
じ
必
要
な
保
護
を

行
い、
最
低
限
度
の
生
活
を
保
障
す
る
と
と
も
に、
そ
の
自
立
を
助
長
す
る
こ

と
を
目
的
と
し
て
い
る
。

戦
後
の
混
乱
期
か
ら
昭
和
五
十三
年
ま
で
の
こ
の
制
度
の
経
緯
・
運
用
の
状

況
に
つ
い
て
は、
市
史
上
巻
第
七
編
第二
章
に
詳
細
掲
載
さ
れ
て
い
る
の
で、

本
項
で
は、
五
十
四
年
度
以
降
の
生
活
保
護
支
給
状
況
に
つ
い
て
の
み
記
述
し

た。
な
お、
生
活
保
護
関
係
の
業
務
に
つ
い
て
は、
町
時
代
は
空
知
支
庁
が
扱

って
い
た
が、
市
制
施
行
以
来
は、
滝
川
市
福
祉
事
務
所
が
扱
って
い
る
。

五
七

五
六

五
五

五
四
年

年
度 / 区分

四
八
〇
、
八
三
〇

四
三
四、
五
九
五

四
二
四、
一三
七

四
九
七
、
〇
一
五

医
療
扶
助 支

六三

六
二

六
一

六〇
五
九
五
八
五
七
五六 五
五 度 / 区

帯
数

分
保
護
世
保
護
人

員
支
給
総
額

支

区

五、
二二
九

三
、
二
一二

四、
四
五六

四
、
六
三
〇

分二
七
、
五
六
九

二三
、
六
四
四

二
六、
七
六
〇

一
七、
〇
三
四

冬
季
薪
炭
費

給

二
三
三
二
二
七
一

三
一七
三三
〇

三
五

六
九

出
産
扶
助
生
業
扶
助|葬
祭
扶
助
施
設
事
務
費

三
九二

給

区

分

五
四
年
四
九
〇
九
六
〇
|七
九
七
、
二三
三
二
四〇
、
二
九三
二
七、
四
九
八
一〇
、
三
六
九

四
六
二
八
七
七|七
二
〇
、
五
五
九
二
三
〇
、
六
二
九
二
七、
四
六三

九、
八
六
五

四
五
一

四
五
七
八
六
一
七
四
六、
八
九二
二
四二、

三
六
六
二
八、
二二
五
一
一、
〇二
二

八
五
五
八
〇
五、
二
九
六
二
五
一、
八
六
〇
二
七、
四
〇
七
一
一、
七
九
八

四
八三
九
二
九
八
五
六
、
一〇
五
二
九
五、
一八
六
三
三
、
〇
七
二
一
二、
六
二二

五〇
二
九
六
八
九
二
九、
五
二
九
三
二
四、
五
二三
三
七、
四
九二
一
四、
五
二
三

四八
六
九〇
四
九
四〇
、
七
八
七
三
〇
九、
七
六
九
四〇
、
六二
五
一三
、〇
〇
九

四
六
五
八三
五
九二
六、
四二
四
二
九
七、
六
六
六
四〇
、
六
一
二一
二、
五
七
六

四
六
七
八
二
八
九
三
七、
二
五
八
三
〇
八、
〇三
二
四
三
、
一七
四|一

一、
三
九
一

四三
九
七三
八
九
四
五、
二三
八
二
八
五、
九二
三
四
一、
二
三
六
九
、
四
九
九

年

生
活
保
護
支
給
状
況

(特
例)

六三

計

五、
〇
〇
〇

二、
五
〇
〇

五、〇
〇

二、
五
〇
〇

276

二、
三〇
四

一五、
六
七
五 一

生
活
扶
助

住
宅
扶
助
教
育
扶
助

三

三
二
五



五
八
一六〇

一、
六
四二

五
六
六、
七
八
一

五
六
六
、
五
二
五

五
五
八、
八
三
一

六〇 五
九
五
二
九、
七
四
四

四
九
〇
、
〇
三
四

C

一二
五

四
一 ○

八
〇

一
二〇
八
〇

三
〇
〇

二
三
〇

二
一〇

三
四〇
四
二
五
一

三
三
三

一
五
一

七
三

六
、
四
四
九

四、
六
九
八

五
、
一六
〇

五、
五
一六

六
、
二
五三

六
、
二
五
五
一六
、
五
七〇

一八
、
四
五
九

ー
(昭
和
四十
年)に

続
い
て、

一の
坂
町
に
中
央
老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー
(昭和

五
十

七
年)を

開
設、
更
に
平
成
元
年
二
月
に
は
西
町
に
デ
イ
・
サー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー

と
四
月
に
は三
世
代
交
流
セン
タ
ー
を
建
設
す
る
な
ど
着
と々
施
設
の
充
実
が

図
ら
れ
て
い
る
。

今
後
の
老
人
福
社
の
向
上
に
つ
い
て、
滝
川
市
ま
ち
づ
く
り
中
期
基
本
計
画

(昭
和
六
十三
年
度～
平
成
四
年
度)で

は
、
「動
向
と
課
題
」
の
中
で
次
の
よ
う
に

ま
と
め
て
い
る
。

本
市
の
六
五
歳
以
上
人
口の
総人
口
に占
め
る
割
合
は、
現
在
は
ほ
ぼ
全
国
平
均
に
ま
で

達
し
て
いる
が、
老
年
人
口
比
率
は
一
層
高
ま
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
も、
高
齢
化

の
内
容
を
見
る
と
、
七
十
五
歳
以
上
の後
期
高
齢
者
人
口
の
伸び
が
著
し
いこ
と
から
、
ね

た
き
り
や
痴
呆
性
の
要
介
護
老
人
は
急
増
す
る
と
み
ら
れ
る
。

実
、
デ
イ
・
サー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
の
建
設、
シ
ョー
ト
ス
テ
イ
事
業
の
サ
ー
ビ
ス
内
容
の
高

そ
こ
で、
保
健
・
医
療
・
福
祉
が
一
体
と
な
った
総
合
的
な
在
宅
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
行
う

こ
と
が
必
要
と
な
っ
て
き
て
お
り、
総
合
的
な
調
整
機
能
・
企
画
立
案
が
求
めら
れ
て
い
る

ほ
か、
老
人
家
庭
奉
仕
員
の
派
遣
回
数
や
個人
の
ニ
ー
ズ
に
応
じ
た
サー
ビ
ス
内
容
の
充

度
化、
ケア
付
の
老
人
住
宅
の
拡
充
等
の
検
討
を
進
め
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

本
市
は、
既
に
昭
和
四
十
八
年
よ
り
老
人
福
祉
村
構
想
を
樹
立
し
、
養
護
老
人
ホ
ー
ム・

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム・
軽
費
老
人
ホ
ー
ム
を
相
次
い
で
建
設
し
て
き
た
が、
施
設
を
地
域

に
お
け
る
在
宅
サ
ー
ビ
ス
の
場
と
し
て
も
機
能
さ
せ
る
た
め、
シ
ョ
ー
ト
ステ
イ
事
業
に
加

え、
町
内
会
活
動
と
の
連
携
な
ど
地
域
サー
ビ
スの
充
実
と、
地
域
と
の
ふ
れ
あ
い
の
拡
大

を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。

痴
呆
性
老
人
に
つ
いて
は、
痴
呆
性
老
人
専
門
の
処
遇
施
設
の
建
設
が
急
が
れ
る
。
高
齢

者
に
お
い
ても
、
質
の
高
い
生
活
に
対
す
る
要
望
が
強
ま
って
お
り、
民
間
活
力
の
導
入
を

含
め
た
有
料
老
人
ホー
ム
建
設
の
検
討
を
行
って
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る。

健
康
な
高
齢
者が
増
え
て
い
る
こ
と
を
考
慮
す
る
と
、
老
人
自
身
が
一人
ひ
と
り
の
能
力

に
応
じ
て
社
会
を
支
え
て
いく
と
いう
意
識
や
活
動
が
大
切
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
老
人
ク

ラ
ブ
の
役
割
の
見
直
し
や
就
労
対
策
を
推
進
す
る
必
要
が
あ
る
。

今
後
の
方
向
は、
各
世
代
が
日
常
的
に
ふ
れ
あ
え
る
地
域
福
祉
を
根
付
か
せ
る
事
で
あ

る
。
そ
の
一
環
と
し
て、
三
世
代
の交
流
拠
点
と
な
る
施
設
の
整
備、
既
存
の
公
的
施
設
の
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六三 六二 六
一

7
老
人
福
祉
関
係

社
会
の
進
展
に
貢
献
し
た
老
人
に
感
謝
し、
そ
の
老
後
を
健
康
で
安
定
し
た

生
活
の
保
障
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
基
本
理
念
の
も
と
に、
昭
和
三

十
八
年
七
月
十
一
日
に
法
律
第
百三
十
三
号
で
老
人
福
祉
法
が
制
定
さ
れ
た
。

終
戦
後、
日
本
人
の
平
均
寿
命
は
毎
年
着
実
に
伸
び、
今
や
世
界
一
の
長
寿

国
と
し
て
定
着
し
て
き
た。
こ
う
し
た
高
齢
化
社
会
を
迎
え、
老
人
福
祉
問
題

は
い
っそ
う
重
要
視
さ
れ、
特
に
医
療
に
つ
い
て
は
国、
地
方
を
問
わ
ず
財
政

と
の
関
連
上
特
別
の
対
策
が
必
要
と
な
っ
た
た
め、
昭
和
五
十
八
年
二
月
一日

に
「老
人
保
健
法
」
が
制
定
さ
れ、
老
人
福
祉
は
新
し
い
時
代
を
迎
え
る
こ
と

に
な
った
の
で
あ
る
。

こ
の
た
め
、
従
来
の
福
祉
六
法
に
加
え
て
、
この
老
人
保
健
法
を
含
め
て
、

福
祉
七
法
と
も
呼
ば
れ
て
い
る
。

滝
川
市
で
は、
昭
和
四
十
八
年
か
ら
老
人
福
祉
村
構
想
を
樹
立
し、
四
十
九

年
か
ら
、
養
護
老
人
ホ
ー
ム
・特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
・
軽
費
老
人
ホ
ー
ム

(総
称
緑
寿
園)を

次
々
と
建
設
し
、
該
当
者
を
収
容
し
て
い
る
。

こ
れ
と
併
行
し
て
在
宅
老
人
福
祉
施
設
と
し
て
は
、
西
町
老
人
福
祉
セ
ン
タ

一、
八二
〇

二、
五
五
八

三、
三
九
九

一一、
五
四
二



...

生

第
七
編
厚

生
厚

再
利
用
を
含
め
た
地
域
に
密
着
し
た
通
所
型
老
人
養
護
施
設
の
整
備
の
検
討
な
ど
が
必
要
で

あ
る
。
さ
ら
に、
持
ち
家
を
有
し
、
高
齢
者
用
の
専
用
居
室
を
増
築
又
は
改
築
す
る
た
め
に

必
要
な
経
費
に
は、
長
期
低
利
融
資
制
度
が
あ
り、
こ
の
事
業
の
推
進
等
に
よ
り三
世
代
同

居
を
進
め
て
いく
こ
と
も
求
め
ら
れ
て
い
る
。

老
人
人
口
の
推
移
と
予
測
(六
十
五
歳
以
上)

六
十
五
歳
以
上
人
口

総
人
口
に
対
す
る
割
合

た
人
口
指
数

一二
五
・
九

一〇
〇 八
三
・
〇

六
六
・
三

五
二
・C

六
〇
年
を
一
〇
〇
と
し

ツ、
住
宅、
就
業
など
に
つ
い
て
協
議
す
る
こ
と
に
な
って
い
る。

高
齢
者
対
策
研
究
会

市
で
は、
部
内
に
設
置
し
た
「高
齢
者
対
策
室
」
に

引
続
い
て、
昭
和
五
十
九
年
七
月
四
日
に
「
高
齢
者
対
策
研
究
会
」
を
発
足
さ

せ
た
。
設
立
の
趣
旨
は、
理
想
的
な
福
祉
都
市
建
設
に
向
け
て、
今
後
の
高
齢

者
の
諸
問
題
に
対
し
て
市
長
の
諮
問
事
項
に
応
ず
る
と
い
う
こ
と
で、
市
立
病

院
長
や
老
人
ク
ラブ
連
合
会
長
な
ど、
市
内
各
層
代
表
一
四
名
に
委
嘱
し
た。

委
員
氏
名
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
(任
期二
ヶ
年)。

年
度

.
.
.

六、
五三
〇

五
、
一八
六

四
、
三〇
四

三、
四
三
九

二、
六
九
八
人

一
一
・
九

一〇
・
〇

八
・
四

六
・
八

五
・三
%

..

高
齢
者
対
策
室

滝
川
市
で
は、
昭
和
五
十
九
年
六
月
に、
市
役
所
職
員
で

構
成
す
る
「
高
齢
者
対
策
室
(室
長
荒
島
保
助
役)」

を
設
置
し
た
。
道
内
自
治

体
で
は
初
め
て
の
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
対
策
室
は、
市
内
全
人
口
の
九
・
四
パ
ー
セン
ト
の
五
、
〇
〇
〇
人
を

数
え
る
六
五
歳
以
上
の
高
齢
者
向
け
対
策
事
業
の
企
画
を
立
案
、
関
係
部
課
と

の
連
絡
調
整
を
は
か
る
目
的
で
設
置
さ
れ
た。

具
体
的
な
業
務
内
容
と
し
て
は、
1
高
齢
者
の
健
康
・
保
健
医
療

:

老
人
福
祉
並
び
に
高
齢
者
福
祉
施
設
3
高
齢
者
の
余
暇
、
文
化
、
ス
ポ
ー

2
在
宅

ニ

善
敬

美
濃
八代江

上
野
恭
敬

保
田
勝
滋

加
賀
谷
時

子
谷
口
ャス子

金
山

二
男

神
部
富
美
子

長
田

西
野

良
吉

中
谷
幸
司

吉
田
英
治

德
中
弘
之

笹
出
千
秋

吉
田
守

人 名

昭
六一・

七・
四～
現在

同
右
～

同
右
～

同
右
～

同
右
～

同
右
～

同
右～

同
右
～

同
右～
同
右～

同
右
～

同
右
～

同
右～

現
在

現
在

現
在
現
在

現
在

現
在
現在
現
在

現
在

現
在

現
在

現
在

昭
五
九
・
七
・
四
～
現
在

任
退

任

火
曜

日

集
会

日

老
人
ク
ラ
ブ

ク
ラ

ブ
名

朋
友

会
昭
和
三
五
・
五
・
二
一

設
立

年
月

日

尾
中

豊

会会
長

名

-

会
員 員

数

六
九

南
地
区
福
祉
ホ
ー
ム

集

会

就

所

同
右～
昭六
一
・七・三
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,平
成
四

六〇
五
五
五
〇

昭
和
四
五

(資
料
六
〇
年
ま
で
は
国
勢
調
査)

氏
杉

浦

勇
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西
和
ク
ラ
ブ

西
町
中
央
ク
ラ
ブ

二
黄
ク
ラ
ブ

み
ず
ほ
ク
ラ
ブ

北
幸
ク
ラ
ブ

月
会

花
月

会

か 金

ラや
会 会 会 会 ブ 会 会 会 会 ブ 会 会 会

会

池
の
前
ク
ラ
ブ

友
の

泉
町
長
生
会 会会

三
八
・
二・
一五

三
七
・
七
・
一〇

神 上 小 斎

昭

野 竹 井 藤

松 政 里節 清 茂
男 栄 雄 次

六
一・

三
・
二三

五八
・
一〇
・
二
六

五
八
・
一〇
・
一六

五
七
・
一一・

一三
五
七
・
二・
二
五

野
口
藤
四
郎

大
沢
辰
次

六
七

北
幸
会
館

み
ず
ほ
団
地
集
会
所

二
黃
会
館

西
町
中
央
会
館

西
和
会
館

一
〇
日
・
二
〇
日

一〇
日
・
二
〇
日

一
五
日

木
曜
日
午
後

一、
一〇
、
二〇
日

火
曜
日
午
後

火
曜
日

金
曜
日
午
後

第
一
・
三
木
曜
日

六
の
日

一・
一〇
日

第
一
・三
月
曜
午
後

一
・
一
一
・
二
一

一・
一
一
・二
一

火
曜
日

第
二
・
四
日
曜
日

第
二
・
四
月
曜
日

水
曜
日

一
五
日

一
・
一五
日

水
曜
日

一
〇
・
二
〇
日

第
一・
三
日
曜
日

八
・
一八
・
二
八
日

第
一
・三
月
曜
日

月
一
回
日
曜
日

花 わ 親 睦 あ 黄 緑 新 福 盛 平 福 友 五
か

し
ば
栄 ク 友 寿 禄 老 ク 寿 栄 和

和

ラ

五
二
・
七・

一 一
五
〇
・
四
・

五
一
・

一・
五

佐
木々
忠
則

山
田
松太郎

早
坂
晴
男

高
島
高
明

薫 明

四
七
五〇

一〇
六

四
七

滝
の
川
団
地
集
会
所

新
町
福
祉
会
館

緑
町
地
区
公
民
館

黄
金
町
福
祉
会
館

一の
坂
町
会館

中
央
地区
福
祉
ホー
ム

一〇
三
七
〇

五
一

南
地
区
福
祉
ホ
ー
ム

六
五

九
三

中
央
老人
福
祉
ケ
ン
タ
ー

花
月
町
会
館

一〇
八

五
四

六
二

九
二

北
滝
の
川
地
区
福
祉
会
館

六
七

一三
三

東
滝
川
農
村
転
作
研
修
セン
タ
ー

七
〇

泉
町
総
合
福
祉
会
館

池
の
前
会
館

朝
日
町
福
祉
ホ
ー
ム

三
五

八
七

六
五

九
四

西
町
老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー

開
西
会
館

五
〇

一
七
九

東
地
区
公
民
館

中
央
地
区
福
祉
ホ
ー
ム

宇
田
秀
雄

高
桑

芳
吉

竹
橋
得
太
郎

竹
内
友
春

沢
幸
作

林
太
郎

三
九
・
六
・
一

野
四
〇
・
三
・
二三

岡

三
八
・
三・

一
寿

松 滝
の
川
長
生
会会

開
西
ク
ラ
ブ

西
町
ク
ラ
ブ

四〇
・
九
・
一二

四
一
・
九
・
一五

四
三
・
二・二

六
四
五・

一・
一
八

四
九
・
三
・
一

藤
田

豊

八
五
六
一

五
三

見
晴
団
地
集
会
所

平
和
会
館
(幸
町
)

本
町
会
館

五
四
・
四・

五
四
・
八
・

一

白
水

吉
井
仙
次
郎

鷲
尾
外
吉

大
草
一二
三

五
五
・

一・
二〇

五
五・

七・
三

五
五
・
一
一
・
八

五
六
・
三
・
三

富
樫
勇
一

五
六・

六
・
一四

秋
山
義
雄

五
七
・
一一
・
五

尾
美
松
次
郎

野 ロ
谷
口
茂
男

清
治
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緑 寿 南
ク

康
ラ

会 会 ブ
十
連
ク
ラ
ブ

一
連
ク
ラ
ブ

六
連
ク
ラ
ブ

高
砂

会
三
七
・
九・
一四

生

六
三
・

四
・

一
五
九・

四・
一
八

山 住 小
本 友 山
康 成

林

和
田
正
太
郎

山
越
正
吉

四
五・

四
・
六

松
山
智
与治

西
野

良
吉

七〇
五三 四
一

七〇
六
八 五
〇

江
部
乙
六
連
合
会館

江
部
乙
農
村
改
善
セ
ン
タ
ー

と
に
強
力
な
運
動
を
展
開
し
た
。

こ
の
結
果、
滝
川
市
に
お
け
る
加
入
状
況
や
保
険
料
納
入
実
績
は
高
く
評
価

さ
れ、
昭
和
四
十
九
年
に
国
民
年
金
法
施
行
十
五
周
年
記
念
式
が
札
幌
市
で
開

催
さ
れ
た
席
上
で、
滝
川
市
並
び
に
市
内
の二
納
入
組
合
が
表
彰
を
受
け
て
い

る
(市
史
上
巻
七
八
七
ペ
ー
ジ
参
照
)。

そ
の
後
も
引
き
続
い
て
実
績
を
あ
げ
て
お
り、
次
の
と
お
り
各
種
の
表
彰
を

受
け
て
い
る
。

厚
生
大
臣
表
彰

昭
和
五
九
年
度
滝
川
市
農
家
地
区
国
民
年
金
保
険
料
組
合
連
合
会

社
会
保
険
庁
長
官
表
彰

昭
和
五
八
年
度
滝
川
市

五
九
年
度
滝
川
市
長
谷
川
義
樹
(個
人
・
市
町
村
協
力
者)

六
一
年
度
滝
川
市
黄
金
町
一
区
国
民
年
金
保
険
料
納
入
組
合

北
海
道
知
事
表
彰

五
六
年
度
滝
川
市
黄
金
町
一
区
国
民
年
金
保
険
料
納
入
組
合

五
八
年
度
滝
川市
東
滝
川六
区
国
民
年
金保
険
料
納入
組
合

六
三
年
度
滝
川
市
第
七
区
国
民
年
金
保
険
料
納
入
組
合

国民
年
金
協会
長
表
彰

六〇
年
度
滝
川
市
江
部
乙
第
四
支
部
国
民
年
金
保
険
料
納
入
組
合

組
合
長
故
神
原
フ
ジ
(個人

・
民
間
協
力
者)

木
曜
日

月二
～
三
回

二
の
つ
く
日

七
の
つ
く
日

月
曜
日

六
の
つ
く
日

五
の
倍
数
日

8
国
民
年
金
制
度

老
齢
廃
疾
又
は
死
亡
な
ど
に
よ
り
生
活
の
安
定
が
そ
こ
な
わ
れ
る
こ
と
を
国

民
の
共
同
連
帯
に
よ
っ
て
防
止
し、
健
全
な
国
民
生
活
の
維
持
及
び
向
上
に
寄

与
す
る
こ
と
を
目
的
に
国
民
年
金
法
が
昭
和
三
十
四
年
十
月
一
日
に
施
行
さ

れ、
待
望
の
国
民
皆
年
金
制
度
が
確
立
さ
れ
た
。
更
に、
拠
出
制
に
よ
る
資
格

取
得
届
は
昭
和
三
十
五
年
十
月
一
日
か
ら
受
付
を
開
始し
、
翌
三
十
六
年
四
月

一
日
か
ら
支
給
さ
れ
る
こ
と
と
な
った
。

更
に、
昭
和
六
十
一
年
四
月
から
は
す
べ
て
の
国
民
に
共
通
の
基
礎
年
金
を

支
給
す
る
制
度
に
改
め
る
と
と
も
に、
婦
人
の
年
金
に
つ
い
て
も
第
三
号
被
保

険
者
制
度
を
確
立
し、
基
礎
年
金
を
受
給
す
る
こ
と
と
な
る
等
の
改
正
が
な
さ

れ
た
。
滝
川
市
で
は、
こ
の
年
金
制
度
へ
の
加
入
を
積
極
的
に
推
進
す
る
と
と
も

に、
保
険
料
の
納
入
を
円
滑
に
す
る
た
め
地
域
ご
と
に
納
入
組
合
設
置
を
は
か

り
、
更
に、
こ
れ
ら
の
各
組
合
の
連
絡
調
整
を
は
か
る
国
民
年
金
保
険
料
納
入

組
合
連
合
会
を
昭
和
四
十
三
年
に
設
立
す
る
な
ど
、
市
民
の
理
解
と
協
力
の
も

照 夫 林

二
九
五

緑
町
地
区
公
民
館

東
陽
福
祉
会
館

北
地
区
福
祉
会
館

南
地
区
福
祉
会
館

一
一丁
目
福
祉
会
館

五
二
・
六・
二五

五
一
・
二・

一
五
〇
・
一二・

一三
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第
二
章
社
会
福
祉

現
行受
け
ら
れ
る
国
民
年
金

同.

六
一
年
度
滝
川
市
第
七
区
国
民
年
金
保
険
料
納
入
組
合

六二
年
度
滝
川
市
扇
町三
区
国
民
年
金
保
険
料
納
入
組
合

六
三
年
度
滝
川
市
栄
町
七
区
・
十
区
国
民
年
金
保
険
料
納
入
組
合

平
成
元
年
度
滝
川
市
市
街
地
区
国
民
年
金
業
務
推
進
組
合
連
合
会

会
長
小
野
巽

社
会
保
険
事
務
所
長
表
彰

六
三
年
度

六
二
年
度

五
九
年
度
滝
川
市
扇
町三
区
国
民
年
金
保
険
料
納
入
組
合

六
一
年
度
滝
川
市
朝
一
会
国
民
年
金
保
険
料
納
入
組
合

滝
川
市
真
珠
会
国
民
年
金
保
険
料
納
入
組
合

滝
川
市
本
町
十
一
区
国
民
年
金
保
険
料
納入
組
合

滝
川
市
す
み
れ
会
国
民
年
金
保
険
料
納入
組
合

種 別 支 給「要 件件 支 給 対 象 年 金 額 (平成2年度価格:年額)

老齢基礎
年

大正15年4月2日以降に生 原則として65歳になった
まれた人で、保険料納付済時
(免除)期間が25年以上

保険料納付月数+ 1
/保険料免除)
月数×3681,300円 × 加入可能年数×12ヶ月

障害基礎

年 金

病 気やけがで、初めて医師
にかかった日までの加入期
間のうち、 保険料給付済
(免除)期間が2/3以 上
加入期間のうち、 保険料納
付済 (免除)期間が 2/3
以上ある国民年金加入者ま
たは 老齢基礎年金の受給資
格を満たした人が亡くなっ
た時

けがや病気で身障者にな
った時

1級

851,600円

2級

681,300円

遺族基礎
年 金

大正15年4月1日までに生
まれた人で保険 料納付済
(免除)期間のみで資格を
満たした時

時 ×1,023

通算老齢
年 金

大正15年 4月1日までに生
まれた人ですべての年金制
度を合わせて資格を満たし
た時

原則として65歳になった
時 被保険者月数

1+2= 年金額
(注) 通算老齢年金には2の加算なし

寡婦年金
保険料納付済 (免除)期間
が25年以上ある夫が亡くな
った時

老齢基礎年金の資格期間
を満たした夫と死別した
婚姻期間が10年以上ある
寡婦

夫が受けるべき老齢基礎年金の3/4

(妻が60歳～64歳まで支給)

付加年金
1ヶ月以上付加保険料を納
めた時

老齢基礎年金、老齢年
金、通算老齢年金を受け
られる時

200円×付加保険料納付月数

681,300円
子どもがいる場合は2人目196,400円
3人目以降65,500円が加算

原則として65歳になった1 2,113円×(納付月数+免除月数×

1
3

老齢年金
2 826円 × (300-被保険者月数)

2
7

納付月数+免除月数×1 ×1,023× 2

亡くなった人に生計を維
持されていた子のある妻
または 子

金金
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六 五 五0

九 八 五、七

五
六

五
五

五
四

年
度
区
分

件

総

一、
一四
一

一、
二
一
九

一、
三〇
九

一、
三
六
八

一、
四五
三

一、
五
八
八

一、
六
六
八 数

金

三
四
五、
〇
〇
六

三
五
五、
九
〇
一

三
七
六、
四
六〇

三
九三
、
四
五
一

四〇
〇
、
二
八
九

四〇
七、
七
一
一

三
八二
、
八二
〇

数

額
件

老

七
八
六

八
七三
九
五
九

二三
三
、
八
七
六

二
四
九、
九
九
六

二
七
一、
六
五
八

二
八
四、
九
九
三

三〇
二、
五
九
七

二
八
五、
五
六
八

金

額
件

三
五
五

三
四
六

三
四
九

三
三
五

三
二
四

三
二
一

三
二
九

害数
金 年

一二
八、
八
二
八

一二
二、
〇
二
五

一二
六、
〇
七二

一二
一、
四〇
一

一
一四、

八
六
二

一〇
四、
二
九
一

九
六、
九
一六

金

額
件

数
金

額

母
子

年
金

(単
位
件
・
千
円
)

五〇
二
、
八
四
五

五〇
八、
五
三
〇

四
九
四、
三
三
一

四
七
九、
二
一
一

六
七
八、
四
五
六

五
八
八、
八〇
六

六
六
二
、
三
七
六

六
一
四
、
四
三
九

五
六二、

九
七七

四
九
四、
四
三
六

四
三
八、
五
四
五

保
険
料
収
納
額

(千
円
)
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生

滝
川
市
国
民
年
金
加
入
状
況

被一三
、
九
〇
五

一三
、
三
四
六

一四、
二
八
二

一四、
四
五
〇

一
一、
三
一〇

一
一、
三
七
二

一
一、
五
三
五

二
一、
〇
〇
七

一
二、
二
七
七

一
二、
六
五
〇

一
二、
九
二
〇

(一
号)
七、
六
七
六

(一
号)
八、
六
九三

(三
号)
五、
五
八
九

(一
号)
八、
九
一
八

(三
号)
五、
五三
二
七七

七、
九
七
四

七、
八
九
四

七
、
九
二
七

八、
〇
七〇

八、
一五
八

八
、
二三
五

八、
五
二
三

制
者

任

数

意

総

一、
五
六
八

一、
八
五
四

一、
八二
〇

二、
〇
二
二

一、
六
九
八

二、
五
八
八

二、
四
八
七

二
、
二三
三

一、
八
七
八

一、
六
六
六

一、
四
一
四

五
四
〇

五
四
七

五
四
〇

五
三
〇

四
九
七

六〇
二

六〇
七

五
一
七

四
四
七

四
二
〇

四
四
五

免
申

一、
〇
二
八

一、
三〇
七

一、
二
八
〇

一、
四
九二

一、
二〇
一

一、
九
八
六

一、
八
八
〇

一、
七
一六

一、
四三
一

一、
二
四
六

九
六
九

平
成
元

六
三
六
二

六
一

六
〇
五
九
五
八
五
七

五
六

五
五

昭
和
五
四

年
度
区
分

1 -

三
九
二

三
九二
四
三
四

八
二三
三三
六

1 11 11 1

一、
一二
八

一、
二六
五

一、
三三
八

齢数
金 年

二
一六、

一七八 数
法

上
記

の
う

ち
免
除

者

五、
七
四
六

(三
号
)
五
、
六
七〇

三、
三三
六

三、
四
七八

三、
六〇
八

三、
九
三
七

四
、
一
一九

四、
四
一
五

四、
三
九
七

総
数

保

強
険八、

一五
九

一、
〇
三
二

障

数

免

福
祉
年
金
給
付
実
績



平
成
元
六三 六二 六
一

六
〇

五
九
五
八
五
七

五
六

五
五

昭
和
五
四

年
度
区
分

総

一、
六
三
一、
五
八
二

一、
五三
七、
〇
五三

一、
五
一九、

三
二
八

一、
四
五
九、
三
六
九

一、
三四三、

九
六八

一、
二
四
六、
〇
二
〇

一、
一四
九、
一九〇

一、
〇
七
四、
五
一
七

九
七
一、
二九
三

八
二
三
、
五
〇
六

七
〇
六、
〇
九
七

五
六
八、
三二
三

老
齢

年

金

四
二
六、
八
二
八

四
二
六
、
四
四
六

四
四
二
、
三
一
九

四
三
三
、
七
二
六

障
害
年
金

一
九
八
、
九
九
一
一
九、
三
五
〇

一九
四、
九〇
一
二
五、
九
六
四

二〇
七、
八
〇
四
三
〇
、
〇
七
〇

二二
〇
、
六二
六
三
八、
〇
五
一

二〇
一、
三二
〇
三
九、
八
三
三

一七
八、
八
九
一
四
一、
八
四〇

一六
五、
六〇
四
三
九、
五
六
八

一
五
五、
六
一
四
三
六、
四
〇
三

六
四
七
四、
七
〇
一

一
四三
、
一五
四
三
三、
六
六〇

一、
一六
五
四、
五
〇
八

一二
二
、
六
四
一
二
九、
六
八
一
二、

一五
〇
三
、
八
三
五

二、
四
四三
三
、
二
九〇

寡
婦
年
金

八、
三
一七

五、
六〇
五
八
、
九
〇
六

九
六
一

一、
六七九

一、
四
四
四

五
一
三

四
九
三

五
八
八

四
八
三

八
七
八

四
六
五

八
一
三

死
亡
一
時
金

平
成
元

六三
六二 六
一

国
民
年
金
給
付
実
績

八
三
五

九
一
一

九
八
五

一、
〇
五
五

一、
二
八
一、
八
七三

一、
二二
二
、
二
一二

一、
二一
八、
三〇
八

一、
一六
六、
八
三
四

一、
〇
九
六、
六
四
五

一、
〇
一
八
、
七〇
四

九三
八、
〇
五
七

八
七
六、
六
六
九

七
八
七、
九二
八

六
六
四、
七
三
四

一〇
七
、
〇
七
二
二
四、
一五
六

母
子
年
金

四
六
一

五三
九

六
二
四

七
〇
三

一三
四、
四
一九

一五
一、二

〇
二

一
七
四、
〇
五
九

一九
七、
五三
〇

三
七
四

三
七
二

二七
五、
二
四
四

二
六
八、
二
六〇

二三
六、
一九
六

(単
位
千
円
)

1
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活
動
が
高
く
評
価
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

こ
の
大
会
は、
大
正
六
年
に
岡
山
県
が
「
貧
困
の
原
因
を
消
滅
さ
せ、
防
貧

を
は
かる
」
と
い
う
目
的
で
「済
世
顧
問
設
置
規
程
」
を
制
定
し
た
こ
と
を、

民
生
委
員
制
度
の
始
ま
り
と
記
念
し
て
開
催
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
全
国
的
な
民
生
委
員
会
制
度
の
経
緯
や、
滝
川
市
に
お
け
る
活
動

に
つ
い
て
は、
市
史
上
巻
第
七
編
第二
章
に
掲
載
さ
れ、
更
に
昭
和
六
十二
年

に
滝
川
市
民
生
委
員
協
議
会
で
発
刊し
た
「民
生
制
度
創
設
七
十
年、
民
生
委

第二
章
社
会
福
祉

第
二
節
民
生
委
員

全
国
大
会
で
の
受
彰

昭
和
六
十
二
年
五
月、
東
京
都
に
お
い
て
民
生
委
員

制
度
創
設
七
十
周
年
記
念
全
国
大
会
が
開
催
さ
れ、
こ
の
席
上
で
滝
川
市
民
生

委
員
会
協
議
会
が
優
良
民
生
委
員
協
議
会
と
し
て
表
彰
を
受
け
た。
本
道
で
は

こ
の
他
旭
川
市
が
受
け
て
い
る
だ
け
で
、
滝
川
市
の
長
年
に
わ
た
る
積
極
的
な

六
六六
八
、
六
五
四
五
五、
一二
二
四
一、
〇
四
七
二
四、
九
一
九

六二
七
八、
二〇
八
三
二
、
四
七三
二
八
、
四
四三
二
二
、
一四〇

二
、
〇
八
五

八
一
四
八、
〇
八
八
二
〇
、
七
四〇
一
九、
一〇
八
一二
、
七
一七

八
一
〇
八、
七
七
七

六
五三
五
、
〇
〇
五

一、
二三
二
四、
八
六
一

六
四七
四、
七
二
七

遺
児
年
金

老
齢
基
礎
年
金
障
害
基
礎
年
金
遺
族
基
礎
年
金

三
六
一

三
五
二

二九二
、
四〇
九

1

額
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員
記
念
誌
」
に
詳
細
説
明
さ
れ
て
い
る
の
で
参
照
さ
れ
た
い。

本
節
で
は、
昭
和
五
十
五
年
以
降
の
概
要
と
、
民
生
委
員、
民
生
委
員
推
せ

ん
会
の
氏
名
に
つ
い
て
記
述
し
た
。

民
生
委
員
数
の
増
員

経
済
成
長
に
伴
い、
民
生
安
定
と
福
祉
向
上
の
政
策

が
進
む
に
つ
れ
て
、
民
生
委
員
の
分
担
す
る
業
務
も
多
く
な
っ
た
こ
と
、
更
に

江
部
乙
町
と
の
合
併
に
よ
り
、
民
生
委
員
も
年
増々
え
て
き
た
。

昭
和
四
三
年
ハ
四
六
年
ハ
四
九
年

七
四
人

11
八
〇
人

五
五
年

"
五
八
年

少六
一
年
以
降

九
二
人

民
生
委
員
協
議
会
の
結
成
と
地
区
制
の
改
正

昭
和三
十
四
年
に
旧
滝
川
地
区

で
は、
民
生
委
員
協
議
会
を
結
成
し
、
委
員
の
研
鑽
と
連
絡
の
場
と
し
た
が、

昭
和
四
十
六
年
に
江
部
乙
町
と
の
合
併
に
よ
り
組
織
が
大
き
く
な
り、
全
体
で

は
十
分
な
研
究
が
出
来
にく
く
な
っ
た
た
め、
昭
和
四
十
九
年
に
五
地
区
連
絡

会
を
設
け、
地
区
ご
と
の
学
習
・
連
絡
会
を
も
つ
よ
う
に
し
た。

し
かし
、
地
区
内
の
共
通
点、
児
童
委
員
と
し
て
の
業
務
の
関
連
性
か
ら
、

五
地
区
で
は
不
便
を
生
じ
て
き
た
た
め
に、
昭
和
五
十
五
年、
更
に
組
織
を
検

討、
再
編
成
し
、
六
地
区
に
分
け
て
現
在
に
至
って
い
る
。

A
地
区
連
絡
会
第
一
小
学
校
・
東
小
学
校下
で
の
根
室
本
線
南
側
地
区

右

FED CC

11 11 11 11 11

各
部
会
制
度

地
区
ご
と
の
活
動
と
あ
わ
せ
て、
民
生
委
員
協
議
会
に
四

部
会
を
設
け
て、
市
全
体
の
業
務
推
進
に
あ
た
っ
て
い
る
。
各
部
会
と、
主
な

業
務
は
次
の
と
お
り
。

・生
活
福
祉
部
会

・
婦
人
児
童
福
祉
部
会

•心
身
障
害
福
祉
部
会

・老
人
福
祉
部
会

最
近
の
活
動
状
況
と
問
題
の
傾
向

現
在
の
日
本
社
会
は、
「も
の
満
ち
て
心
貧
し
い
」
と
も
言
わ
れ
る
よ
う

に、
そ
の
ひ
ず
み
が
非
行
の
低
年
齢
化
と
な
って
世
間
を
騒
が
し、
ま
た、
世

界
一
を
誇
る
高
齢
化
社
会
を
迎
え
な
が
ら
、
寝
た
き
り
老
人
・
痴
ほう
老
人
問

題
な
ど
の
対
策
が
遅
れ、
ま
た
心
身
障
害
者
に
対
す
る
福
祉
制
度
も
十
分
と
は

言
え
ず、
今
後
の
大
き
な
政
治
課
題
と
な
って
い
る。

こ
のよ
う
な
現
状
の
中
で、
民
生
委
員
制
度
の
果
た
す
役
割
り
は、
い
っそ

う
そ
の
比
重
を
増
し
て
き
て
い
る
。

滝
川
市
に
お
け
る
民
生
委
員
の
活
動
状
況
と、
当
面
の
傾
向
に
つ
い
て、
滝

川
市
民
生
委
員
協
議
会
が
発
刊
し
た
民
生
委
員
会
記
念
誌
「あ
ゆ
み
」
(昭
和六

十二
年
発
行)か
ら
、
そ
の
概
要
を
抜
萃
し
て
み
る
。
<
原
文
の
ま
ま
>

民
生
委
員
児
童
委
員
は、
ひ
ろく
地
域
住
民
の
日
常
生
活
上
の
相
談
に
応
じ
、
特
に
福
祉

家
庭
の心
配
ご
と
に
適
切
な
助
言
・
援
助
を
行
っ
て、
そ
の
解
決
に
努
めて
い
ま
す。
別
表

は、
常
時
民
生
委
員
宅
で、
又
は
個人
の
家
庭
を
訪
問
し
て
相
談
・
指
導
に
当
っ
た
実
績
で

あ
り
ま
す
。

住
民
の
抱
え
る
問
題
が
生
計
を
は
じ
め
と
し
た、
経
済
的
な
生
活
苦
の
問
題
、
あ
る
い

は、
老
人
福
祉
や
健
康・
医
療
・
母
子
福
祉
と
続
き、
高
齢
化
社
会
の
問
題
に
移
行
し
つ
つ
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保
護
家
庭
の
生
活
指
導
・
生
活
困
難
世
帯
の
調
査

心
豊
か
な
子
供
を
育
て
る
運
動
の
推
進
・
広
報
誌
に
よ
る
子
を
持

つ
親
に
対
し
て
の声
か
け
運
動

心
身
障
害
者
へ
の
在
宅
福
祉
サー
ビ
ス
の
推
進

心
身
障
害
者
自
立
へ
の
協
力
・
援
助

老人
へ
の声
かけ
運
動の
推
進と
友
愛
訪問
の
実
施

在
宅
老
人
福
祉問
題
や
社
会
福
祉
施
設
の
研
修

江
部
乙
一
四
人

滝
川
四
三
人

五
七
人

生

同第二
小
学
校
・
東
栄
小
学
校
下

第
三
小
学
校
下

西
小
学
校
下

江
部
乙
小
学
校
下

北
側
地
区

八
八
人



六
三
六
二

六
一

六〇 五
九
五
八 五
七
五
六

年

度 / 項
目

一三
二
九
三

二
八
四

二
六
四

二二
八

二〇
三

一四
七

一
四
八

家
族
関
係
|
住

一六
九

五
五

一
一四
一四
五

一〇
五

一
一二

一四三
一四
六 居
一健

六
五
三

五
三
二

八
五
八

一、
〇
一八
七
六
九

六一三
七
六
七

四
七
二 康
一仕

一
一九

五
五

一
一
一

一
四
八

九
六

一五
四

一〇
二
七
二

二
七

二
六

二三 一九 一
五
二七 一六

一、
〇三
八

九
五
七

一、
一二
七

一、
五
一一

一、
一三
九

一、
四
七三

一、
二
九
九

一、
二〇
二

二
一
八
111
六
五
五
一 四
六

三
九
五三 四
六

二
四
七

二
八
七

三
四
四

二
九
四

二
四
五

二
三
一

三
六
一

二
一
五

一、
四
八三

二、
二七
二

二、
三
七
六

一、
八
九
一

一、
六
六三

一、
七
五
四

一、
六
七
七

一、
五
一
八

そ
の

他

四
、
〇
六
一

四、
二
九
九

五、
三〇
五

五、
三
四
六

四、
三
二二

四、
五
九
四

四、
四
二
六

三、
八
三
五

計
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社
会
福
祉

あ
る
傾
向
が
う
か
が
え
ま
す。
総
数
で
は
昭
和
五
十
六
年三
、
八
三
五
件が
、
昭
和
六
十
一

年
五
、
三
〇
五
件と
約
四〇
%
の
増
を示
し
、
生
活
の
態
様
を
知
る
こ
と
が
で
き
ま
す
し
、

年
間
平
均
し
て
一
日
一
四
・
五
件
は
決
し
て
少
な
い
数
字
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

福
祉
制
度
の
充
実
や
施
設
の
増
加
が
進
ん
だ
現
状
で、
な
お
悩
み
を
持
つ
も
の
が
増
加
す

る
。
福
祉
の
困
難
な
点
を
痛
感
し
て
い
ま
す
が、
尚
一層
の
活
動
を
強
化
し
て
対
応
し
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

す
。 別
表(2)は、

相
談
・
指
導
を
除
き
民
生
委
員
の
行
動
内
容
を
示
し
た
そ
の
も
の
で
あ
り
ま

(1)
相
談
・指
導

問
題
別
相
談
・
指
導
件
数
(年
度
別
)

1

事
事
故
・
災
害
生

活
費
|
年
金
・
保
険
生
活
・
環
境



年
度

六三 六二 六
一
六〇
五
九
五
八
五
七
五
六

項
目

調

一、
一六〇

一、
〇
七三

二、
一〇
一

二
、
〇三
七

一、
五
九
四

一、
七
七
九

一、
六
四
五

一、
三
五
九

査
証

明
事
務二〇
五

一〇
六

二
四
〇

二
九
五

二二
六

二
二
六

二
〇
三

二二二

(2)
活
動
状
況 一、
三
六
四

一、
二
六
一

二、
一
一〇

二、
一八
〇

一、
八
八
六

二、
一六
三

一、
七
四三

一、
四
四
九

一、
一五
七

一、
七
七
一

一、
六
四〇

一、
二
七
九

九
八
〇

八
六
八

七
四
七

七
五
三

二
一
八

一二三
二
二
八

三
三
一

二
六〇

・
二二一
五

三
四
一

二
五
七 祉

福精神
薄
弱

七

一
七 ‒‒八

二
三
一九
三
三

三
七

三
六

四

祉者

九二
五二
一二
四

一三
〇
七
九

八
〇
八
七

九
一

児
童
福
祉
母
子
福
祉
母
子
保
健

一九
九

一二
五

二
四
七

三
〇
〇
九
四

一
九
七

二
四〇

二
〇
八

一、
二
一
九

一、
一一
一

一、
一七
九

一、
二
四
五

一、
〇三
二

一、
三二
二

一、
一六
三

一、
三二
六

三、
六
二
五

二、
九
五
五

三、
九〇
六

四、
一五
三

三
、
三
四
一

四、
〇
九
四

三、
六
〇
二

三、
六
五
四

七、
一四二

五、
九
八
四

六、
〇
五
一

六、
二
八
九

四、
八
六
三

五、
二六
八

四
、
九
二
一

一、
四
八
七

四、
〇
六
一

四、
二
九
九

五、
三〇
五

五
、
三
四
六

四、
三
一二

四、
五
九
四

四、
四二
六

三、
八三
五

六三 六
二
六
一

六〇 五
九
五
八
五
七
五
六

年

度 / 項
目

生
活
保
護
老
人
福
祉

関
係
制
度
別
相
談
・
指
導
件
数
(年
度
別)

計

第
七
編
厚

生
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援更
護生
資資
金金

二
三
〇

二
一
七

二三
六

二
七〇
二
二
七

三
〇
五

二
五
六

二
九
八

そ
の

他

七
七
九

七
二
九

六
八
六

八二
〇

六
三
〇

七
二
一

九
七〇

七
一
九訪

問
回
数

機
関
と
の
連
絡

施
設
・
団
体
・
公
的

九三
三

七
三
九

一、
一七
二

一、
一〇三
八
九三

一、
一四
〇

九
八
六

一、
○
一四

参
加

諸
会
合
・
行
事
へ
の

五 三

一
一
一七
二
三

八 六 三一

活
動

日
数

八

福身

オ
体
障
害
者
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B 地 区 A 地 区 地担
区当

朝日町 ーの坂町 東 町 緑 町 大 町 本 町
年
度

二
葉
久
子

泉
野
栄
作

篠
島
き
よ
江

芳
村

き
み

矢
島

亀
電

小
山
内
富
蔵

林 中
井

キ
ヨ

大
原
冨
士
一

木
村
舛
治

遠
藤 武
田

武
田

セ
イ
ー

～
四
八
年

昭
和
四
六
年

三
浦

静
江

小
林
チ
ョ
ノ

中
山
莞
爾

菅
原
武
男

高
橋
秀
治

岡
本
行
男
-

高
島

ト
メ
ー

今
井

草
浦

相
田
花
枝 動

大
山
春
雄

藤
井
さ
か
え

塚
本
英
治

～
五
四
年

昭
和
五
二
年

高
野

トシ

荒
井
八
重
子

法
島

三
井
晴
幸

田
村

一雄 男
ー

田
中

白
田

斉
藤
治
一

若
園
美
智
子

日
野

博

～
六
〇
年

昭
和
五
八
年

(元
・
四
～
)

山
崎
定
子

-C -C -〇 0-

O

西
村

戈
吉

) C
浦
上

吉
田

堀
束

元
年
十
二
月
～

十四
柳
キ
ミ
子

元
年
十
二
月
～

-C

佐
々
木
忠
則

元
年
十
二
月
～

～
現
在

平
成元
年

C 地 区 B 地 区

川

東
の 北滝の川 黄金町・二の坂町 南滝の川 幸 町 朝日町

本
野

正
一

酒
井

辻
奥

ト
ク
ー

梅
木
義
雄

斉
藤

里
次

籏
野

正
美

小
枝
春
雄
畑
山
治
男
-

高
島

教
仁

野
上

次
夫
|

加
藤
君
代

綿
谷

シズ

今
井

キ
ヨ 順

寺
口
一夫

佐
木々
清
子

兼
田

和
子

大
橋
カ
ツ
エ
ー

源
吾

高
嶋
博
江
ー

吉
田
秀
則

峯
田
美
枝
-

山
田
達
利

佐
竹
静
子

飯
沼

笑
子

古
賀
米
光

武子

洞
内
時
晴

國
分
國
雄

-○- C ○

○

江
島
立
三 子

煕
森(六
三
・十二
～)

(元
・四
～
)

斉
藤
政
子
-

保
田
シ
ゲ
ー

木戸 宮
浦

前
池

仁

白
水
信
義
-

C

C

勲

学

河
村
好
子

元
年
十
二
月
～

浅
井
繁
夫

元
年
十
二
月
～

)C -〇 -○

O ( つ

O O O ○

～
六
三
年

昭
和
六
一
年

大
島

守
元
年
十
二
月
～ 敦

美勝悟 !

-上
野
桂
子

六
二
年
十
月
～

六
二
年
三
月
～卓

一
〇 0

楠
田

勇
吉

河
村
久
男

村
山

深
田

ト
ヨ
ー

～
五
七
年

昭
和
五
五
年

忠
幸

一大
飼
節
子 實

‒
‒ ‒
‒

家
村

福
田

清
召
-

高
田

徹
-

優

森

円
福
田

和
義 薫

坂
下

今
野

林

歴
代
民
生
委
員
(児
童
委
員
)‒‒

昭
和
四
十
六
年
以
降
・
地
区
別
一‒

森林

遠 武 武

三
雄 末
治

宮
井 ～
五
一年

昭
和
四
九
年

キ
ウ

芳
子

保
田

ス
ギ
ー

實

ミ
ツ順

-
O
-

一
○

C

287



E 地 区 D 地 区 C地区

西 町 有明町 新 町 空知町
中島町 花月町 明神町 栄 町 東滝の川

逸
見

文
二
-

坂
本

マ
ス

鴨
田
京
子

目
黒

樋
郡

佐
藤
源
吾

稲
田
晴
太
郎

大
西
正
友

杉
浦
京
子

時
枝

柴
田

ヤス

杉
村
哲
子

岡
崎
田
鶴
子

舟
津
幸
作

粟
津
富
蔵

第
七
編
厚藤
島
ミ
ツ
ヨ
ー

西
村
洋
子

前
野
美
重
子

四
八
・四
・一
～

高
橋
留
五
郎

石
川

澄
子

森
谷

き
く

藤
本
イト

細
川
二
郎

横
井
善
吉

山
西
正
雄-

工
藤

アエ 生

馬
場
昭
三

千
田
栄
子

高
畑

イ
ク
ー

谷
口

正

佐
藤

ツ
ルー

峯
村
洋
子

金
子
陽
子
ー

間
宮
京
子

-
O

二
村
正
夫
-

森
田

清

松
本
憲
次-

奈
良
美
智
子

○ ○ -
O

()

-O-

○

山
出

元
年
十
二
月
ー

月圭

町
井

恵
子

元
年
十
二
月
～

O

伊
藤
昇
二
郎

元
年
十
二
月
～

) ○

十三
浦

住
子

元
年
十
二
月
～

伊
藤
美
智
子

元
年
十
二
月
～

F 地 区 E 地 区

江 部 乙 泉 町 扇 町 西町西
野
良
吉

船
山

一夫

岡
部
義
男

川
島
喜
三郎

高
桑
よ
し
子

川
島
勇
喜
夫

寺
島
周
一
郎

池
下
静
江

木
本桔
梗
な
お
ー

石
黒

光
成

伊
藤
佐
智
子

藤
村
カ
ツ
コ

工
藤
徳
雄

林 安
達

藤
原

藤
井

文
|-

三
谷

康
吉

岩
上
幸
次
郎

山
本

文
子

藤
岡

ユ
リ

中
野
省
三

前
森
幸
子

小
野

工
藤

玉
置
重
司

嘉
見
照
子

渡辺 大
沢
吉
雄

湯
野

玉
沢

修

昌
子

和
子

星
野
清
一-

南
里
金
重

徳
永
康
典

吉
岡
京
子

柳
沢
美
一

○

達
雄
一

元
義
-綾
田
政
義

元
年
十
二
月
～

富
田
貴
美
子

元
年
十
二
月
～

井
上

孝
子

元
年
十
二
月
～

O

鈴
木

直
子

元
年
十
二
月
～

今
村
美
弥
子

○ C C

西
谷
由
美
子

石
井

元
年
十
二
月
～

長
谷川
セツ
子

元
年
十
二
月
～洵

一星

勝 隆
蔵

道
川

正
雄

高
田
正
春

蜂
矢

勇
|

貞
雄

勝
郎

常
男

里
見

ミエ
六二
年
三
月

-O○

‒‒
〇 ○ -O-

○ )

栄
沼
田

ト
ミ
ー

岸 今
本
政夫 ト
ク
ー

佐
原々
カヲ
ル
ー

佐
藤

ミ
ツ
ー

へ
資
料
民
生
委
員
記
念
誌
「あ
ゆ
み
」
(昭
和
六
十
二
年)
他
市
福
祉
事
務
所
よ
り
>

中
道
真
一

森林 六二
年

北
野
ヨ
シ
ノ
ー

林

)

教
子

英
夫

林
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第
二
章
社
会
福
祉

五二
・
六・三

〇
六
二
・
一〇
・
一三

五
五
・
八
・
三
一

五
四
・
四
・
三〇

五
八
・
八・
三
一

五
七
・
三
・
三
一

六〇
・
二・
二
八

六
一
・
一一
・
三
〇

五
二
・
六・
三〇

上元 横井
善
吉

嶋田
定
雄
同

籔内
英
之

堀
束

悟
同

神
部
富
美
子
同

山
本
綾子

福
田
清
昭
同

香
西

弘
同

岡
田
外
之

西
岡
晃
一
同

千
葉
武
幸
同

保
西
野
良
吉
同

田
端
真
佳

五
七
・
一〇
・二
一～

五
五
・
九
・
一～
右
～

五
五
・
九
・
一～

五
三
・
四
・
一～ ～

右～
五
二
・
九
・

一～右～ 右～
現

右
～
現

右
～
現

六
二
・
一〇
・
一四
～
現

六
二
・
三
・
一
一～
現

六
一
・
九
・

一～
右
～

右
～

右
～
現

右
～
現

右～ 一～
現

右～ 右～

在
六
一
・

三
・
三
一

六
〇
・
四
・
三
〇 在

六
〇
・
八
・
三
一

六〇
・
二
・二
八

六
一
・
一一
・
三
〇

六〇
・
四・
三
〇

五
五
・
八
・
三
一

五
五
・
三・
三
一

五
八
・
八
・三
一

五
五
・

三
・

一在 在 在 在 在 在

六
二
・
五
・
一一

六
二
・

五
・
一
一

六
二
・
一〇
・
一三

在 在 在 在 在

金
山
二男

同
香
西

キ
ク
同

孝

貞
秋
平
成
元・

二・
二
四～
現

吉村 井上
昭
同

渡
辺
恭
久
同

本
間

茂
同

坂下
薫
同

樋
部
英
夫
同

橋
向
国
臣
英
男 康
照
義
郎
同

一年
十
一
月
十
五
日
民
生
委
員
推
せ
ん
会
が
設
置
さ
れ
た
。

民
生
委
員
推
せ
ん
会

民
生
委
員
の
適
格
者
を
求
め
る
た
め
に、
昭
和
二
十

大
西
山
本
山
本

推
せ
ん
委
員
会
で
選
考
さ
れ
た
候
補
者
は
市
長
経
由
で
道
知
事
に
報
告
さ

れ、
道
に
お
い
て
も
選
考
確
認
の
う
え
厚
生
省
に
送
ら
れ
て
民
生
委
員
が
委
嘱

さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る。
昭
和
四
十
六
年
の
合
併
以
降
の
推
せ
ん
会
委
員

氏
名
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

白
水

岡
本

矢
島
後呂

司

中
村
正
男
同

亀
靍
義
久
同

寺
島
周
一
郎
同

義
雄
同

五
一・

四・

四
九
・

九
・

四
七
・
四
・

右
～
右
～ 右～

右
～ 一～ 右～

右
～
右～
右～ 右～

五
五・
四
九・

八
・
三
一

五
〇
・
五
・
一
二

四
九
・
八
・
三
一 右

六
・
三
〇

右～
五〇
・
四
・三
〇

右
～
現

在

務
昭
和
四
六
・
七
・

一～
昭
和
四
九
・
八
・
三
一

右い 右～
五
五
・
八
・
三
一

五〇
・
五
・
一二

綱
淵
正
幸
同

高
見
光
義
同

猪
口
英
之
助
同

大
草
一
二三

手
嶋
二
枝
同

業
天
孝
一

水
谷
五
一・
同

斉
藤
里
次
同
四
九
・
九
・
一～

西
村
ケ
イ子

真
田
整
一

中
島
広
保
同

田
村

一雄
同

早弓
房
松
同

堀
田
武
司
同

米
田

実
同

一
木
善
二
同

右～ 右～
同

右～
五二
・

六二
・
一〇
・
三
一

六
〇
・
三・

五
八
・
九
・

一～
現

右～
荒
島

峰
村

六
三
・
一二
・三〇

右
～
現

右
～
現
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六
一
・
九
・

一～
現

右
～

一一
五
一・

三・
一〇

四
七
・
三
・三
一

八
・三
一



第
七
編
厚

生生

第
三
節
社
会
福
祉
活
動
・
組
織

1
戦
災
者
・
引
揚
者
援
護
(市
史
上
巻
七
九
四
ペ
ー
ジ
参
照)

2
滝
川
市
遺
族
会

終
戦
の
翌
年、
昭
和
二
十
一
年
六
月
五
日
全
国
に
さ
き
が
け
て
北
海
道
連
合

遺
族
会
が
結
成
さ
れ、
滝
川
町
で
も
同
年
八
月二
十
日
滝
川
町
遺
族
会
が
設
立

さ
れ
た
が、
軍
人
遺
族
に
対
す
る
連
合
軍
の
態
度
が
き
び
し
く
、
処
遇
向
上
運

動
も
思
う
よ
う
に
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

昭
和二
十
七
年
四
月
二
十
八
日
講
和
条
約
が
締
結
さ
れ
た
の
を
契
機
に、
全

国
の
軍
人
遺
族
は
遺
族
会
を
結
成
し
、
恩
給
法
や
戦
没
者
遺
族
扶
助
料
の
増
加

の
要
求
な
ど
各
種
の
運
動
を
展
開
し、
遺
族
に
対
す
る
処
遇
の
改
善
が
は
か
ら

れ
る
よう
に
な
った
。

滝
川
町、
江
部
乙
町
で
も
同
年
に
そ
れ
ぞ
れ
遺
族
会
を
再
編
設
立、
結
成
し

た
。
そ
の
内
容
は、
会
員
の
親
睦
と
福
祉、
及
び
相
互
扶
助
と
自
力
更
生
に
当

た
る
こ
と
を
目
的
と
し
、
事
業
と
し
て
は
遺
族
家
庭
の
慰
問、
疾
病
災
害
の
見

舞
、
靖
国
・
護
国
神
社
参
拝
に
対
す
る
助
成、
上
部
団
体
と
連
携
し
遺
族
扶
助

の
改
善
並
び
に
未
帰
還
遺
骨
の
早
期
送
還
運
動
を
は
か
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ

た
。
ま
た、
会
員
は
戦
傷
病
死
者
及
び
こ
れ
に
準
ず
る
者
の
遺
家
族
で
任
意
加

入
と
し
た
。

昭
和
四
十
六
年、
旧
滝
川
市
と
江
部
乙
町
の
合
併
に
よ
り
翌
四
十
七
年
五
月

両
遺
族
会
も
合
併
し、
新
し
い
滝
川
市
遺
族
会
が
誕
生
し
た
。

会
の
事
業
と
し
て
は
靖
国
神
社、
北
海
道
護
国
神
社の
大
祭
参
列、
戦
没
者

追
悼
式
及
び
遺
族
慰
安
会
の
実
施、
道
や
空
知
連
合
会
と
提
携
し
て
遺
族
処
遇

の
改
善
向
上
を
は
か
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

発
足
当
時
の
会
員
数
は
三
〇
九
名
で
あ
った
が、
平
成
元
年
四
月
一
日
現
在

の会
員
数
は
二
八
一
名
と
、
年
減々
少
し
て
い
る
。

事
務
所
は
滝
川
市
総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー
内
に
置
か
れ
て
い
る
。

合
併
以
降
の
歴
代
会
長
名四
六
・
～
五
五
・
二
(死
去
)

五
三
・
七
～
五
五
・
四
副
会
長
と
し
て
会
長
代
行

会
長

合
併
以
降
の
主
な
事
業
五
五
・
四
～
現
在

昭
和
五
四
年
六
月
江
部乙
地
区
会
で
は、
大
正二
年
に
建
立
さ
れ
た
招
魂
碑
に、
日
露
戦

役
以
降
の
江
部乙
地
区
戦
没
者
の
氏
名
を
銅
板
に
刻
み
こみ
、
付
設
し

た
。

に
代
表
参
加

六月
沖
縄
墓
参
団
に
代
表
参
加

昭
和
六
〇
年
五
月
滝
川
市
終
戦
四
十
周
年
記
念
事
業
の
一
環
と
し
て
の
サ
ハ
リ
ン
墓
参
団

同平
成
元
年
七
月
滝
川
地
区
会
で
は、
昭
和三
十
年
に
建
立
し
た
顕
彰
塔
の
土
台
が
い
た

ん
だ
た
め
全
面
修
復
し
た
。

3
戦
没
者
遺
族
援
護
・
恩
給
法
請
求
事
務
(略)

4
募
金
活
動

日
本
赤
十
字
社
の
活
動

一八
五
九
年(安政六

年)、
北
部
イ
タ
リ
ア
の
ソ
ル

フ
ェリ
ー
ノ
の
戦
場
で
、
スイ
ス
の
青
年
ア
ン
リ
ー
・
デ
ュ
ナ
ン
の
胸
中
に
灯

っ
た
人
類
愛
の
赤
十
字
思
想
は、
民
族
・
信
条
の
す
べ
て
を
超
え
て、
世
界
中
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の
あ
ら
ゆ
る
人
び
と
の
共
鳴
と
支
持
を
う
け
、
今
日
の
赤
十
字
と
い
う
国
際
的

な
救
護
組
織
へ
と
発
展
し
て
き
た。

日
本
で
は
明
治
十
年(一八

七七)に
結
社、
同
十
三
年
(一
八
八〇)に

北
海
道
支

部
が
設
置
さ
れ
て
以
来、
全
道
に
赤
十
字
地
区
が
組
織
化
さ
れ
た
。

滝
川
市
に
お
いて
も
赤
十
字
地
区
長
に
は
市
長
を
あ
て
、
赤
十
字
事
業
が
推

進
さ
れ
て
い
る
が、
昭
和
六
十
三
年
度
の
実
績
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

昭
和
六
十
三
年
度
滝
川
地
区
の
実
績

〇
〇
〇

目
標
額

資
三、
五
七
六、
(

)円
四
、
〇三
一
、
六〇
八
円
一
一三
ン

九
、
三
五三
、
六〇
〇
〃
二三
四%

一
五
〇
、

大
会
社
資
四、
〇
〇
〇
、

社

七
、
七
二
六
、
〇
〇
〇
〃

献
血
人
員

三、
五
二
七人

達
成
率
九
二
%

七〇
五
リ
ッ
ト
ル九
件

一
五
個

五
一
枚

実
績
額

達
成
率

3
災
害
救
助

献
血
事
業

2
合 指
定
事
業
社
資計

献
血
量

災
害
に
よ
る
被
害
件
数

毛
布
給
付
枚
数

日
用
品
セ
ッ
ト
給
付
個
数

昭
和
三
十
七
年
一
月
一
日、
滝
川
市
母
子
会
な
ど

が
中
心
に
な
り
一
〇
〇
人
ほど
で
結
団
し、
水
害
、
火
災
な
ど
の
災
害
時
に
お

け
る
ボ
ラ
ン
テ
ィア
活
動
を
は
じ
め
た
が
、
二
年
ほ
ど
で
自
然
消
滅
と
な
っ
て

し
ま
っ
た
。
昭
和
五
十
七
年
四
月
一
日、
再
度
結
団
し
、
災
害
時
の
奉
仕
活
動

に
あ
わ
せ
て
老
人
福
祉
施
設
で
の
介
助
奉
仕
活
動
を
行
っ
て
き
て
い
る
が、
会

員
が
減
り
六
十
三
年
度
は
四
七
人
と
な
り
活
動
も
制
約
さ
れ
て
き
た。

奉
仕
団
員
の
信
条

一
三〇

・○ 0
0
年
度
募
金実
績千円

0
0

達
成
率
年
度
募
金
実
績
|
達
成
率

昭
和
五
十
五
年
度
以
降
昭
和
六
十
三
年
度
ま
で

滝
川
市
の
赤
十
字
募
金
状
況
(社
員
拠
金
・
賛
助
・
寄
附
金)

線
赤
十
字
奉
仕
団

特
別
奉
仕
団
滝
川
市
無

キ
ー
プ
ト
ロ
ー
ル
奉
仕
団

特
別
奉
仕
団
同
地
区
ス

滝
川
市
赤
十
字
奉
仕
団 称

少
五
二
・
九
・
一九

ハ
四
三
・
一
一

昭
和三
七・

一

芳
賀
征
克

石
黒

吉
岡
ハ
ツ
ェ

男
女

11|

二
二
一

一
四
五
一
四
五

計 数

赤
十
字
奉
仕
団
・
特
別
奉
仕
団
の
組
織
状
況
(平
成
元
年
五
月
末
現
在
)

吉
岡
ハ
ツ
エ

前
野
美
重
子

相
沢
喜
代

平
元
・四
・一～

五七
・
四・
一～
六〇
・
三・
三
一

六〇
・
四
・
一～
平
元
三
・
三
一

三
七
・
一・
一～
三
九

記
真
田
和子

副
委
員
長
神
部
富
美
子
三
浦
敏
子

歴
代
委
員
長
小
田
中
キ
ヌ

会
計
前
野
美
重
子

委
員
長
吉
岡
ハ
ツ
エ

書

発
足
年
月
日

団
長
名直

三
七 一九

千
円

六
〇
三
、
七
六
一
一
一六・
六
六
三
一
四、
〇
三
五
一
八
二
・〇

四、〇
八二
一〇
九・〇

四、
三
二
六
一二
四・
一

年
度

五
七
三
、
六
一
〇

五
六
四、
八
六
七|一

七
六
・
C

五
五
三
、
三
八
三

募
金実
績千円
一
三
一
・
一五
八
五、
三
九
六

達
成
率

五
九
三、
六
八三
一一八・二

六
三

一
八
〇
・三
六
一

会
員

三
九

第
二
章
社
会
福
祉

平
成
元
年
に
な
り、
九
月
六
日
に
は
滝
川
市
が
日
赤
北
海
道
大
会
の
開
催
地

と
な
る
こ
と
も
あ
り
、
そ
の
活
動
を
強
化
す
る
こ
と
も
含
め
て
団
員
を
増
や
す

べ
く
市
内
各
婦
人
団
体
に
呼
び
か
け
た
と
こ
ろ、
九
七
人
の
団
員
と
な
り
、
活

発
な
活
動
を
展
開
し
て
い
る
。

OC

C
""

一
五〇、
〇
〇〇
〃
一〇
〇
%

1
社
員
増
強
運
動

名一
般
奉
仕
団

目
標
人
員

三
、
八
三
四
人
一三
、
五
三
五、
二
〇
八
〃
一七
五%

滝
川
市
赤
十
字
奉
仕
団
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生

す
。

1
滝
川
市
赤
十
字
奉
仕
団

・緑
寿
園
奉
仕
活
動
(特
養
ホ
ー
ム
・
痴
呆
専
用
棟
六
月
・
八
月)

・赤
十
字
北
海
道
大
会
が
九
月
六
日
に
滝
川
市
文
化
セ
ン
タ
ー
で
開
催
さ
れ
る
の
で
、
こ

・
歳
末
助
け
合
い
募
金
協
力
奉
仕
(十
二
月
)

れ
に
向
け
て
の
準
備、
当
日
の大
会
奉
仕
活
動
な
ど

・
市
営
空
知
太
ス
キ
ー
場
清
掃
奉
仕
(二
回
)

・特
別
安
全
対
策
奉
仕
(十
二
月
～
一
月)

・
各
種
ス
キ
ー
大
会
特
別
奉
仕

3
滝
川
市
無
線
赤
十
字
奉
仕
団

・
パ
レー
ド
奉
仕
(社
会
を
明
る
く
す
る
運
動
・
七
月、
滝
川
し
ぶ
き
祭
り
・
八
月
)
滝

川
市
民
冬
ま
つ
り
(二
月
)

歳末
助
け
合
い
募
金協
力
奉
仕
(十二
月)

・日
赤
北
海
道
大
会
(九
月)、国

体
軟
式
野
球
(九
月)
へ
の
奉
仕

・
独
居
老
人
世
帯
除
雪
奉
仕
(二
月)

赤
十
字
北
海
道
大
会

平
成
元
年
九
月
六
日、
第
十
九
回
赤
十
字
北
海
道
大

会
が
日
本
赤
十
字
社
名
誉
副
総
裁
常
陸
宮
妃
殿
下
ご
臨
席
の
も
と
に
滝
川
市
文

化
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
開
催
さ
れ
た
。

当
日
は、
今
井
道
雄
日
本
赤
十
字
社
北
海
道
支
部
長
ほ
か
赤
十
字
関
係
者
は

じ
め、
山
中
道
副
知
事、
吉
岡
滝
川
市
長
な
ど
全
道
か
ら
約
一、

一〇
〇
名
が

参
加し
た
。

式
典
に
先
立
っ
て
赤
十
字
関
係
物
故
者
慰
霊
祭
が
厳
粛
の
中
に
と
り
行
わ

れ、
引
続
き
妃
殿
下
を
お
迎
え
し
て
式
典
が
開
始
さ
れ
た
。
今
井
支
部
長
の

「赤
十
字
の
旗
の
も
と
、
新
し
い
時
代
に
即
し
た
活
動
を
た
ゆ
ま
ず
推
進
し
ま

す
」
旨
の
式
辞
の
あ
と
、
常
陸
宮
妃
殿
下
か
ら
赤
十
字
へ
の
寄
付
な
ど
功
労
の

大
き
い二
三
二
の
個
人
・
法
人
に
対
し
て
有
功
賞
の
御
授
与
が
あ
り
、
社
長、

支
部
長
から
の
表
彰
も
行
わ
れ
た。

つ
い
で、
名
誉
副
総
裁
常
陸
宮
妃
殿
下
の
お
こ
と
ば、
支
部
長
奉
答、
社
長

挨
拶、
道
知
事
祝
辞、
滝
川
市
長
歓
迎
挨
拶と
式
が
進
め
ら
れ、
続
い
て
体
験

報
告
が
発
表
さ
れ
た。
青
少
年
赤
十
字
活
動
で
は
札
幌
市
代
表
(高
田美
紀)、

赤
十
字
奉
仕
団
体
験
発
表
(滝川
市
赤十
字
奉仕
団
副委
員長
神
部富
美子)、

国
際
救
援

活
動
報
告
‒‒ネ
パ
ー
ル
飲
料
水
供
給
保
健
衛
生
指
導
‒‒(北

見
日
赤
病
院
看
護
婦
桜

庭
真
智子)の

三
名
が、
そ
れ
ぞ
れ
の
体
験
を
力
強
く
報
告
し、
赤
十
字
の
歌
(あ

こが
れ
の
赤十字)を

合
唱
し
て
式
典
は
終了
し
た。

な
お、
妃
殿
下
は
六
日
午
前
中
に
美
術
自
然
史
館
と
緑
寿
園
を
ご
視
察、
特

に
緑
寿
園
で
は
入
園
者
に
温
い
励
ま
し
の
お
言
葉
を
か
け
ら
れ、
園
内
に
ブ
ー

ゲ
ン
ス
・
ト
ー
ヒ
ー
を
記
念
植
樹、
更
に
赤
十
字
北
海
道
大
会
終
了
後
文
化
セ

ン
タ
ー
前
庭
に
も
オ
ン
コ
の
記
念
植
樹
を
さ
れ
る
な
ど
、
滝
川
市
に
数
の々
温

い
足
跡
を
し
る
さ
れ
た
。
ま
た
、
き
び
し
い日
程
を
割
か
れ
て
、
雨
あ
が
り
の

空
知
川
河
畔
に、
市
民
の
丹
精
こ
め
た
「コ
ス
モ
ス
園
」
を
ご
視
察
に
な
り
、

花
を
愛
す
る
や
さ
し
い
お
人
柄
を
し
の
ば
せ
る
場
面
も
赤
十
字
大
会
に
ふ
さ
わ

し
いも
の
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
妃
殿
下
は
翌
七
日
、
旭
川
空
港
か
ら
帰
京

さ
れ
た
。

も
と
も
と
、
こ
の
大
会
は
当
番
の
某
都
市
の
都
合
が
悪
く
な
っ
た
の
を
機
に

吉
岡
市
長
が
開
基
一〇
〇
年
事
業
の
一
環
と
し
て
招
請
し
認
め
ら
れ
た
も
の
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1
す
べ
て
の
人
々
のし
あ
わ
せ
を
ね
が
い、
蔭
の
力
と
な
って、

人
に々
奉
仕
す
る
。

2
常
に
く
ふ
う
し
て、
人
の々
た
め
に、
よ
り
よ
い
奉
仕
が
で
き
る
よ
う
努
め
る
。

身
近
な
奉
仕
を
ひ
ろ
げ、
すべ
ての
人
と々
手
を
つな
いで、

世
界
の
平
和
に
つ
く

3奉
仕
団
・
特
別
奉
仕
団
の
活
動
状
況
(平
成
元
年
度
の
事
業
概
要)

・赤
い
羽
根
街
頭
募
金
協
力
奉
仕
(十
月
)

2
滝
川
地
区
ス
キー
パ
ト
ロ
ー
ル
赤
十
字
奉
仕
団
点
検
整
備
奉
仕
(十
二
月
)

通
常
パ
ト
ロ
ー
ル
(冬
季
間
)



で、
準
備
期
間
も
少
な
か
った
が、
日
赤
関
係
者
の
配
慮
と、
地
元
で
は
滝
川

市
赤
十
字
奉
仕
団
を
はじ
め
関
係
諸
団
体
の
努
力、
そ
し
て
市
福
祉
事
務
所
を

中
心
に
市
全
体
が
一
致
協
力
の
中
で
運
動
を
展
開
し
た
結
果、
見
事
に
開
花
し

成
功
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
大
会
の
慰
霊
祭
や
式
典
の
中
で、
滝
川
市
婦
人
会

合
唱
部
と
、
私
的
コ
ー
ラ
ス
グ
ルー
プ
の
「
コ
ー
ルミ
テ
ィ
」
の
合
唱
は
、
格

調
が
高
く
洗
練さ
れ
た
も
の
で
参
加
者
を
魅
了
、
絶
賛
を
浴
び
た。
ま
た
、
芸

能
披
露
に
お
け
る
屯
田
太
鼓
や
詩
吟、
剣
舞
な
ど
の
余
興
も
文
化
の
か
お
り
高

い
滝
川
の
一
面
を
披
露
し
た
と
言
え
る
。
な
お、
大
会
終了
後、
り
っ
ぱ
な
記

念
写
真
集が
発
行
さ
れ
たこ
と
も
付
記
し
て
お
く
。

共
同
募
金

共
同
募
金
は
民
間
に
よ
っ
て
営
ま
れ
る
社
会
福
祉
事
業
に

必
要
な
資
金
を
集
め
る
運
動
で、
募
金
を
一
元
化
し
て
そ
の
配
分
が
行
わ
れ
て

い
る
。
募
金
の
配
分
に
つ
い
て
は
半
分
強
が
母
子
援
護
・
児
童
施
設
・
障
害
者

援
護
・
老
人
援
護
・
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
・
民
生
事
業
援
助
な
ど
直
接
地元
福

祉
援
護
費
用
や
活
動
に
回
さ
れ、
約
半
分
は
道
地
域
配
分
と
な
る
が
間
接
的
に

募
金
実
績
(歳
末
た
す
け
あ
い
募
金
を
除
く
)
昭
和
五
十
五
年
以
降
分

五
九

五
八

五
七

五
六

五
五

年
度

目

六、
一一〇

、

六、
三
五
八
、

六、
〇
一三
、
C

五、
六
九
五、
○○

五、
一九〇
、

C
○
○

0 0 ○
円

実

六、
七
一
七、
六
四
二

五、
五
八
六、
〇
一〇

六、
一〇
九、
一六三

四、
七三
〇
、
七
七
九

五、
一九
六、
〇
二
八

績

円

六
三
六
二

六
一

六〇

年
度

目

六、
六〇
四、
〇
〇
〇

六、
五
六
七、
C
O 標

円

実

七、
四
四
五、
八
七〇

七、〇
二
六、
五三
三

六、
五
六
〇
、
七
四
九

七、
一八
〇
、
三
九三

績

円

五
〃
水
谷

五
一
同
四
九
年

四
〃
中
村
武
男
同
四
六
年

九
〃
岡
田
外
之
同
五
九
年

三
〃
武
田

セ
イ
同
三
七
年

八
〃
田
端
真
佳
同
五七年

七
〃
水谷

五
一
同
五三
年

六
代
業
天
孝
一
昭
和
五
一年

就
任

滝
川
市
の
場
合、
募
金
活
動
開
始
以
来
毎
年
度
高
い
実
績
を
あ
げ、
昭
和
四

十
四
年
に
は
中
央
共
同
募
金
会
長
表
彰
を
受
け
て
お
り
、
そ
の
後
も
引
続
き
目

標
を
上
回
る
運
動
を
展
開
し
て
い
る
。

歴
代
北
海
道
共
同
募
金
会
滝
川
市
支
会
長
(任
期
二
年
)

就
任

二 初
代
橋
本
徳
四
郎
昭
和二
二
年

関
藤
静
雲
同
二六
年

六、
四二
八、

六、
三
六
〇
、

)
○ 一
〇
〃
武
内
敏
彦
同
六
三
年
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二
章
社
会
福
祉

標

は
社
会
福
祉
事
業
に
還
元
さ
れ
て
く
る
。

共
同
募
金
の
歴
史
に
つ
い
て
は
市
史
上
巻
八
〇
一
ペ
ー
ジ
の
共
同
募
金
の
項

に
掲
載
さ
れ
て
い
る
の
で
省
略
す
る
が、
法
制
化
に
よ
る
募
金
活
動
は
昭
和
二

十
六
年
から
で
あ
る
。



生

5
滝
川
市
社
会
福
祉
協
議
会

昭
和
四
十
六
年
滝
川
市
と
江
部乙
町
が
合
併
し
た
以
前
の
そ
れ
ぞ
れ
の
福
祉

協
議
会
の
経
過
と
、
両
福
祉
協
議
会
合
併
の
経
緯、
更
に
五
十
四
年
度
ま
で
の

事
業
な
ど
に
つ
い
て
は、
市
史
上
巻
第
七
編
第
三
章
社
会
福
祉
の
項
に
掲
載
さ

れ
て
いる
の
で
省
略
す
る
。 。

社
会
福
祉
法
人
滝
川
市
社
会
福
祉
協
議
会

昭
和
四
十
六
年
十
月
四
日、
滝
川
市
福
祉
協
議
会
と
江
部
乙
社
会
福
祉
協
議

会
が
合
併し
て
、
新
し
い
組
織
と
し
て
の
滝
川
福
祉
協
議
会
が
発
足
し
て
活
動

を
始
め
た
が、
福
祉
事
業
の
複
雑
化
に
伴
い
よ
り
強
力
な
執
行
体
制
を
望
む
気

運
が
高
ま
っ
て
き
た
。

こ
の
た
め、
昭
和
五
十
年
社
会
福
祉
法
人
組
織
と
す
る
た
め
に
申
請、
認
可

と
な
り、
昭
和
五
十
一
年
六
月
一
日
に
社
会
福
祉
法
人
滝
川
市
社
会
福
祉
協
議
会

が
新
発
足
し
た
。
事
務
所
は
総
合
福
祉
セン
タ
ー
(明
神町
一
丁
目
五)内

に
置
い

て
い
る
。

具
体
的
な
事
業
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

2 -
心
配
ご
と
相
談

日
常
生
活
の
諸
問
題
で
の
心
配
ご
と
相
談

高
齢
者
等
就
職
相
談
高
齢
者、
身
障
者、
母
子
家
庭
の
就
職
相
談

低
所
得
者
へ
の
生
業、
医
療、
住
宅、
修
学
資
金

低
所
得
者
世
帯
に
貸
出
し
す
る
資
金

緊
急
の
生
活
維
持
の
た
め
の
貸
出
し
資
金

5
災
害
時
弔
慰
金
贈
呈
会
員
(世
帯
主)
が
不
慮
の
災
害
不
幸
を
被
っ
た
時

昭
和
五
十
五
年
度
以
降
の
重
点
事
業
経
過

五
五
年
1
地
域
福
祉
活
動
の
強
化
(事
務
費
の
助
成)

2
総
合
福
祉
セ
ン
ター
増
築
に
よ
る
事
務
局
体
制
の
強
化

五
六
年
1
住
民
組
織
と
の
連
携
に
よ
る
経
営
の
充
実

2
道
社
協
と
の
共
催
で
「
障
害
者
雇
用
促
進
事
業
」
懇
談
会
の
開
催

3
総
合
福
祉
セン
ター
に
「喫
茶
コ
ー
ナ
ー
」
開
設

1
地
域
団
体
と
の
協
調
を
は
か
る
た
め
「マ
イ
ク
ロ
バ
ス
の
運
用
事
業
」
を
開

五
七
年

始
2
福
祉
事
業、
援
護
事
業
の
活
発
化
を
図
る
。

3
道
共
同
募
金
会
の
モ
デ
ル
地
区
と
し
て
指
定
を
受
け、
募
金
活
動
の
効
果
的

方
法
を
実
施
し
成
果
を
あ
げ
る
。

五八
年
1
町
内
会
組
織
の
強
化
に
よ
る
地
域
福
祉
活
動
の
活
発
化

2
ボ
ラ
ン
テ
ィア
事
業
の
推
進
(町
内
会
共
済
制
度
に
よ
る
事
故
の
補
償)

3
心
配
ご
と
相
談
業
務
の
窓
口
集
約
化
を
は
か
る
。

1
特
別
会
員
増
に
よ
る
経
営
の
安
定
を
は
か
る
。

2
昭
和
六
〇
年
度
を
初
年
度
と
す
る
五
ヶ
年
間
の
「地
域
福
祉
実
践
計
画
」
の

五
九
年

策
定

3
学
童
・
生
徒
・
婦
人
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
ク
ラ
ブ
を
中
心
と
す
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

活
動
の
推
進

六
〇
年
1
社
協
体
制
の
確
立

2
在
宅
福
祉
サー
ビ
ス
事
業
の
推
進

3
ふ
れ
あ
い
広
場
事
業
の
実
施

1
滝
川
市
コミ
ュニテ

ィ
推
進
協
議
会
や関
係
諸団
体
等と
の
連
携、
協
調を

六一
年

強
化
す
る
。

2
在
宅
福
祉
サー
ビ
ス
の
推
進
を
は
か
る
。

3
中
空
知
ふ
れ
あ
い
の
集
い
を
開
催

1
財
政
基
盤
の
強
化
と
組
織
体
制
の
整
備

2
ノ
ー
マ
ラ
イ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
理
念
に
基
づく
地
域
福
祉、
在
宅
福
祉
の
啓
発

3
第
十
五
回
社
会
福
祉
大
会
の
開
催
(社
会
福
祉
事
業
に
貢
献し
た
人
び
と
の

顕
彰
)

六
二
年
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3
資
金
の
貸
付

世
帯更
生
資
金

自
立
更
生
資
金

た
す
け
あ
い
資
金
社
協
だ
よ
り
年
二
回
全
戸
配
布

4
広
報
活
動

(3)(2)(1) 第
七
編
厚



1
特
別
会
員
の
増
員
を
は
か
る
。

六
三
年

2
ノ
ー
マ
ラ
イ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
理
念
の
普
及
と
定
着
を
は
か
る
。

平
成
元
年
3
広
報
活
動
の
充
実

1
特
別
会
員
の
増
強
を
は
か
る
。

2
ノ
ー
マ
ラ
イ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
エ
リア
推
進
事
業
に
参
画

3
第
十
六
回
福
祉
大
会
の
開
催
(社
会
福
祉
事
業
に
貢
献
し
た
人
び
と
の
顕

彰
)

4
第
十
七
回
金
婚
祝
賀
会
の
開
催

5
赤
い
羽
根
・
歳
末
助
け
合
い
共
同
募
金
啓
発
街
頭
募
金
活
動

年
月
日

事
由

監
事合
計

地
域
選
出

三
名
三
名

一
七
名

一
七
名

民
生
委
員
協
議
会

婦
人
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
ク
ラ
ブ

老
人
クラ
ブ
連
合
会

身
体
障
害
者
福
祉
協
会

滝
川
支
部

一
名 一名

水
谷

五
一

早
川

実
歴
代
会
長
名

氏
初
代
白
水

務
昭
和
四
六
・
一〇
・
一〇

二
代
業
天
孝
一
昭
和
四
八
・
四
・
二
八

三
代
水
谷
五
一
昭和
五〇
・
五
・二
六

四
代
金
山
二男

昭
和
五
九
・
五
・二
九
～
現
在

江
部
乙
地
区
活
動
実
践
委
員
会
会
長
酒
井
弥
太
郎
四
九
・
八
～
現
在

歴
代
事
務
局
長

氏
名

就
初
代
小
玉
正
明
昭
和
四
六
・
四・

1 氏

手
島

二
枝

第
二
章
社
会
福
祉

副〇

就
任

年
月 月

・

日 日

=
井
上
正
雄

氏
名

六
代
井
上

五代
西
岡
晃
一

四
代
片
山
邦
哉
昭
和
六
一
・
四
・
一

昭和
六
二
・
七・

一年
月

日

8
3
・
5

55・
5

57・5

59・5
61.5

就
任

退
任
年
月
日

心
配
ご
と
相
談
員
(社
会
福
祉
協
議
会
委
嘱、
昭
和
五
十
五
年
以
降)

氏
名

就
任
年
月
日

亀
五
五
・
一一
・
一～
六
〇
・
九
・
三
〇

林田村
一
雄

在

理
事

六
二
・
七
・

一～
現

津
田
正一

六
〇
・
一〇
・

一～
現

今
井
定
利
六
二
・
五
・
一一
～
六
二
・
六
・
二
〇
在

滝
川
市
社
会
福
祉
協
議
会
理
事
・
監
事
・
評
議
員
定
数
(昭
六
〇
・
六・
一以
降)

評
議
員

地
域
選
出

合
計

合
計

行
政

婦
人
団
体
連
絡
協
議
会

住
民
代
表

衛
生
協
力
会

五〇
名
二
名

三
四
名
一
名
二名

名
就

右
全国
社
協表
彰

道
社
協
特
別
表
彰

道
社
協
表
彰

任

右

右
五
七
・
八
・
二
七
社
協
活
動

五
八
・
一〇
・
二
八
同

五
九・

八・二
三
同

六
一
・
七
・
一六

同
右

同

氏
名
・
団
体

社
会
福
祉
事
業
功
労
顕
彰
受
賞
(昭
和
五
十
五
年
度
以
降、
全
道
以
上)

6
広
報
活
動
の
充
実

表
彰
者

滝
川
市
社
会
福
祉
協
議
会
道
社
協
表
彰

一名
二名
六
名

295

5
.
5

57・
5
|
50・

5
|
6
.
5

8
・
5

名

滝
川
市
社
会
福
祉
協
議
会
理
事
・
監
事
(昭
和
五
十
五
年
以
降
分)

1

三
代
今
井
定
利

二
代
上
元

六
・
一六

馨
昭
和
四
九
・

四
・

一

昭
平
成
元・

五・
一

昭
和
五
八・

保
護
司
会

任



注
長
は
会
長、
副
は
副
会
長、
監
は
監
事、
常
は
常
任
理
事、
○
は
理
事、
△
は
途
中
就
任、
●
は
途
中
退
任
※
は
途
中
就
任
途
中
退
任

平
野
博

信

富美子
良
吉 佳

馨 吉 雄 男

郡
英
夫

大
崎
文
夫

梅
村
省

一

高
橋
倉
太
郎

井

二

政
雄

山
本
康
照

木
誉
大

土
井
恒
隆

金
山
二
男

業
天
孝
一

小
谷
五
一

監
○

長
〇

監

○

生

監
C

副
C C

副
〇

長
〇

監
〇 つ

C

副
〇

監
○

副 副
〇 C

長
〇

監
〇

副
○

副
〇

長
〇

井 谷 河 吉 井 今 高 堀 種 柴 片 本 岩 洞 山 山 荒 次 香 笹 岡 秋

上 口 村 村 上 井 野 束 田 田 山 野 崎 内 口 本 井 原 西 木 本 山

茂 久 貞 定 彦 良 邦 正 秀 時 光

西
岡
晃
一

綾 八
重

清 和 好 義

浩 男 男 秋 昭 利 郎 悟 一 勇 哉 一 市 晴 義 子 子 一 弘 幸 夫 雄

常
人

常 常

△

監
〇

副

) O

△

O

監

監
C

○○

監

○○

0

0
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平 神 西 田 谷 上 横 脇 大 樋 大 梅 高 照 鈴 山 土 金 業 水 加 早 真 酒

神 酒
�上

川
部 野 端 口 元 井 本 西

真 善 繁 英

谷
ヤ
ス子

常

監

副

長
〇

監
〇

○

監
○ ○

監
〇

○○

○○

常 監
(

○○

O

副
C

加
藤 井

具
田
和
子

建
蔵 実

弥太
郎



第
二
章
社
会
福
祉

二、
九
七三
、
二八
一

四、
一八
五、
〇
四
七

八、
五五
九、
〇
六
八

六
、
八
四
九、
八
六
一

五、
二
七
六
、
三
四
八

入

二、
八
六
六、
一四
八

四、
○
六
四、
三
五
四

八
、
四
三
四、
四
九
四

六、
七
二
八、
二三
六

五、
一七
六、
六
六
八

差

一〇
七、

一三
三

一二
〇
、
六
九
三

一二
四、
五
七
四

一二
一、
六
二
五

九
九、
六
八
〇

六三 六二

六
一

六
〇

五
九
五
八
五
七 五
六

五
五

五
四

五三 五
二

五
一

年
度

収

八
一
七
、
四
七
〇

七
八
四、
五
七
二

五
五
八
、
三
三
六

六
一
〇、
七
七
一

九
七二
、
四三
六

五
一三
、
八
五
八

五〇
七
、
七
〇
八

五
九〇、

三
一
八

八
三
二
、
七
六
七

七
五〇、

一〇
七

六
八
四、
九
四
七

三三
六、
八
三
七

二
一
八、
六
九
五

入

三
七
八、
〇〇
〇

三
五
五、
九
八
七

一五
七
、
六〇
〇

二三
六、
八〇
〇

六〇
三
、
五
一三

一二
三
、
七
六
一

六
五、
五
九
八

一六
四、
七
三
八

四
七
八、
九
五六

三
〇
〇
、
六
六
〇

四
四
九、
四
四
七

五
四
三
、
六三
七

二
九
一、
八
三
七

一一
四、
四二
四

差

四
三
九、
四
七〇

四
二
八、
五
八
五

四
〇
〇、
七三
六

三
七三
、
九
七
一

三
六
八、
九
二
三

三
九〇
、
〇
九
七

四
四二、

一
一〇

四
二
五
、
五
八
二

三
五三
、
八
一
一

引

引

O

一
般
会
計

滝
川
市
社
会
福
祉
協
議
会
決
算
状
況
(昭
和
五
十
四
年
度
以
降、
単
位
円
)

年
度

三
四、
九
六
〇
、
五
八
八

三
八、
六
四
九、
〇
八
四

三
九、
七
五
六
、
三八
三

三
七、
八
八
七、
五
八
九

二
二
、
九
九三
、
七
九
四

一八、
七
四
四、
八
二
八

一九
、
七
六
二
、
〇
七
八

一八
、
一八
六、
〇
〇
〇

入

三三
、
〇
三
二
、
九
七
一

四二、
四二
八、
六
二〇

三
五、
六八二、

八
八三

三
九、
六
一
六、
三
五○

二、
九
六
六、
二〇
一

一四
〇
、
〇
三
三

六
四〇
、
九
一
九

四三
一、
六〇
七

六
八、
七〇
七

九
七、
二
九
九

八
九、
一五
九

二
〇
、
〇
〇
四

五
八 五
七
五
六

五
五

五
四

年
度

一二
、
四
八
四、
二
二
一

一三
、
六
四
九、
〇
〇
一

一四、
二
四
六
、
二
四
二

一
六、
二
三
四、
六
五
三

一
九、
四
一三
、
四
二
九

収
入

一二
、
三三
三
、
六三
六

一三
、
六
四
九、
〇
〇
一

一
四、
二
四
六
、
二
四二

一
六、
二三
四、
六
五三

一
九、
四
一
三、
四二
九

支
出

差

一五
〇
、
五
八
五

(五
九
年
度
以
降
は
一
般
会
計
で
取
扱
い)

六
一

六〇
五九 五
八
五
七

五
六
五五
五
四世
帯
更
生
資
金
貸
付
金
特
別
会
計

(五
九
年
度
以
降
は
一
般
会
計
で
取
扱
い)

出
引

五八 五
七
五六 五
五

五
四

年
度

収

支 支

出
差

引

六
三
六二

四三
、
六三
三
、
九三
七

収一八、
一五
九、
九
一六

一八、
一三
九、
九
一二

二二
、
五
六二
、
一八
七

一八
、
六
七六
、
一二
一

一九
、
六
六
四、
七
七
九

一八、
〇
九
六、
八
四
一

自
立
更
生
資
金
貸
付
金
特
別
会
計

支

一〇
四、
二
七
一

出

愛
情
銀
行
特
別
会
計

一
四
一
、
三
一
〇

四
五
、
〇
〇
〇

三
七、
二
四
六、
六
七〇

一、
九
二
七、
六
一七

一、
二〇
五、
三
一七

297



五
八
五七 五
六 九五 五四

年
度

収一、
〇
五
〇
、
五
九
五

一〇
五、

一
二
四

一〇
六、
四
一七

一〇
六
、
四
五
六

三、
二
七三

入

退
職
手
当
積
立
金
特
別
会
計

一、
六
六
四、
三
三
二

一、
八
二
〇
、
〇
七
七

一、
四
六
八、
四
一
五

一、
七二
二、
〇
五一

一、
八
二
七、
七
一
九

収 収

六
六
一、
三
八
四

七二
九、
〇
九
三

六〇
二
、
九
二
〇

五
三
八、
九
六〇

四
五
九、
八
五〇 入

支

五
五
四、
六
四
四

六
六
九、
五
六
〇

五
二
四、
八
五〇

五
三
七、
一
九〇

四
五
七、
九
六
〇

出
差

一〇
六
、
七
四
〇

五
九、
五
三
三

七
八、
〇
七〇

一、
七
七〇

一、
八
九〇

六三 六
二
六
一

六〇
五
九

四
〇
、
四
六
九

六二
五、
五
六
九

二、
四三
八

一六
三
、
九
六
九

三
六〇、

四
九
五

C C

一、
二三
四、
二
六
九

6
滝
川
市
結
婚
相
談
員

滝
川
市
で
は
結
婚
を
望
ん
で
い
る
未
婚
者
や
未
亡
人
、
独
身
者
で
相
手
を
得

る
機
会
が
な
か
った
り、
適
当
な
相
手
が
得
ら
れ
ず
結
婚
が
で
き
な
い
で
い
る

状
態
を
助
け
る
た
め
に
昭
和
三
十
九
年
五
月
一
日、
八
名
の
結
婚
相
談
員
を
委

嘱
し
た。
そ
の
後
、
公
の
機
関
と
し
て
の
活
動
を
は
か
る
た
め
同
年
六
月
四
日

に
滝
川
市
結
婚
相
談
員
設
置
規
則
を
公
布
し
た(合

併後
改
め
て
公
布)。

相
談
員
の
任
期
は
二
年
と
し、
当
初
は
総
合
福
祉
セ
ン
ター
に
相
談
室
を
常

設
し
日
曜
を
除
い
て
毎
日
相
談
に
応
じ
て
い
た
が、
現
在
は
結
婚
を
希
望
す
る

人
に
登
録
し
て
も
ら
い
相
談
員
が
個
に々
面
接
す
る
仕
組
と
な
っ
て
い
る
。

ま
た、
相
談
員
が
相
互
に
情
報
の
交
流
を
は
か
った
り
、
空
知
管
内
十
市
の

関
係
団
体
と
の
定
期
的
な
会
合
を
も
ち、
情
報
の
収
集、
交
流
を
し
て
希
望
者

に
必
要
な
資
料
を
提
供
す
る
よ
う
に
つ
と
め
て
い
る
。

結
婚
相
談
員
(昭
和
五
十
五
年
以
降
平
成
元
年
十
二
月
末
現
在)

名
就
任
年
月

退
任
年
月

氏相沢
喜代

四
一
・
五
・
一～
六
一
・
六
・一八

二
枝
四六・

五・二
八
～
五
八・

九・
三〇

平野
博
信
同

手
島

河
合
初
枝
五
二
・
一〇
・
一～
平
成
元
・
九
・
三〇

右
～
六
一・

三
・
六
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社
会
奉
仕
活
動
セン
ター
特
別
会
計
(五
九
年
以
降
一
般
会
計
取
扱
い)

五
八

五
七

五
六

五
五

五
四

昭
和

年
度

五
八

五
七
五六 五五 五
四

昭
和

年
度 福
祉
年
賀
帳
特
別
会
計
(五
八
年
度
で
終了
)

一、
〇
五
八、
二五〇

支 支一、
六
六
四、
三
三
二

一、
八二
〇、
〇七
七

一、
四六
八、
四
一五

一、
七二
二、
〇
五
一

一、
八
二
七、
七
一
九

差

四
一
、
三
二
九

四
八
、
九
八
四

四
七
八、
九
一〇

三
七
二
、
四
九三

二
六
六、
〇
三
七

引 引 引
五
六
五、
七九三

一、
一九三

、
八〇
〇

五
六
八、
二三
一

四
〇
一、
八
二
四

生

五
三
五
、
〇
五
〇

出 出

差
昭
和

入



辻
奥
隆
敏
五
二
・
一〇
・
一～
五六
・
九
・
三〇

岩
井
武
子
同

山
本貞
四
郎
同

酒
井弥
太
郎
同

長
屋
昌
也
同

野
田

利
同

右
～
五
六
・
九
・三
〇

右
～
平
成
元
・
九
・
三
〇

右
～
五
六
・
九
・
三
〇

右
～
五
八
・
九
・
三
〇右 右 右 右 右 右 右 在

総合福祉センター

昭
和
四
十
九
年
九
月
十
四

日
着
工
、
翌
五
十
年
五
月

二十
日
完
成

鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
二

面
積
四〇
一・
八
七
平

階
建

方
メ
ー
ト
ル

延
面
積
八
七
四
・
八
五

平
方
メ
ー
ト
ル

工
事
費

一億
一、
三
一三
万
円

こ
の
施
設
に
は、
広
域
圏
事
務
局、

会
議
室
、
圏
域
内
市
町
展
示
コ
ー
ナ

ー
を
は
じ
め、
婦
人
研
修
室、
消
毒

者
セン
ター
、
相
談
室
な
ど
が
設
け

第
四
節
社
会
福
祉
施
設

1
総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー
(滝川
市
明
神
町
一丁
目
五
番)

市
役
所
や
繁
華
街
に
近
く、
し
か
も
交
通
の
便
利
が
よ
い
と
い
う
条
件
に
恵

ま
れ
て、
市
民
か
ら
利
用
し
やす
い
と
親
し
ま
れ
て
い
る
こ
の
総
合
福
祉
セン

タ
ー
は、
設
置
目
的、
関
係
官
庁
の
予
算
な
ど
の
問
題
から
今
ま
で三
回
に
わ

た
っ
て
新
築
・
増
設
さ
れ
て
お
り、
他
の
公
共
建
築
物と
は
若
干
異
な
る
経
過

を
た
ど
っ
て
い
る
。
市
史
で
は、
行
政
と
厚
生
の
編
に
分
か
れ
て
記
載
さ
れ
て

い
る
が、
続
巻
で
は、
厚
生
編
に
ま
と
め
て
記
述
し
た
。

広
域
生
活
総
合
セ
ン
タ
ー
と
し
て
の
新
築
(上
巻
六二
二
ペ
ージ)

滝
川
市
で
は、
広
域
行
政
を
推
進
す
る
た
め
の
本
拠
と
す
る
た
め
に、
現
在

地
に
建
設
さ
れ
た。

第
二
章
社
会
福
祉

工
事
費

建
築
期
間

建
築
構
造

建
築
面
積

昭
和
五
十
年
七
月三
十
一
日
着
工、
昭
和
五
十
一
年
十
一
月
一
日
完
成

鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
二
階
建

一、
三
〇
一、
八
二
七
平
方
メー
ト
ル

広
域
生
活
総
合
セ
ン
ター
を
含
め
た
延
面
積
は、
二、
一七
六
・
六
八
平
方

メ
ー
ト
ル

一
億
五、
〇
〇
〇
万
円
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工
藤

寺
口

道川
静
子
同

勝
平元
・
一〇
・
三
～
同

右
～
同

右
～
同

右
～同

高
野
ト
シ
五
六
・
一〇
・

一～
同

山
本
康
照
同

谷
口
ヤ
ス子

嶋
田
定
雄
同

章
同 五
八
・
一〇
・

一～
同

右
～
同

右
～
現

建
築
面
積

建
築
構
造

建
築
期
間

ら
れ、
幅
広
い
活
用
施
設
と
な
っ
た。

総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー
と
し
て
の
増
設
(上
巻
七
九
七
ペ
ー
ジ)

滝
川
市
で
は、
か
ね
て
か
ら
市
民
の
福
祉
活
動
の
拠
点
と
な
る
施
設
の
必
要

性
か
ら
市
街
の
中
心
部
に
建
設
を
予
定
し
て
い
た
が、
広
域
生
活
総
合
セ
ン
タ

1
の
完
成
し
た
昭
和
五
十
年
に、
旧
中
央
保
育
所、
公
益
質
屋
跡
を
利
用
し

て、
広
域
生
活
総
合
セ
ン
タ
ー
に
接
続
し
て
総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー
を
建
設
し

た
。
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こ
の
結
果、
広
域
生
活
総
合
セ
ン
タ
ー
に
設
置
さ
れ
た
各
機
関
団
体
の
他

に、
社
会
福
祉
法
人
滝
川
市
社
会
福
祉
協
議
会、
滝
川
市
社
会
福
祉
事
業
団、

北
海
道
共
同
募
金
会
滝
川
市
支
会
、
日
本
赤
十
字
社
滝
川
市
地
区
会
滝
川
地
区

保
護
司
会
及
び
分
会
、
滝
川
市
遺
族
会、
滝
川
市
母
子
会、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
団

体
等
が
入
居
し
、
市
民
の
活
用
度
は
い
っそ
う
高
ま
っ
た
。

滝
川
市
中
央
公
民
館
と
働
く
婦
人
の
家
の
増
設

滝
川
市
で
は、
広
域
生
活
総
合
セン
ター
と
総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー
を
建
築
す

る
に
際
し
て、
将
来
こ
の
建
物
に
上
乗
せ
し
て
よ
り
充
実
し
た
施
設
を
設
置
す

る
と
い
う
構
想
を
も
っ
て
設
計、
施
工
に
当
って
い
た
。

そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
二
施
設
が
市
民
に
好
評
を
得、
年
利々
用
度
が
高
ま
っ

て
い
る
実
情
か
ら、
昭
和
五
十
五
年
に
中
央
公
民
館
と、
働
く
婦
人
の
家
の
施

設
建
築
に
踏
み
切
り、
従
来
の二
階
建
に
上
乗
せ
し
て
五
階
建
の
堂
た々
る
建

物
を
建
築
し
た
の
で
あ
る
。

建
築
期
間

昭
和
五
十
五
年
七月
一
日
着
工、
昭
和
五
十六
年三
月二
日完
成

従
来
の
二
階
建
の
上
に
三
階
を
上
乗
せし
た
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
り
五
階

建
築
構
造

建
工
事
費

三
億二、

一三
〇
万
円

他
に
設
備
費
一
億
一
、
六
四〇
万
円
(給
排
水、
電
気
設
備工
事)

五、
四三
六、
六
四
八
平
方
メ
ー
ト
ル

三、
三
三
一
、
八
九
七
平
方
メ
ー
ト
ル
(三
、
四、
五
階
分
面
積)

建
築
面
積

総
延
面
積

こ
の
増
築
に
よ
り、
働
く
婦
人
の
家
の
施
設
と
し
て、
料
理
講
習
室、
図
書

室
、
和
室、
托
児
室
、
中
央
公
民
館
施
設
と
し
て
は
視
聴
覚
室
、
研
修
室
、
絵

画
展
示
用
ギ
ャ
ラ
リ
ー
な
ど
が
新
設
さ
れ
た
。
ま
た、

一階
に
は
保
健
セ
ン
タ

1
(
五
十三
年
四
月
一
日
設
置)、

滝
川
市
休
日
夜
間
急
病
セ
ン
タ
ー
(五
十
七
年
四
月
三

日
開
所)が
設
置
さ
れ
る
な
ど
、
広
域
圏
業
務
も
含
め
て、
社
会
福
祉、
社
会
教

育
、
医
療
な
ど
も
含
め
た
多
目
的
の
総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー
と
し
て
幅
広
い
活
用

を
み
る
に
至
った。

昭
和
五
十
六
年
の
増
設
以
降
の
動
き
と
し
て
は、
昭
和
六
十
年
に
滝
川
市
生

涯
学
習
振
興
会、
滝
川
市
教
育
委
員
会
社
会
教
育
部
の
入
居、
昭
和
六
十
二
年

度
から
は
教
育
委
員
会
学
校
教
育
部
が
市
庁
舎
狭
隘
の
た
め
入
居、
ま
た、
開

基
百
年
記
念
事
業
実
施
本
部
事
務
局、
土
地
利
用
推
進
室
も
一
時
的
に
事
務
所

を
設
置
す
る
など
、
市
の
第
二
庁
舎
的
利
用
度
も
高
ま
っ
て
い
る
。

機
能
回
復
訓
練
室
(肢
体不
自
由児
対
象)は

身
体
障
害
者
福
祉
セ
ン
タ
ー
の
開

設
に
伴
い
移
設
し
、
五
十
七
年
四
月
よ
り
休
日
夜
間
急
病
セ
ン
タ
ー
を
設
置

し、
ま
た
六
十
一
年
十
一
月
に
は
保
健
セン
タ
ー
が
移
っ
た
あ
と
市
民
ロビ
ー

を
新
設
し
六
十
一
年
十
一
月
十
三
日
か
ら
使
用
し
て
い
る
。

滝
川
市
複
合
施
設
と
し
て
の
総
合
福
祉
セ
ン
ター

前
述
の
よ
う
に
多
目
的
を
も
っ
た
総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー
は
、
ま
と
め
る
と
次

の
施
設
名
を
も
っ
た
複
合
施
設
で
あ
る
。

総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー

中
央
公
民
館

働
く
婦
人
の
家

広
域
生
活
総
合
セ
ン
タ
ー

一
・
二
階

合
計

一
・二
階

八三
八、
三三
八
平
方
メ
ー
ト
ル

二
、
一〇
四、
七
五
一平
方
メー
ト
ル

三
階
一、
〇
八
一
・九
五
平
方
メ
ー
ト
ル

四、
五
階
二、
二
四
九
・
九
四
七
平
方
メ
ー
ト
ル

五、
四三
六・
六
四八
平
方
メー
ト
ル
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総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー
(複
合
施
設
)
の
利
用
概
況

(広
域
圏
組
合
関
係
の
利
用
は
除
く
)

!
五
七
年
度

一〇
四

(
一
)

三、
四
五
〇

(一
七
八)

一、
一四
五

(
一
)

二、
六〇
三

(一
一五)

(七
八
二
)

四
六、
三
四
四
人

(一、
〇
九
三
件
)

(
一
)

二、
八
七三

(一
一二
)

四三
、
四
七
一

(九
八
一)

"
五
九
年
度三
四
七

(
一
)

三、
五
八
一

(一
三
九
)

九〇
〇

(
一
)

四、
四
八
九

(一
四二
)

二
一、
七
五
六

(一、
一六
六)

四
七
、
三
八
九
人

(一、
〇
〇
五
件
)

一
(
一
)

二、
六
九
三

(
九
六)

八
四
三

(
八
一)

四
三
、
八
五
三

(八
二
八
)

11

六
一
年
度

四
六
二

(
一
)

二、
七
七
五

(一
〇
二
)

五
四
六

(
一
)

二、
五三
〇

(一
一四)

二〇
、
三
九八

(一、
三〇
八)

三
四、
四
七
七
人

(九
二
七
件)

一
(
一
)

九
八
八

(
四
三
)

一、
〇
八
五

(一〇
四)

三二
、
四〇三
(七
八
〇
)

重
複
に
付
無
集
計

( (

一、
六
九〇

(
七
一)

二三
、
九
八二

(一、
三
七
七)

四二
、
五
五
一

(九
五
六
)

保
健
セ
ン
タ
ー
に
移
る

六
一
年
一
一月
よ
り
新
設
の

一〇、
九
一三

(二
八
二
)

三
一、
六
三
八

(六
七
四)

托

軽 図

軽 図

タ

会 会 集会

室

児

運
動

書 議 名

室 室 室

料
理
実
習
室

第
一～
第
四
講
習
室 計

機
能
回
復
訓
練
室

健
康
指
導
室

議
(応
接
室
)

室
集

会
・
研
修 度

四
八、
五
七
九
人

(一、
〇
八
九
件
)

二、
六
一
四

(
九
八
)

三、
一
二〇

(一
一八
)

(
一
)

四
二
、
八
四
五
人

(八
七
三
件
)

1

-
)

( (一

1

(
一 ‒
‒

(
一
)

) ) )

小第
二
章
社
会
福
祉

働 く 婦 人 の 家 総 合 福 祉 セ ン タ

施
設

11
六
三
年
度

二、
四
四
九

(
九
四)

重
複
に
付
無
集
計

) )

年

(

昭
和
五
五
年
度

一二
、
五
一二
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四
八、
五
七
九
人

(一、
〇
八
九)
件

(
一
)

(
一
)

(
一
)

(
一

)

(
一
)

(
一
)

-
)

(
一

)

-
)

‒
‒

(
一
)

(
一
)

一二
〇
、
四
六
五
人

(四、
〇
四
九)
件

五
四、
三〇
七

(一、
八
八
一
)

六、
二
五三

(
六
六)

四、
九
八三

(
五
五
)

五
六
八

(
三
三
)

一
一〇

(
六)

一
〇、
四
八
八

(四〇
二
)

五
四
八

(
三
五
)

六、
六〇
九

(四
五
一)

三、
五
八
一

(三
四七)

二一、
一六
七

一九、
八
一
四人

(一、
〇
七
五)
件

一六
四、
一二
七
人

(四、
九
一
四)
件

八
五、
六
六
五

(二
、
四
六二
)

一〇
、
一二
五

(
九
二
)

八、
八
三
二

(
四
九
)

三
七
六

(
三八
)

七
七

(
二
〇
)

一六、
三
〇
五

(五
七二
)

四
三
三

(
三
六
)

一三
、
三〇
七

(六二
〇)

四
、
七
一
四

(三
七
四
)

(六
六
一
)

三
一、
〇
七
三
人

(一、
四
四
七
)
件

一二
七、
四〇
一人

(五、
三
一
五)
件

六
六
、
二
一
三

(二
、
八
六
四)

八、
一八
八

(三
一
五
)

二、
八
四
六

(
五
六
)

七
九
五

(
五
三
)

一、
三
一
九

(
六
六)

一二
、
〇
八
一

(六
一
七)

(
一
)

一〇
、
五
三
五

(六
九
〇
)

三、
九
一〇

(三
四
七)

(七
二
〇
)

二
六、
七
一
一人

(一、
五
二
四)
件
1

一
八
六、
五
九
八

(五、
六
九三
)

一
一五、

九
二
六

(三
、
一九
五
)

一五、
二
六
七

(三
九
六)

八、
七
〇
二

(
三
八)

四、
四
八
二

(一
五三
)

三、
五
六
一

(
六
九
)

一
四、
二
六
四

(五
九
三
)

二、
七
四三

(
五
八)

二
九、
二
六
七

(七
六
〇)

八
、
二
二
五

(三
二
六
)

二
九、
四
一
五

(八
〇
二
)

二
八、
一二
一

(一、
五
四二
)

中 央 公 民民 館館合

小

小

計

計

市
民
ギ
ャ
ラ
リ
ー

市
民
サ

ロ
ン

ス サ

テ

ジ

一 ロ

√

小
和
室
・
大
和
室

社
教
推
進
指
導
員
室

小
会
議
室
・
研
修
室

視
聴
覚
室
・
工
芸
室

講
堂
・
小
会
議
室 計

1

(四
八
六
)

三
一、
四
九
三

二
六、
五
三
九
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2
老
人
福
祉
施
設

滝
川
市
老
人
福
祉
セン
タ
ー

昭
和
四
十
年
九
月
開
設
さ
れ、
通
称
「西
町

老
人
福
祉
セン
タ
ー
」
と
し
て
市
民
に
親
し
ま
れ
て
き
た
こ
の
施
設
は、
平
成

元
年
九
月
一
日
で
閉
館
と
な
った。

こ
れ
は、
昭
和
五
十
七
年
五
月、
一の
坂

町
東
に
新
し
く
中
央
老
人
福
祉
セン
ター
が
設
置
さ
れ、
設
置
場
所
の
利
便
性

と
施
設
が
整
備
さ
れ
て
い
る
中
央
セ
ン
タ
ー
へ
の
利
用
度
が
高
ま
っ
て
き
た
こ

と
と
、
更
に
西
町
の
す
ぐ
近
く
に、
す
ば
ら
し
い
設
備
の
と
と
の
っ
た
デ
イ
・

サ
ー
ビ
ス
セン
タ
ー
と
三
世
代
交
流
セ
ン
タ
ー
が
平
成
元
年
四
月
か
ら
開
設
さ

れ
、
老
朽
し
た
西
町
セン
タ
ー
が
不
要
と
な
った
た
め
で
あ
る
。

滝
川
市
中
央
老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー

老人福祉センター 滝
川
市
で
は
昭
和
五
十
七
年
五
月
一
の

坂
町
東三
丁
目
に
近
代
的
な
施
設
設

備
を
と
と
の
え
た
「中
央
老
人
福
祉

セ
ン
タ
ー
」
を
建
設
し
た
。

こ
れ
は、
滝
川
市
で
も
高
齢
者
が

年
増々
加
し
老
人
ク
ラ
ブ
の
会
員
も

増
え
る
に
つ
れ
て
組
織
的
な
会
合
や

行
事
も
多
く
な
り、
既
設
の
老
人
福

祉
セ
ン
タ
ー
だ
け
で
は
不
足
気
味
と

な
っ
て
お
り、
ま
た、
既
設
の
セ
ン

タ
ー
が
西
町
に
あ
る
た
め
市
街
中
央

付
近
に
施
設
を
望
む
声
が
高
ま
っ
て

き
た
こ
と
も
あ
っ
て、
建
設
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

こ
の
施
設
は、
街
並
み
が
一
望
で
き
る
高
台
に、
市
内
の
公
共
施
設
と
し
て

は
初
め
て
の
太
陽
熱
(ソー

ラーシ
ステ
ム)を
利
用
し
て
の
給
湯
設
備
を
はじ
め、

教
養
・
娯
楽・
健
康
管
理
の
た
め
の
総
合
施
設、
さ
ら
に
は
生
き
が
い
事
業
の

実
施
の
場
と
し
て
配
意
さ
れ
て
お
り
、
最
近
で
は
年
間
延
べ
三
万
五
、
〇

○

人
余
の
高
齢
者
に
喜
ば
れ
て
利
用
さ
れ
て
い
る。

こ
の
施
設
の
規
模、
内
容
は
次
の
と
おり
で
あ
る
。

所
在
地

開
設
年
月
日

施
設
の
構
造

敷
地
面
積

建
物
延
面
積

総
事
業
費

滝
川
市
一
の
坂
町
東三
丁
目
九
番
五
号

昭
和
五
十
七
年
五
月
十
一
日

鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
二
階
建

四、
五
八
八、
八
二〇
平
方
メー
ト
ル

一、
二五二、

九
四二
平
方
メー
ト
ル

四
一
五、
二
一
七、
〇
〇
〇
円

内
部
は、

一階
に
1
ホ
ー
ル2
ロ
ビ
ー
3
生
活
相
談
室
4
検
査
室
5
診
察
室

6
栄
養
指
導
室
7
図
書
・
保
健
資
料
室
8
休
憩
・
研
修
室
9
浴
室
(男
・
女)
20

機
能
回
復
訓
練
室
、
他
に
管
理
部
門
と
共
用
部
分
の
各
室
が
あ
る
。

二
階
は、
1
大
ホ
ー
ル2
運
動
指
導
室
3
ス
テ
ー
ジ
4
ホー
ル
5
放
送
室
な

どが
あ
っ
て、
有
効
に利
用
さ
れ
て
い
る
。
特
に
、
ソー
ラ
シ
ス
テ
ム
給
湯
に

よ
る
入
浴
の
評
判
が
よ
く
、
毎
年
一
万
人
ほ
ど
の
利
用
者
が
あ
る
。

な
お、
施
設
の
利
用
に
つ
い
て
は
老
人
は
無
料、

一般
使
用
に
つ
い
て
は
有

料
と
な
っ
て
い
る
。

第
二
章
社
会
福
祉
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第
七
編
厚一、

一三
七

一、
一
二
一

一、
〇
〇
〇

九
四四

九
三
五

九
四
七

二
七
九

数

1

中
央
老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー

三
五、
五
五
二

三
六
、
〇
七
七

二
九、
四
九
七

三
五、
八
九六

二
九、
三
〇
七

三
一、
五三
六

二
三
、
五
七五

員
件

三
一二
三
三
〇

二
九
〇

三
一〇

二
一
六

二
八
〇

二
六〇
四
一
九

三
九
八

数

西
町
老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー五、

四
二
九

七
、
三
七
七

四、
〇
七〇

五、
三二
二

三
、
五
三
四

四
、
二
五
五

三、
九八
一

六、
五
一一

七
、
二二
四

七、
四
九
七

員
件

一、
四
四
九

一、
四
五
一

一、
二
九
〇

一、
二
五
四

一、
一五
一

一、
二二
七

五
三
九

四
一
九

四
一七

三
九
八

数
一人

四〇
、
九
八
一

四
三
、
四
五
四

二
九、
五
六
七

三
七
、
一五
〇

三
二
、
八
四
一

三
二
、
七
六
三

二
七、
五五
六

六
、
五
一
一

七
、
二
二
四

七、
四
九
七

件

九 九七 九 九 九一二八三 三 九 数

人

中
央
セ入
浴
利
用
状
況八
、
六
四
一

八
、
八
八
九

七、
二〇
一

一〇
、
九
七
三

九
、
二
六
六

一〇
、
〇
七
八

員

1

緑
寿

園

緑 寿 園 人
福
祉
を
更
に
充
実
す
る
た
め
、
吉
岡

市
長
は
昭
和
四
十
八
年三
月
の
第
一
回

定
例
市
議
会
に
お
い
て
老
人
の
総
合
福

祉
施
設
建
設
に
つ
い
て
の
構
想
を
明
ら

か
に
し
た
。
この
構
想
実
現
に
向
け
て

同
年
十
一
月、
滝
川
市
福
祉
施
設
等
建

設
審
議
会
(会長

故
阪
本
茂
氏)
を
発
足

さ
せ、
更
に
こ
の
会
の
中
に
老
人
ホ
ー

ム
建
設
を
専
門
的
に
審
議
す
る
養
護
老

人
ホ
ー
ム
施
設
部
会
も
設
置
し
た
。

こ
の
専
門
部
会
・
建
設
審
議
会
は
先

進
地
施
設
を
視
察
し
た
り
精
力
的
に
審
議
を
重
ね
た
結
果、
昭
和
四
十
九
年
七

月
二
十
日
滝
川
市
長
に
建
設
計
画
の
答
申
を
行
っ
た
。
な
お、
こ
れ
と
前
後
し

て
厚
生
省
や
北
海
道
な
ど
に
建
設
補
助
に
つ
い
て
陳
情
を
行
った
が、
特
に
昭

和
四
十
九
年二
月
厚
生
省
を
はじ
め、
関
係
方
面
に
「老
人
福
祉
村
の
構
想
」

概
要
を
取
り
ま
と
め、
要
請
を
し
た
。

<
老
人
福
祉
村
の
構
想
概
要〉

空
気
が
清
澄
で、
緑
豊
か
な
滝
川
市
江
部
乙
町
(過
疎
地
域)
の
市
街
地
に
近
接
し
た
り
ん

ご
園
の
一
画
に
市
民
と
の
温
い交
流
が
は
か
れ
る
総
合
的
な
老
人
の
福
祉
施
設
を
建
設
し
よ

・
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム

う
と
す
る
も
の
で、
次
の
施
設
が
考
え
ら
れ
て
い
る
。

・
養
護
老
人
ホ
ー
ム

・
軽
費
老
人
ホ
ー
ム

・
老
人
病
院

・
花
き
栽
培
温
室

・
養
鶏
場

・公
園

・農
園

・
観
光
果
樹
園
(も
ぎ
と
り
園
)

・
ヘ
ル
ス
セ
ン
タ
ー

こ
の
施
設
建
設
場
所
は
江
部
乙
町
地
区
と
し
、
敷
地
の
取
得
は
地
元
所
有
者
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・

生

老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー
利
用
状
況

六三 六二 六一
六
〇
五
九
五八 五七
五
六
五
五

昭
和
五
四

年
度

日
本
人
の
平
均
寿
命
が
年
延々
長
し
、
高
齢
化
社
会
の
到
来
に
対
処
し
、
老

(位
置
江
部
乙
町
一
、
四二
八
番
地
の二
)

件

人

四一
七

人

合
計

員



の
土
地
九
万
九
、
九
八
四
・
四
二
平
方
メ
ー
ト
ル
の
割
愛
を
受
け、
昭
和
四
十

九
年
八
月二
十
八
日
着
工、
翌
年三
月
三
十
一日
竣
工
、
五
月
一日
北
海
道
知

事
の
設
置
認
可
を
受
け
て
養
護
老
人
ホ
ー
ム
は
開
所
の
運
び
と
な
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
経
過
を
た
ど
っ
て
老
人
福
祉
村
構
想
の
第
一
歩
が
力
強
く
踏
み

出
さ
れ、
以
来、
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
を
はじ
め、
軽
費
老
人
ホ
ー
ム、
公

園
造
成
など
、
年
次
計
画
に
そ
っ
て
緑
寿
園
の
施
設
は
年
拡々
充、
充
実
さ
れ

て
現
在
に
至
って
い
る
。

<
緑
寿
園
の
名
称
>

養
護
老
人
ホー
ム
の
竣
工
が
間
近
か
に
な
った
項、
将
来
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
・軽
費

老
人
ホ
ー
ム
が
開
設
さ
れ
た
時、
施
設
毎
の
名
称
で
な
く、
老
人
福
祉
村
全
体と
し
て
の
名

称
が
必
要
で
あ
る
と
の意
見
が
あ
り、
福
祉
事
務
所
を
中
心
に
市
役
所
内
部
か
ら
名
称
を
募

集
し
たと
こ
ろ
三
十
通
近
い
応
募
が
あ
っ
た
。
そ
の
中
から

「緑
生
園
」
と
「緑
寿
園
」
を

昭
和
五
十
三
年三
月
に
開
催
さ
れ
た
養
護
老
人
ホ
ー
ム
等
施
設
部
会
に
諮
っ
た
と
こ
ろ、

「
緑
寿
園
」
が
選
ば
れ
て、
所
要
の
手
続
き
を
経
て
決
定
し
た。

な
お、
緑
寿
園
と
は、
青
葉
の
茂
っ
た
緑
の
野
原、
大
地
に
生
き、
長
生
き
す
る
と
い
う

意
味
で
あ
る
。

<
社
会
福
祉
事
業
団
の
設
立
>

老
人
福
祉
村
構
想
一
号
の
養
護
老人
ホ
ー
ム
に引
続
い
て、
第
二
号
の
特
別

養
護
老
人
ホ
ー
ム
建
設
の
計
画
が
具
体
化
す
る
中
で
、
今
後
更
に
軽
費
老
人
ホ

ー
ム
を
開
設
す
る
と
な
る
と
、
三施
設
で三
〇
〇
人
余
の
老
人
を
収
容
し
、
一

○
○
人
近
い
職
員
で
運
営
す
る
こと
が
必
要
に
な
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ら
の
施

設
を
ど
う
管
理
運
営
す
る
か
が
問
題
と
な
っ
て
き
た
。

協
議
を
重
ね
た
結
果、
社
会
福
祉
法
人
滝
川
市
社
会
福
祉
事
業
団
を
設
立
し
、

管
理
運
営
を
委
託
す
る
こ
と
に
よ
り
、
経
営
の
合
理
化
・
効
率
化
を
図
る
こ
と

が
最
適
で
あ
る
と
の
結
論
に
達
し
た
。

第
二
章
社
会
福
祉

昭
和
五
十
一
年
十
月
十
九
日
付
厚
生
大
臣
の
認
可
が
下
り
、
同
月
二
十
八
日

発
起
人
会
で
役
員
や
各
種
規
則
が
定
め
ら
れ
て、
昭
和
五
十
一
年
十
一
月
一
日

正
式
に
発
足
し
た
。

役
員
構
成
は
理
事
一
二
名、
う
ち
理
事
長
(市
長)一

名、
副
理
事
長
(市
助
役)

一名
及
び
常
務
理
事
(理
事
長
指名)一

名
と
し
、
ま
た
監
事
二
名
の
計
一
四
名
と

な
っ
て
い
る。

な
お
、入
園
費
用
に
つ
い
て
は
老
人
福
祉
法
に
基
づ
い
て
徴
収
さ
れ
て
い
る
。

施
設
の
概
要

1
養
護
老
人
ホ
ー
ム

設
置
目
的
身
体
又
は
環
境
上
の
理
由
及
び
経
済
的
理
由
に
よ
り
居
宅
養
護
の
困
難

な
者
を
収
容
し
養
護
す
る
。

設
置
年
月
日
昭
和
五〇
年
五
月
一
日

構
造
鉄
筋
コ
ン
ク
リー
ト
造
管
理
棟
平
屋
建

居
室
棟
ブ
ロ
ッ
ク
二
階
建

一、
三
六
七
・
五
四
平
方
メ
ー
ト
ル
(管
理
棟
七
三
八
・
九

八、
居
室
六
二
八
・
五
六
平
方
メ
ー
ト
ル
)

収
容
定
員
五〇
名
(居
室
二
人
用二
四
室
、
一人
用二
室)

建
設
費

一億
一、
三〇
〇
万
円、
設
備
費
七、
七
八
五
万
円

着
工
昭
和
四
九
年
八
月
二
七
日

竣
工
昭
和
五
〇
年
三
月
二
五
日

2
特
別
養
護
老人
ホー
ム

設
置
目
的
身
体
又
は
精
神
に
著
し
い
欠
陥
が
あ
り、常

時
介
護
を
必
要
と
す
る
が、

家
庭
で
は
こ
れ
を
受
け
る
こ
と
が
困
難
な
者
を
収
容
し
養
護
す
る
。

設
置
年
月
日
昭
和
五
一年
五
月
一
日

建
物
構
造
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
平
屋
建
(管
理
棟
)

同
‘ブ
ロ
ッ
ク
造
平
屋
建
(生
活
棟)

面
積
二、
三
〇三
・
六六
平
方
メ
ー
ト
ル

管
理
棟
七
六
六
・
一六
平
方
メ
ー
ト
ル

居
室
棟
一、
三
四
五・
五〇
平
方
メー
ト
ル
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第
七
編
厚

生

訓
練
棟
一
九
二
・
〇
〇
平
方
メ
ー
ト
ル

建
物
建
設
費
二
億三
八
七
万
円

建
設
費
等

一
億
三
、
二三
七
万
円

収
容
定
員
等
一〇
〇
名
(居
室
四
人
室
二
五、
寮
母
室
三
、
他
一〇
)

設
備
費

増第
二
次
増
築

建
物

一、
三
一
六
・
三
七
平
方
メ
ー
ト
ル

居
室
棟
鉄
筋
コン
ク
リ
ー
ト
造
平
屋
建

一、
〇
五
三
・
二
九
平
方
メ
ー
ト
ル

九
六
九
・
三
万
円

3
軽
費
老
人
ホ
ー
ム
(A
型
)

設
置
目
的
低
額
な
料
金
で
収
容
し、
給
食
そ
の
他
日
常
生
活
上
の
便
宜
を
供
与
す

建 設
置
年
月
日

る
。

昭
和
五
三
年
四
月
一
日

物
構
造
鉄
筋
コン
ク
リ
ー
ト
造
二
階
建

面
積

一、
四
八
〇
・
〇
二
平
方
メ
ー
ト
ル

二、
二三
八
万
円

着
工
昭
和
五
二
年
七
月
二
四
日

収
容
定
員
等
五〇
名
(居
室
二
人
用
六
室
、
一人
用
三
八
室
他
一一
室
)

竣
工
昭
和
五三
年三
月
二
〇
日

1
養
護
老人
ホー
ム
計
一
四
名
(う
ち
兼
務
一
名
)

園
長
(兼)

一名、
副
園
長
一名、

事
務
員
一
名、
生
活
指
導
員
一
名

式校入に別特祝

緑 寿 園
(特に介護を要する老人専用棟竣工式)

建
物
構
造
鉄
筋
コン
ク
リ

平
成
元
年
八
月
一日

竣
工

着
工昭
和
六
十
三
年
八
月

設
置
年
月
日

設
置
目
的
近
年、
痴
呆
性
な
ど

特
別
に
介
護
を
要
す
る

老
人
が
増
加
し
て
い
る

こ
と
に
対
処
す
る
目
的

で
建設
さ
れ
た
も
の

で
、
既
設
の
特
別
養
護

老
人
ホ
ー
ム
の
増
設
で

あ
る
。

分
)

4
特
別
に
介
護
を
要
す
る
老
人
専
用
棟

(特
別
養
護
老人
ホー
ム
の
増
設

6 5
高
木
正
義

金
山二
男
〃五
八・

六・
一～

寮
母
五
名、
看
護
婦
一
名、
栄
養
士
一名、

調
理
員
二
名、
用
務
員
一
名

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
計
四
九
名
(う
ち
兼
務
一
名
)

園
長
一
名、
副
園
長
(
兼)
一名、

事
務
員三
名、
生
活
指
導
員
一
名

寮
母三
二
名、
看
護
婦
四
名、
栄
養
士
一名、

調
理
員
四
名

用
務
員
一
名、
介
助
員
一
名

軽
費
老
人
ホー
ム
計
一三
名
(う
ち
兼
務二
名)

③ 3

園
長
(兼)

一名、
副
園長
(兼一

名)、事
務員
一
名、
寮
母
四名

生
活
指
導
員
一
名、
看
護
婦
一
名、
栄
養
士
一
名、
調
理
員二
名、
用
務
員
一
名

歴
代
園
長

1
小
川
滝
男
昭
五〇
・
六・
二～
五
一・

三・
三一

2
皆
上
浩
ク
五
一
・
四
・
一～
五
二
・
三
・
三
一

3
秋
山
義
雄
〃
五
二
・
四・
一～
五三
・
一一・

三
〇

4
青
木
仁
八
〃
五三
・
一二
・
一～
五
四・

五
・
三
一

〃
五四・

六・
一
～
五
八・

五・三
一

食
堂
棟
鉄
骨
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
平
屋
建

二
六
三
・
〇
八
平
方
メ
ー
ト
ル

建
物
建
設
費
二
億
五、
四
六
五
万
円

設
備費

建
設
費
等

収
容
人
員
五
〇
名
(増
員)

昭
和
五
八
年
四
月
一
日
竣
工

(完
成
面
積

一九
二
平
方
メ
ー
ト
ル)

築
昭
和
五
一年
一
〇
月
三
〇
日
竣
工

(完
成
面
積
二
、
一
一一
・六
六
平
方
メー
ト
ル)

竣
工
昭
和
五
一
年三
月
一〇
日

着
工
昭
和
五
〇
年
七
月
三
一日

建
設
費

一億
五、
四
九
六
万
円

設
備
費

職
員
数
等

2
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1
ト
二
階
建

建
物
面
積
延
べ
二、
○
一
四
平
方
メ
ー
ト
ル

既
設
の
特
養
ホ
ー
ム
と
廊
下
で
接
続
さ
れ
て
い
る

収
容
定
員
五
〇
名
(四
人
部
屋
八、
二人
部
屋
六、
一人
部
屋
六)

こ
の
施設
だ
け
専門
の
職員
とし
て、
寮
母八
名、
看
護
士一
名、
生

活
指
導
員
一
名
が
配
属
さ
れ
て
お
り、
他
の
管
理、
事
務
に
つ
い
て

は
、
既
設
の特
養に
配
置
さ
れて
いる
職
員
が
兼
務で
担
当
し
て
い

°

る
。

こ
の
施
設
は、
苫
小
牧
市、
胆
振
管
内
豊
浦
町
に
次
い
で、
道
内
で
は
三
番

目
の
痴
呆
性
老
人
対
象
施
設
で
あ
り
、
運
営
に
つ
い
て
は
市
社
会
福
祉
事
業
団

が
行
っ
て
い
る
。

5
い
こ
い
の
家

設
置
目
的

設
置
年
月

建
物物

工
事
費

施
設
の
概
要

一
階
に
は
最
大二
〇
〇
人
収
容
可
能
の
集
会
室
の
ほ
か、
談
話
室
・
応
接

室
・
食
堂
・
調
理
室
(宿
泊者
が
調理
に利
用で
き
る)な
ど
が
あ
り
、
二
階
に
は
和

室
三
部
屋
が
あ
り
宿
泊
で
き
る
よ
う
に
し
た
。
外
部
に
は
丸
太
な
ど
を
使
用
し

て、
建
物
に
温
かみ
と
や
わ
ら
か
み
を
与
え
、
いこ
いの
家
に
ふ
さ
わ
し
い
雰

囲
気
を
持
た
せ
て
い
る
。

な
お、
こ
の
施
設
は、
江
部
乙
地
区
の
老
人
ク
ラ
ブ
に
も
随
時
開
放
し
、
交

流
の
機
会
を
広
げ
る
ほ
か、
看
護
学
校
や
福
祉
関
係
の
学
校
か
ら
の
実
習
生
も

宿
泊
が
で
き
る
よ
う
に
し
て
い
る
の
で、
入
所
し
て
い
る
老
人
と
外
部
の
人
と

の
接
触
で
き
る
機
会
が
増
え、
い
こ
い
と
ふ
れ
あ
い
の
場
と
し
て
の
利
用
が
期

待
さ
れ
る
。

滝
川
市
デ
イ
・
サ
ー
ビ
ス
セン
タ
ー

滝
川
市
三
世
代
交
流
セ
ン
タ
ー

市
で
は、
中
央
老
人
福
祉
セン
ター
に
続
い
て
、
在
宅
老
人
福
祉
向
上
の
一

環
と
し
て
平
成
元
年
に
デ
ィ
・
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
と
三
世
代
交
流
セ
ン
タ
ー

(併設)を
西
町
に
建
設
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
目
的
に
沿
っ
た
機
能
を
発
揮
し
て
利

用
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
二
つ
の
施
設
の
規
模、
運
営
の
状
況
は
次
のと
お
り
で
あ
る
。

所
在
地

開
設
年
月
日

施
設
の
構
造

敷
地
面
積

建
物
延
面
積

ンデ
イ
・
サー
ビ
ス

(三
世
代
交
流

五三
三
、
四
五
一、
〇
〇
〇
円

六
六
七
・
〇
三
七
平
方
メー
ト
ル

一、
五
一
九
・
五
八
八
平
方
メ
ー
ト
ル

事
業
内
容
等

総
事
業
費

デ
イ
・
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー

在
宅
の
虚
弱
老
人
など
を
一日
単
位
で
預
り、
保
健
婦
・
生
活
指
導
員
・
寮
母
・
介
護

員
・
調
理
員
な
ど
に
よ
り、
生
活
指
導
及
び
介
助
を
す
る
施
設
で
あ
る
。
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第
二
章
社
会
福
祉

緑
寿
園
に
は、
こ
れ
ま
で
専
用
の
面
会
・
歓
談
室
が
な
く
同
園
を
訪
問

し
た
家
族
は
居
室
か
ホー
ル
で
歓
談
し
て
い
た
が、
こ
の
施
設
設
置
に

よ
り
入
居
者
と
面
会
者
が
ゆ
っく
り
と
く
つ
ろ
い
で
歓
談
し
た
り
、
宿

泊
も
で
き
る
よ
う
に
な
る
。

着
工
平
成
二
年
八
月
十
五
日
(安
全
祈
願
式
九
月
一日
)

竣
工
平
成三
年
一
月三
十
一
日
(予
定)

構
造
鉄
骨
造
り
二
階
建

三
九
一
平
方
メ
ー
ト
ル

建
物面
積
延べ

六、
一九
四
万
円
(建
築
・
電
気
・
設
備)

滝
川
市
西
町
二
丁
目
二
番
一
号

デ
イ
・
サー
ビ
ス
セ
ン
ター

平
成
元
年二
月
二
十
日

三
世
代
交
流
セン
タ
ー
平
成
元
年
四
月
一
日

鉄
筋
コ
ン
クリ
ー
ト
造
地下
一
階
地
上
三
階
(一
部
四
階)

九、
一〇
八
平
方
メ
ー
ト
ル

二、
一八
六
・
六二
五
平
方
メ
ー
ト
ル

職
員
数
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三世代交流センター、デイ・サービスセンター

実
施
す
る
サ
ー
ビ
スと
し
て
は、
1
バ
ス
に

よ
る
送
迎
2
昼
食
(実
費
負
担)
3
日
常
動
作

訓
練
と
し
て
娯
楽
的
な
も
の
と
、
器
具
を
使
用

す
る
も
の
4
各
種
健
康
チ
ェ
ッ
ク
5
入
浴
(特

殊
浴
槽
も
あ
る
)
5
生
活
指
導
6
家
庭
介
護
教

室
を
実
施
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
事
業
を
行
う
施
設
と
し
て
、
日
常

動
作
訓
練
室
・
浴
室
・
特
殊
浴
室
・
食
堂
・
事

務
室
が
設
置
さ
れ、
ま
た、
職
員
は
館
長
他
専

任
正
規
職
員
二
名、
寮
母
・
運
転
手
・
栄
養
士

な
ど
四
名
の
嘱
託
職
員
と
介
助
員
・
調
理
員

(各
一
名
)
と
し
て
臨
時
的
職
員
が
配
置
さ
れ

て
い
る
ほ
か、
保
健
セン
タ
ー
の
保
健
婦
五
名

が
兼
務
発
令
さ
れ
て
い
る
。

三
世
代
交
流
セ
ン
タ
ー

急
速
に
進
む
高
齢
化
社
会
に
対
応
し、
世
代
間
の
交
流
促
進
を
は
か
り
、
文
化
の
伝
承、

ス
ポ
ー
ツ
交
流、
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
な
ど
を
通
じ
て
相
互
の
理
解
と
協
力
を
得、
活
力
あ

る
地
域
づく
り
を
目
指
し
て
滝
川
市
が
単
独
事
業
と
し
て
建
設
し
た
施
設
で
あ
る
。

事
業
と
し
て
は、
世
代
間
の
交
流
促
進
の
た
め
の
研
修、
文
化
の
伝
承、
ス
ポ
ー
ツ
交

流
、
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
な
ど
を
実
施
し
て
い
る
。

ま
た、
同
時
に
整
備
が
進
め
ら
れ
た三
世
代
交
流
パ
ー
クも
平
成
元
年
度
に
完
成
し、
高

齢
者
の
生
き
が
いと
健
康
づ
く
り、
文
化
の
伝
承
な
ど
の
事
業
も
あ
わ
せ
て
実
施
さ
れ、
こ

の
地
帯
を
三
世
代
交
流
ゾ
ー
ン
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
る
。

施
設
と
し
て
は、
1
ス
ポ
ー
ツ、
レ
ク
リ
エー
シ
ョン
用
と
し
て
の
ス
ポ
レ
ク
ホ
ー
ル、

2
交
流
サ
ロン
、
交
流
室
、
3
ク
ッ
キ
ン
グ
サ
ロ
ン、
4
研
修
室、
5
体
験
演
奏
室
、
6
喫

茶
展
示
室
な
ど
を
備
え
て
い
る
。

.

職
員
は、
デ
イ
・
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
館
長
が
、
こ
の
施
設
の
館
長
を
兼
務
し
、
他
に
専

任
職
員
二
名
と
、
管
理
人
(嘱
託)

一名
で
あ
る
。

入
浴
サ
ー
ビ
ス

送
迎

人
数

健
康
チ
ェ
ッ
ク

家
族
介
護
教
室

日
常
動
作
訓
練

生
活

指
導

開
館

日
数

分

月

二
五
〇

二
八
四

二
九
五

√√

二
六
九 四

二〇 日
四
月

二
七
七

二
九
六

三
〇
四 二

二
五
五

三

二
〇

五
月

三
三
二

三
六
〇

三
六
九 四

三〇
二

二二

六
月

三
四
一

三
六
二

三
七
〇

二
八
五

111

三
六
三

三
八
四

三
八
九

一
四

三
一
二 二

二三

三
三
一

三
五〇

三
六
九

三
四

三
一
三

二
〇

三
六
七

三
九
九

四
〇
九

三
四

三
三
九

二
一

一〇
月

三
七
六

四
〇
六

四
一
二 五

三
一
七 1.

三三
八

三
七
一

三
七
四

一
一

三
〇
九

二
一

一二
月

二
四
四

二
八
八

三
二
八

三
三
一

一
一

二
七
三 二

二
一

二
月

三
月三
四
四

三
八
一

三
九三

三三
〇 一

二
一

計三、
八
五
二

四、
二〇
二

四、
二
九
七

一二
四

三、
五三
〇

二〇

二
四
七

一
月

1

一
七

二
八
一

二
八
二 八

二
二
六

1

一
一月

三

七
月

八
月

九
月

1 1

デ
イ
・
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
利
用
状
況
(平
成
元
年
度)

区

1

1
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身
体
障
害
者
福
祉
セ
ン
タ
ー
(
一
階)

な
ど
三
施
設
の
合
同
竣
工
式
と
テ
ー
プ
カ
ッ
ト
式
が
、
新
設
の
身
体
障
害
者
福

3
身
体
障
害
者
の
た
め
の
総
合
福
祉
施
設

計

ス
ポ
・
レ
ク
ホ
ー
ル

喫
茶
展
示
室

工
作

体
験
演
奏
室

研研
修

クッ
キン
グ
サ
ロン

交
流

一
室

交
流
サ

ロ
ン

延
べ
利
用
人
員

給
食
サ
ー
ビ
ス

内
特

浴
(
)

(三
六)

六
四
三

三〇
四

二
四
七

(三
八
)

六
〇
一

四
二 五

四
〇

三
二

九
三

四
〇
九

○
一、
八
七
四
二
、
五
五
五
一、
一五
二
一、
三
七
五

四
月

五
月

六
月

五
五
五

二
二 ○

五
〇

三
五

四
八

二
二
二

七
月
|

五
五
四 一
一 ○

九
〇
六

六 O

七
四

五
三

四
九

二〇
九

九九
月 月

九
八
四
一、
〇
七
七

O

一
二

・一〇
八

八
七

三
四

二〇
二

六
一二
一、
〇
七
五
二
、
四三
〇

一
〇
月

(五
六)

四
一二

三
二
九

(七
三
)

三
七
四

三
一
九

二
二
七

(五
三
)

七
九
二 ‒‒八

一
二

六二

一二
一

二
八

二
三
七

八
三
二
一、
四
三
五

一
月

二
月
|

八
八
九 五

二
六

1
0
0

八
〇

一..

三
四
九

三九
三

三
四
五

(三
八)

八
、
四
一
六

一二
〇

一
五
七

八二
三

六
九
七

四
七
四

二
、
八
一
四

八
五四
一
四、
六八
一

一二
月

○

二
二 二
八

一
九

六
四

二〇
八

四
八
七

四
九
六

四
七

三
八

五
三

四

...

一五
〇

二
八
二

三
三
一

二
七
四

(五
一)

四
、
二
九
七

三、
五
五
一

(五
七
一)

C√ C

五〇 三
〇

6

二
九
八

三
世
代
交
流
セン
タ
ー
利
用
状
況
(平
成
元
年
度
)

二
九
五

二三
八

三〇
七

(三
六
)

三
七
〇

二
九
九

(四
四
)

三
八
九

三
一
七

(五
八
)

三
六
九

三
一
一

(三
八
)

四〇
九

三
三
八

一
六

三
四

一二
〇

七
四

三
一

二
二
五

一
一月

五
八
二

(併
設
)

(二
・
三
階)

六
九
三
三
、
〇
四
一
四
、
〇
二
五
二
、
一五
一二
、
三
一
一一
、
八
六
四
二
、
四
五〇
三
、
九
九
八
一、
三
六
八
一、
六
四
九
二
、
六
七
五
二
、
五
六
一二
八、
七
八
六

区一
分

月

室 室

六二 八
九

三
六

一
七
九

一二
六

八
月九
一

二
四

四
〇

一
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昭
和
六
十
年三
月
二
十
一
日、
身
体
障
害
者
の
た
め
の
総
合
施
設
ほ
か
学
校

身
体
障
害
者
公
営
住
宅

地
域
ふ
れ
あ
い
セ
ン
ター

(五
〇
)

三
月

三
口

三
一
五

三
六
九
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身体障害者福祉センター
ふれあいセンター

こ
の
施
設
は、
身
体
障
害
者
の

た
め
の
リ
ハ
ビ
リ
ー
機
能
と
公
民

館
的
性
格
を
も
っ
た
身
体
障
害
者

福
祉
セン
ター
・
地
域
ふ
れ
あ
い

セ
ン
タ
ー
の
建
物
に
隣
接
し
て
身

障
者
専
用
の
公
営
住
宅
を
隣
接
し

た
も
の
で、
北
海
道
で
は
初
め
て

のこ
と
で
あ
り
、
全
国
的
に
も
数

少
い
ユ
ニ
ー
ク
な
も
の
で
あ
る
。

和
五
十
六
年、
五
十
七
年
に
国
と
道
か
ら
、
建
設
の
構
想
は、
滝
川
市
が
昭

“
障
害
者
の
ま
ち
づ
く
り
推
進
事

業
〟
に
指
定
さ
れ
た
中
で
生
ま
れ
たも
の
で、
三
つ
の
施
設
が
相
互
に
機
能
し

あ
っ
て、
い
っそ
う
施
設
設
置
の
目
的
達
成
の
効
果
を
あ
げ
る
よ
う
計
画
さ

れ、
現
在
も
す
ば
ら
し
い
実
績
を
あ
げ
て
い
る。

三
施
設
の
総
事
業
費
は
四
億三
、
五
九二
万
円
で、
新
町
二
丁
目
八
番
に
建

設
さ
れ、
昭
和
六
十
年
四
月
一
日、
そ
れ
ぞ
れ
オ
ー
プ
ン
し
た
。

身
体
障
害
者
福
祉
セン
タ
ー
(一
階)

滝
川
市
身
体
障
害
者
福
祉
セン
ター
は、
昭
和
四
十二
年
明
神
町
の
旧
公
益

質
屋
(現
総
合
福
祉
セン
ター
の
位
置)に
開
所
し
た
の
が
始
ま
り
で、
そ
の
後
、
現

総
合
福
祉
セ
ン
ター
建
設
の
た
め
昭
和
四
十
九
年
八
月
か
ら
大
町
の
旧
農
林
省

統
計
情
報
事
務
所
滝
川
出
張
所
を
借
り
て
い
た
が、
昭
和
六
十
年
四
月
から
、

新
設
の
現
在
場
所
に
移
っ
て
業
務
を
推
進
し
て
い
る
。

滝
川
市

昭
和
六
十
年
四
月
一
日

鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
(一
階
)
四
八
九
・
四
平
方
メ
ー
ト
ル

七
八
、
九
〇
四、
〇
〇
〇
円

こ
の
施
設
は、
在
宅
障
害
者
の
い
ろ
い
ろ
な
相
談
に
応
ず
る
と
と
も
に
、
健

康
増
進、
教
養
の
向
上
、
保
健
休
養、
心
身
障
害
児
の
療
育
訓
練
な
ど
の
事
業

を
行
い、
こ
れ
ら
に
必
要
な
便
宜
を
提
供
す
る
目
的
で
設
置
さ
れ
て
い
る
。

セ
ン
ター
に
は、

一般
事
務
室
、
社
北
海
道
身
障
者
福
祉
協
会
滝
川
支
部
事

務
室
、
ボ
ラン
テ
ィ
ア
団
体
事
務
室
の
ほ
か、
作
業
室
・
集
会
室
・
日
常
生
活

訓
練
室
・
和
室
な
ど
が
設
置
さ
れ
て
い
る
。

具
体
的
な
事
業
と
し
て
は、
社
会
適
応
訓
練
の
た
め、

カ
ラ
オ
ケ
レ
ッ
ス

ン、
書
道、
料
理
の
講
座、
創
作
・
軽
作
業
事
業
と
し
て
の
籐
芸
・
ア
ー
ト
フ

ラ
ワー
、
紙
粘
土
工
芸
の
講
座
な
ど
を

開
い
て
い
る。
ま
た、
ボ
ラン
テ
ィ
ア

養
成
の
た
め
に
点
字
・
手
話
の
講
座、

更
に
日
常
生
活
訓
練
事
業
と
し
て
は、

機
能
回
復
訓
練
教
室
を
開
催
し
て
い

る
。セ
ン
タ
ー
で
は
、
こ
れ
ら
の
事
業
を

ま
と
め
て
「デ
イ
・
サ
ー
ビ
ス
事
業
」

と
し
て
十
講
座
を
開
設
し
、
年二
期
に

わ
け
て
一
般
市
民
に
も
参
加
を
呼
び
か

け
て
い
る
ほ
か、
卓
球、
アー
チ
ェリ

310

身体障害者公営住宅

祉
セン
タ
ー
で
行
わ
れ
た
。

施
設
及
び
業
務
内
容
は
あ
ら
ま
し
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

設
置
経
営
主
体

開
設
年
月
日

施
設
の
規
模

建
設

費



ー
、
ゲ
ー
ト
ボ
ー
ル
な
ど
の
スポ
ー
ツ
も
開
放
し
て
い
る
。
ま
た、
身
体
障
害

者
の
た
め
の
相
談
事
業
に
つ
い
て
も
相
談
員
を
置
い
て
通
年
実
施
し
て
い
る
。

地
域
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー
(二
階
・
三
階)

施
設
の
規
模
二
階
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
五
四
二
・
九
平
方
メ
ー
ト
ル

三
階

ぐ

(一
部
鉄
筋
鉄
骨
造)
一、
〇
三
一
・
五
平
方
メ
ー
ト
ル

合
計

建
設
費
一八三
、
八
三
一、
〇
〇
〇
円

地
域
ふ
れ
あ
い
セン
タ
ー
は、
身
体
障
害
者
の
ほ
か
市
民
の
健
康
保
持
の
た

め
の
ト
レ
ー
ニ
ング
、
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン、
ス
ポ
ー
ツ
活
動
な
ど
を
通
し
て

さ
ま
ざ
ま
な
ふ
れ
あ
い、
交
流、
支
え
合
い
の
場
と
し
て
利
用
で
き
る
多
目
的

な
施
設
で
あ
る
。

二
階
に
は、
事
務
室
兼
指
導
員
室
・
調
理
室
・
研
修
室
・
準
備
室
・
集
会
室

が
配
置
さ
れ、
三
階
に
は
小
体
育
室
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。

こ
れ
ま
で
肢
体
不
自
由
の
機
能
回
復
訓
練
は
総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー
で
実
施
さ

れ
て
い
た
が、
この
地
域
ふ
れ
あ
い
セ
ン
ター
開
設
以
後、
こ
こ
で
行
わ
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
。

ま
た、
市
教
育
委
員
会
と
密
接
な
連
携
を
と
り
な
が
ら
、
養
護
相
談、
心
身

障
害
児
相
談、
非
行
関
係
相
談、
健
康
育
成
相
談
業
務
も
実
施
し
て
い
る
。

両
セン
ター
の
利
用
時
間
は、
午
前
九
時
か
ら
午
後
九
時
ま
で
と
な
っ
て
お

り
、
休
館
日
は
通
常
毎
週
火
曜
日
で
あ
る
。
使
用
料
に
つ
い
て
は、
身
体
障
害

者
は
無
料
で
あ
る
が、

一般
の
場
合
は
有
料
と
な
って
い
る
。

身
体
障
害
者
公
営
住
宅
(一
階
部
分
が
身
体
障
害
者
福
祉
セ
ン
タ
ー
と
通
路
で
結
ば
れ
て
い

る
)

設
置
経
営
主
体
滝
川
市

第
二
章
社
会
福
祉

住
宅
の
種
類

入
居
対
象
者

入
居
開
始
年
月
日
昭
和
六
十
年
三
月
二
十
四
日

第
二
種
公
営
住
宅

一八
戸

身
体
障害
者
の
いる
世
帯

施
設
の
規
模
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
四
階
建

延
、
一、
四〇
八
・
五
平
方
メ
ー
ト
ル

宅
の
内
容
一階
(車
いす
常
用
の
重
度
身
障
者
世
帯
)
五
戸

住
2
L
D
K
八
一・
四
五平
方
メー
トル
(一
戸
分)

二
～
四
階
(軽
度
身
障
者
世
帯)
一三
戸

2
L
D
K

七
三
・
三
一
平
方
メー
ト
ル
(一
戸
分
)

建
設

こ
の
施
設
は、
住
宅
に
困
窮
し
て
い
る
身
体
障
害
者
の
生
活
の
安
定
を
図
る

住
宅
を
確
保
し
、
快
適
な
日
常
生
活
が
送
れ
る
よ
う
に
建
設
さ
れ
た
も
の
で
あ

り、
昭
和
六
十
二
年
に入
居
を
募
集
し
た
と
こ
ろ、
す
ぐ
に
満
室
と
な
る
ほ
ど

高
い
人
気
を
得、
三月
二
十
四
日
か
ら
入
居
し
て
快
適
な
生
活
を
送
っ
て
い

る
。滝
川
更
生
園

こ
の
施
設
は
一
般
企
業
な
ど
で
雇
用
さ
れ
る
こ
と
が
困
難

な
身
体
障
害
者
を
通
所
に
よ
り
必
要
な
訓
練
を
行
い、
ま
た
職
業
を
確
保
し
、
そ

の
自
立
を
促
進
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
滝
川
市
が
主
体
と
な
っ
て
設
置
し
た

も
の
で、
経
営
主
体
は
社
会
福
祉
法
人
滝
川
市
社
会
福
祉
事
業
団
で
あ
る
。

こ
の
施
設
及
び
経
営
の
概
要
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

地
滝
川
市
江
部
乙
町
七
二
五
番
地
一

昭
和
五
十
九
年
四
月
一日

身
体
障
害
者
福
祉
法
に
よ
る
身
体
障
害
者
通
所
授
産
施
設

ク
リ
ー
ニ
ン
グ
(白
も
の、
ジ
ュ
ー
タ
ン
)

二
七
五・
九
八

四
一
六・
八
八

/管
理棟

11

鉄
骨
造
平
家
建
六
九
二
・
八
六
平
方
メ
ー
ト
ル

11

建
物
構
造

所
在

開
設
年
月
日

施
設
種
別

授
産
種
目

施
設
の
規
模

一工
場
棟
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四
八
八
・
六

〃

費
一七
三
、
一八
五、
〇
〇
〇
円



第
七
編
厚

生

滝川更生園

敷
地
面積

ル二
五
名

社
会
的
自
立
可
能
と
な
る

期
間

一
九
四、
三
七
四、
〇
〇

(用
地
・
機
械
備
品
等
一

〇
円

切
を
含
む)

開
設
以
来、
市
内
クリ
ー
ニ
ン
グ
店

の
店
舗
を
窓
口
と
し
た
委
託
専
用
ラ
ン

ド
リ
ー
と
し
て
、
当
初
予
測
し
た
以
上

に
仕
事
が
スピ
ー
デ
ィ
と
な
って
お
り

順
調
な
経
営
を
続
け
て
い
る
。

工
場
の
各
種
機
械
設
備
に
つ
い
て
は
最
新
鋭
の
設
備
を
施
し
、
身
体
障
害
者

が
安
全
に
働
き
や
す
く
、
ま
た、
そ
の
能
力
を
十
分
に
生
か
せ
る
よ
う
配
慮
さ

れ
て
いる
。
敷
地
の
面
積
も
広
く、
ソフ
ト
ボ
ー
ル・
ゲ
ー
ト
ボ
ー
ル二
面
も

あ
り
、
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
る
疲
労
回
復
な
ど
に
も
気
を
配
っ
て
い
る。

な
お、
後
述
す
る
精
神
薄
弱
者
の
施
設
「
新
生
園
」
が
昭
和
六
十
三
年
に
建

て
ら
れ
て
い
る
が、
こ
の
滝
川
更
生
園
と
は
廊
下
続
き
で二
つ
の
施
設
が
隣
接

し
て
いる
。

工
賃
に
つ
いて
は、
毎
日
の
事
業
収
入
か
ら
原
料
費、
光
熱
水
費、
燃
料
費

等
運
営
上
の
必
要
最
小
限
の
事
業
経
費
を
控
除し
た
額
と
し
て
稼
動
日
数
の
割

で
支
払
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
(原
則
とし
て
出
来
高
払
い)。

昭
和
六
十
三
年
度
月
平
均
点
数

ワ
イ
シ
ャ
ツ
二
七、
八
七〇
点

リ
ー
ス

七、
三
四
六
点

シ
ー
ツ・
包
布

白
衣
類

八
、
四
九
六
点

六、
六
九
〇
点

指
導
員
二名

富
樫
誠

一
名
(そ
の
他、
非
常
勤
医
師
一
名、
指
導
員
一
名)

昭
和
五九
・
四・
一
～
現
在

滝
川
新
生
園

こ
の
施
設
は
精
神
薄
弱
者
を
通
所
さ
せ、
更
生
に
必
要
な

保
護
と
個人
の
特
性
や
能
力
に
応
じ
た
生
活
指
導
及
び
作
業
訓
練
を
行
い、
社

会
自
立
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
滝
川
市
が
設
置
し
、
管
理
運
営
に
つ
い
て

は
社
会
福
祉
法
人
滝
川
市
社
会
福
祉
事
業
団
に
委
託
し
て
い
る
。

こ
の
施
設
と
経
営
の
概
要
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

所
在
地

滝
川
市
江
部乙
町
七二
五
番
地
一

身
体
障
害
者
授
産
施
設
「
滝
川
更
生
園
」
の
東
隣
り

開
設
年
月
日

昭
和
六
十
三
年二
月
一
日滝川新生園

精
神
薄
弱
者
通
所
更
生
施
設

八
、
一七
八

敷
地
面
積

平
方
メ
ー
ト
ル

鉄
骨
造
平
家
建
三
九
七
平

方
メ
ー
ト
ル

花
卉
栽
培
ハウ
ス
(ビ
ニ
ー

ル)、二
棟二
〇
四
平
方
メ
ー

ト
ル

あ
い
が
も
飼
育
場
西
九
丁
目
雨
竜
町
側
の
(株)

滝
川
振
興
公
社
敷
地
内

あ
いが
も
飼
育
舎三
棟
(一

棟
三
七
八
平
方
メ
ー
ト
ル)

プ
レ
ハブ
平
家
建
休
憩所

五
九
平
方
メ
ー
ト
ル

敷
料
庫
(丸
太
造)

一棟

312

そ
の
他

八、
九
九
八
点

事
務
員
一名

合
計
五
九、
四
〇
〇
点

園
長

一名

歴
代
園
長

技
術
員

総
事
業
費

通
所
期
間

所
定
員

四、
八
三
六
平
方
メ
ー
ト

職
員

施
設
種
別

施
設
の
規
模



一
八
九
平
方
メー
ト
ル

建
設
費

一
五
四、
〇
八
一、
〇
〇
〇
円
(建
築、
用
地、
備
品
等
含
む)

職
員

通
所
施
設
の
内
部
は
第
一
か
ら
第
三
ま
で
の
作
業
指
導
室
、
生
活
指
導
室
、

医
務
室
、
相
談
室
、
食
堂、
厨
房
の
ほ
か
事
務
室、
会
議
室
と
な
っ
て
お
り
、

内
窓、
ド
ア
な
ど
に
つ
い
て
も
弾
力
性
の
あ
る
風
防
ガ
ラ
ス
を
使
う
な
ど
危
険

防
止
に
配
慮
し
て
い
る。
ま
た、
更
生
園
と
は
廊
下
で
つな
ぎ
、
施
設
間
の
交

流
と
総
合
的
機
能
を
発
揮
で
き
る
よ
う
に
し
て
い
る
こ
と
も
特
色
と
言
え
よ

う
。生
活
指
導
室
で
は
日
常
の
生
活
指
導
訓
練
を
行
い、
第
一
作
業
指導
室
で
は

じ
ゅう
た
ん
の
クリ
ー
ニ
ン
グ
作
業、
第
二
作
業
指
導
室
は
花
卉
な
ど
の
栽
培

物
の
整
理
作
業、
第
三
作
業
指
導
室
で
は
あ
い
が
も
の
く
ん
せ
い
作
業
を
指
導

し
て
い
る。

滝
川
新
生
園
で
は、
こ
う
し
た
生
産
指
導
を
し
て
い
る
が、
企
業
的
採
算
性

追
求
よ
り
も
更
生
施
設
と
し
て
の
運
営
を
し
て
お
り
、
保
護
者
が
強
く
望
ん
で

い
る
重
度
障
害
者
四
名、
中
度
三
名
も
収
容
し
て
い
る
現
状
で
あ
る
。

指
導
目
標
と
し
て
は
基
本
的
生
活
習
慣
の
確
立
と
協
調
性
を
養
い
、
社
会
人

と
し
て
の
自
覚
と
信
念
を
培
い、
社
会
に
適
応
で
き
る
知
識
・
技
能
を
習
得
さ

せ
、
働
く
喜
び
と
健
康
で
明
る
く
、
心
の
豊
か
な
人
格
を
形
成
さ
せ
る
こ
と
を

掲
げ
て
い
る
。
ま
た、
生
活
目
標
五
項
目
を
具
体
的
に
表
現
し
、
園
生
全
員
が

朝
会
で
朗
読
し
確
認
す
る
な
ど
教
育
的
配
意
を
し
て
い
る
。

ま
た、
家
族
と
の
連
携
を
密
接
に
す
る
こ
と
は
通
園
施
設
の
大
事
な
こ
と

で、
連
絡
帳
を
利
用
し
て
日
交々
信
し
情
報
を
交
換
し
た
り
、
父
母
の
会
を
結

成
し
て
保
護
者
の
意
見
も
生
か
し
た
園
の
運
営
に
あ
た
り
、
こ
の
施
設
設
置
の

目
的
達
成
に
つ
と
め
て
い
る
。

第
二
章
社
会
福
祉

二
十
名
(
男
十
四
名、
女
六
名、
年
齢
最
低
十
六
歳
最
高
四
十
六
歳)

園
生

園
長

一名、
生
活
指
導
員
二
名、
作
業
指
導
員

一名
事
務
職
員
二名
、
調
理
員
一名、

嘱
託
医

一名
歴
代
園
長
堀
束

悟
昭六
三
・二
・
一～

現
在

4
公
益
質
屋

(昭
和
四
十
一
年三
月
で
廃
止
に
付
省
略)

5
滝
川
市
民
会
館

旧
市
民
会
館

旧
市
民
会
館
は、
当
初
滝
川
町
民
会
館
と
し
て
建
設
さ
れ

た
も
の
で
あ
る
が、
そ
の
建
設
位
置
を
め
ぐ
って
紛
糾
が
あ
った
。
最
終
的
に

は
緑
町
八
番
地
の
七(現

消防
本
部庁
舎
位
置)に

昭
和
三
十
二
年
一
期
工
事
、
昭
和

三
十
四
年
三
月
に二
期
工
事
が
竣
工
し
た
。

こ
の
市
民
会
館
が
で
き
て
か
ら
各
種
会
議、
懇
親
会
な
ど
の
行
事
に
活
用
さ

れ
、
特
に
そ
の
こ
ろ
か
ら
始
ま
っ
た
新
生
活
様
式
に
よ
る
結
婚
式
場
と
し
て
市

民
の
需
要
に
応
じ
き
れ
な
い
ほ
ど
で
あ
っ
た。

し
かし
、
昭
和
四
十
年
代
に
な
る
と
市
内
に
は
次
と々
立
派
な
施
設
が
建て

ら
れ
市
民
会
館
の
利
用
度
は
急
激
に
減
っ
て
き
た
。
昭
和三
十
九
年
度
に
は
年

間
一
、
七〇
〇
件
を
超
え
る
利
用
が
あ
っ
た
の
に、
昭
和
四
十
七
年
に
は三二

八
件
と
い
う
有
様
で
あ
っ
た。
こ
んな
状
況
に
加
え
て
施
設
内
部
の
旧
式
さ
も

あ
って
、
つい
に
昭
和
四
十
八
年
に
は
閉
館
の
止
む
な
き
に
至
っ
た。

幸
い
に、
昭
和
四
十
八
年
に
は
文
化
セン
タ
ー
が
新
町
に
建
設
さ
れ、
更
に

昭
和
五
十
年
に
総
合
福
祉
セン
タ
ー
が
明
神
町
に
開
館
さ
れ、
会
議
・
研
修
各

種
イ
ベ
ン
ト
な
ど
に
は
不
便
を
感
ず
る
こ
と
も
な
か
っ
た
。
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生

現
市
民
会
館 第
七
編
厚そ
の
後
、
数
年
を
経
て
市
勢
の
一
段
の
飛
躍
を
み
て、
市

民
文
化
の
向
上
を
は
か
る
た
め、
研
修
や
集
会
な
ど
交
流
の
場
と
し
て
、
さ
ら

に
は
褒
賞
、
式
典
な
ど
を
行
う
公
式
の
場
と
し
て
幅
広
く
活
用
す
る
た
め
の
場

と
し
て
再
び
市
民
会
館
設
置
の
要
望
が
高
ま
って
き
た
。

こ
の
た
め、
市
と
し
て
は
慎
重
に
市
民
の
意
向
を
確
か
め、
将
来
展
望
に
立

っ
て、
市
内
を
一望
で
き
る
南
滝
の
川
の
高
台
(現文

京
町一
丁
目
一番)に

郷
土
館

分
館(華

月
館)に

隣
接
し
て
建
設
し
た
も
の
で
あ
る
。

昭
和
五
十
六
年
八
月
十
一
日

工

昭
和
五
十
七
年三
月二
十
五
日
(落
成
式
四
月
十
二
日
)

鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
二
階
建、
銅
板
葺
屋
根

総
面
積

七
五
〇
平
方
メ
ー
ト
ル

一億
九、
一四
六
万
二
、
〇
〇
〇
円

外
観
は、
道
庁
赤
れ
ん
が
を
基
にデ
ザ
イ
ン
し
た
開
拓
時
代
の
洋
館
風
で、

象
牙
色
の
タイ
ル
張
り、
屋
根
は
永
久
的
な
銅
板
を
使
用、
ま
た、
内
装
で
は

一
階
ホー
ル
や二
階
ロビ
ー
の
壁
に
は
大
理
石
を
全
面
に
張
り
つ
け
る
な
ど、

「後
世
に
誇
れ
る
立
派
な
建
物」
と
称
さ
れ
る
ほど
豪
華
な
施
設
で
あ
る
。

内
部
は
一
階
に、
喫
茶、
軽
食
コ
ー
ナー
つ
き
談
話
室
、
和
室
、
調
理
実
習

室
、
会
議
室
、
休
憩
室、
・事
務
室
を
配
し
、
身
障
者
用
ト
イ
レ
も
備
え
て
お

り
、
二
階
に
は
集
会
室、
研
修
室
を
設
置
し
て
い
る
。

落
成
間
も
な
い
昭
和
五
十
七
年
四
月
十
五
日
に
は、
滝
川
市
と
栃
木
市
の
友

→1
私
設
保
育
園
の
概
要

好
親
善
都
市
提
携
盟
約
式
が
こ
の
会
館
で
催
さ
れ、
以
後、
各
種
式
典、
褒
賞

を
はじ
め、
研
修、
会
議、
会
合
な
ど
市
民
の
交
流
の
場
と
し
て
幅
広
く
活
用

さ
れ
て
い
る。第
五
節
保
育
園
・保
育
所

滝
川
市
の
保
育
施
設
は
昭
和
十
七
年
に
泉
町
に
あ
った
国
策
会
社
の
人
造
石

油
会
社
の
福
利
厚
生
施
設
と
し
て
、
人
石
で
働
く
婦
人
の
た
め
に
設
置
さ
れ
た

「ひ
ば
り
保
育
園」
が
始
ま
り
で
あ
る
。
そ
の
翌
年
の
昭
和
十
八
年
に
光
暁
寺

(大
町
一丁
目)境

内
の
太
子
堂
に
「滝
川
託
児
所
」
も
開
設
さ
れ
た
が、
い
ず
れ

も
戦
時
中
に
こ
の
よ
う
な
施
設
が
設
置
さ
れ
た
こと
は
当
時
の
情
勢
か
ら
み
て

珍
し
い
こ
と
で
あ
っ
た
。

戦
後
の
昭
和二
十
二
年
に
児
童
福
祉
法
が
公
布
さ
れ、
翌
二
十
三
年
四
月
一

日
実
施
以
後、
全
国
的
に
続
と々
保
育
施
設
が
増
え
て
き
た
が、
滝
川
で
は
昭

和
二
十
六
年
瑞
光
寺(黄金

町)に
「ひ
か
り
保
育
園
」
が
設
置
さ
れ、
以
来
五

つ
の
私
設
保
育
園
が
次々
と
開
設
さ
れ
て
き
た。

こ
の
間
の
経
緯
と
、
私
設
保
育
園
の
内
容
に
つ
い
て
は
市
史
上
巻
第
七
編
第

二
章
第
五
節
に
詳
述
さ
れ
て
い
る
の
で、
本
節
で
は、
そ
の
後
の
市
立
移
管
と

の
関
係
か
ら
こ
れ
ら
私
設
保
育
園
の
概
要
を
一
覧
表
に
ま
と
め
た
。

ひ
ば
り
保
育
園

泉
町

通
年
制

昭
一
七
年～
四
三
年三
月

開
園
年
月
・
閉
園
年
月

備

四
三
年
四
月
か
ら
市
立
泉
保
育
所

(六
一
年
四
月
か
ら
社
会
福
祉
事
業
団
立
)

考
施

設
名

位
置

開
設
形
態
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第
二
章
社
会
福
祉

称

市
立
保
育
所
の
概
要

二の坂保育所
戦
後
に
お
け
る
日
本
経
済
の
復
興
は

目
ざ
ま
し
い
も
の
が
あ
り
、
産
業
の
急

激
な
発
展
に
伴
っ
て
婦
人
の
就
業
者
も

急
増
し
た
。
滝
川
市
で
も
同
様
に、
婦

人
の
職
場
進
出
者
が
増
え
、
幼
児
を
保

育
施
設
に
預
け
て
仕
事
を
続
け
た
い
と

い
う
要
望
が
高
ま
っ
て
き
た
。
滝
川
の

私
設
保
育
園
は
農
繁
期
の
季
節
制
保
育

を
主
と
し
て
開
設
さ
れ
た
が、
保
育
児

の
増
え
る
に
つ
れ
て
次
第
に
通
年
制
保

育
へ
と
移
行
し
て
い
った
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
保
育
児
が
増
え
た
原
因
は、
単
に
経
済
的
問
題
だ
け
で
な
く
、
集

団
生
活
に
よ
る
指
導
効
果
へ
の
期
待
も
多
分
に
含
め
ら
れ
た
新
し
い
時
代
の
流

れ
と
も
言
え
よ
う
。

一
方、
こ
う
し
て
保
育
児
が
増
加
す
る
に
つ
れ
て、
従
来
の
私
設
保
育
園
で

は
施
設、
保
育
管
理
の
面
で
も
十
分
と
は
言
え
ず、
ま
た
保
護
者
の
経
費
負
担

の
点
から
も
、
市
に
移
管
し
て
ほ
し
い
と
い
う
声
が
働
く
婦
人
を
中
心
と
し
て

盛
り
あ
が
り、
やが
て
婦
人
団
体
の
運
動
と
し
て
発
展
し
て
い
った
。

こ
う
し
た
働く
婦
人
の
強
い
要
請
を
受
け
て
滝
川
市
で
は
私
設
保
育
園
の
公

立
化
に
踏
み
切
り
、
昭
和
四
十
一
年、
緑
町
に
市
立
滝
川
保
育
所
を
開
設
し
た

の
を
始
め
に、
次
と々
私
設
保
育
園
の
市
立
移
管
を
進
め
て
い
った
の
で
あ

る
。こ
の
結
果、
現
在
は
市
立
八
保
育
所、
滝
川
市
社
会
福
祉
事
業
団
の
経
営
に

な
る
二
保
育
所
と
、
一〇
か
所
の
施
設
が
開
設
さ
れ
て
い
る
。

滝
川
保
育
所
|
緑
町二
丁
目
五
番

昭
和四
一
・
一〇
・

一

置
市
立
認
可
開
設
日

教
室五

職
員四
|

定
員
実

員

六
三
年
度
保
育

備

六〇
六〇

通
年
制

市
立保
育
所と
し
て
新
設

考

2
市
立
保
育
所

西
町
保
育

園

こ
ば
と
保
育
園

東
栄
保

育
園

当
初
東
栄
小
教
室

黄
金
町
瑞
光
寺

滝
の
川
六
丁
目

西
町
家
畜
診
療
所
跡

明
神
町
三
丁
目

通
年
制

通
年
制

最
初
季
節
制

通
年
制

当
初
季
節、
後
に
通
年

二
六
年

近
く
に
市
立二
の
坂
保
育
所
開
設

五
七
年
か
ら
市
立
み
ず
ほ
幼
稚
園

五
一
年
五
月
よ
り
市
立
東
栄
保
育
所

四
二
年
四
月
よ
り
市
立
中
央
保
育
所

四
七
年
四
月
よ
り
市
立
開
西
保
育
所

四三
年
五
月
～
四
七
年三
月

二
八
年
四
月
～
五
一
年
三
月

三二
年
九
月
～
四二
年三
月

三
一
年

～
五
七
年三
月

～
五
四
年
四
月

名 み
ず
ほ
保
育
園

ひ
か
り
保
育
園

位

-

315



第
七
編
厚

生

明
神
町三
丁
目
七
番

二
の
坂
東
二
丁
目
九
番

江
部
乙
町
一
二
丁
目
六
番

五
四
・
四
・
一

五
一
・
四
・
二
八

五
一
・
五
・
一

四
九
・

四
・
一

四
八
・
四・

1
四
七
・
四
・
一

四
二
・
四・

六 六 三 五 五 五 六

一
○ 三五

11 三五 四 〇

10四

九
〇

六
〇

三
〇

六〇

四
五

四
五

九
〇

八
五

六〇 三
〇

五
三
三
七

四
二

八
七

〃11 1111 11 11 11 11 11

私
立
ひ
か
り
保
育
園
廃
止
に
伴
った

3
社
会
福
祉事
業
団
経
営
の
保
育
所

市
民
の
福
祉
向
上
を
目
指
す
市
で
は、
働
く
婦
人
の
強
い
要
請
も
あ
っ
て
新

し
く
保
育
所
を
建
設
し
た
り、
私
設
の
保
育
所
を
改
修し
て
市
立
移
管
を
は
か

る
な
ど
一
〇
年
余
に
わ
た
っ
て
保
育
事

業
の
推
進
に
つ
と
め
て
き
た
が、
こ
の

間
に
お
い
て
私
設
保
育
所
の
保
母
を
市

職
員
に
採
用
す
る
こ
と
を
は
じ
め
、
多

く
の
問
題
を
抱
え
て
い
た
。

花月保育所

そ
の
中
で
一
番
難
し
い
こ
と
は、
保

育
所
の
収
容
定
員
割
れ
で
あ
っ
た
。

昭
和
五
十
年
代
に
な
っ
て
市
の
人
口

は
伸
び
悩
み
の
状
態
で
あ
り
、
加
え
て

出
生
率
の
低
下
に
よ
る
年
少
人
口
比
率

が
年
低々
く
な
り、
各
保
育
所
と
も
定

歲
児

三
歳

員
に
い
た
ら
ず、
こ
の
結
果
国
や
道
な
ど
の
補
助
金
や
保
育
料
で
は
ま
か
な
い

き
れ
ず
、
毎
年
市
費
の
持
ち
出
し
が
続
い
た
の
で
ある
。

市
で
は、
こ
う
し
た
赤
字
解
消
を
は
か
る
た
め
と
、
混
合
保
育
を
希
望
す
る

父
母
も
増
え
た
こ
と
も
あ
って、

昭
和
五
十
六
年
四
月
に
開
所
す
る
花
月
保
育

所
(
旧明
苑
中
学
校舎
跡)を

滝
川
市
社
会
福
祉
事
業
団
の
経
営
に
委
託
す
る
こ
と

を
き
め
た
。

こ
の
昭
和
五
十
六
年
当
時、
東
栄
保
育
所
が
定
員
の
半
分
く
ら
い
し
か
保
育

児
が
集
ま
ら
な
い
た
め、
市
で
は
一
時
同
保
育
所
を
休
止
し
て
花
月
保
育
所
に

収
容
す
る
こ
と
を
考
え
た
が
、
東
栄
地
区
父
母
の
強
い
要
請
と
、
入
所
希
望
募

集
な
ど
の
措
置
に
よ
り
存
続
さ
せ
る
と
い
う
一
幕
も
あ
った
。

市
立
保
育
所
な
ど
の
空
き
状
況
(昭
和
五
六
年
四
月
一〇
日
現
在)

対 対
象

滝

保
育
所

人川11

11

二 三

一五 七

二 五 四

11
一
一
三
七
一
二
二
名

中
央
開
西
泉
|あ
さ
ひ
二
の
坂
滝
の
川
東
栄
花
月
計

二
の
坂
保
育
所

江
部
乙
保
育
所

東
栄
保
育
所

東
滝
川
三
丁
目
一
番

あ
さ
ひ
保
育
所

朝
日
町
西
二
丁
目
二
番

西
町
三
丁
目二
番

滝
の
川
西
五
丁
目三
番

滝
の
川
保
育
所

開
西
保
育
所
|

中
央
保
育
所

私
立
こ
ば
と
保
育
園
よ
り
移
管

私
立
西
町
保
育
園
よ
り
移
管

市
立
保育
所
と
し
て
新
設

同
右

私
立
東
栄
保
育
園
よ
り
市
移
管

江
部
乙
町
営
～
私
立
よ
り
移
管
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四
歳
児

五
歳
児

三

二 三

三 三

九 二

四

※
資
料
は
広
報
た
き
か
わ
五
六
・
四
・
一五
付
に
よ
る

そ
の
後
も
各
市
立
保
育
所
で
は
定
員
に
満
た
ず
、
昭
和
五
十
九
年
に
は
市
費

の
持
ち
出
し
が
九
、
五
〇
〇
万
円
に
も
及
ぶ
な
ど
苦
し
い
経
営
が
続
い
た。

この
た
め、
市
で
は
市
立
泉
保
育
所
を
花
月
保
育
所
と
同
じ
く
市
社
会
福
祉

事
業
団
の
経
営
に
委
託
さ
せ
る
よ
う
昭
和
六
十
年
十
二
月
の
第
四
回
市
議
会
定

例
会
に
諮
っ
た。
こ
の
結
果、
翌
六
十
一
年
度
か
ら
泉
保
育
所
は
社
会
福
祉
事

業
団
が
経
営
す
る
よ
う
議
決
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

特
に
泉
保
育
所
が
対
象
と
さ
れ
た
の
は、
施
設
も
一
番
新
し
く
、
新
興
住
宅

街
に
あ
っ
て
今
後
保
育
児
の
増
加
が
見
込
ま
れ
た
た
め
で
あ
る
。

し
かし
、
こ
の
民
営
化
に
対
し
て
は

一
部
市
民
組
織
や
保
護
者
代
表
か
ら、

委
託
は
保
育
内
容
の
低
下
に
つ
な
が
る

し
、
市
費
職
員
減
の
問
題
も
あ
り、
市

財
政
上
の
赤
字
解
消
のし
わ
よ
せ
を
子

供
に
押
し
つ
け
る
も
の
だ
と
い
う
反
対

署
名
や
要
望
書
も
出
さ
れ
た
経
緯
も
あ

っ
た。

泉
保
育
所
|泉
町
二
番
九
号

花
月
保
育
所
花
月
町
二
番
五
号
五
六
・
四
・
一

一位
置

六
一
・四
・
一

昭 開
設

日
事
業
団
の

五 六

六 八

六〇

九
〇

定
員
定
員

六三
年
度
保
育

ま
で
は
市
立

備明
苑
中
校
舎
跡
改

考

4
保
育
内
容
の
充
実

近
年、
全
国
的
な
女
性
の
社
会
進
出
増
加と
就
労
形
態
の
変
化
に
より、

乳
幼
児
保
育
も
社
会
情
勢
に
適
応
し
た
対
策
の
必
要
性
に
迫
ら
れ
て
い
る
。

滝
川
市
でも
、
こ
う
し
た
今
日
的
な
課
題
に
対
処
す
る
た
め
に、
乳
児
保

育
、
障
害
児
保
育、
更
に
保
育
時
間
の
延
長
な
ど
地
域
の
実
態
に
あ
わ
せ
た
保

育
を
始
め
て
お
り
、
今
後
更
に
内
容
を
充
実
す
る
よ
う
つと
め
て
い
る
。

ま
た、
施
設
面
で
は、
平
成二
年
十
二
月
十
五
日
に
は
東
栄
保
育
所
が
全
面

改
築、
落
成
す
る
こと
に
な
って
お
り、
平
成三
年
一
月
一
日
か
ら
は、
保
育

定
員
も
一〇
名
増
や
し
て
四〇
名
と
し
、
乳
児
保
育
も
始
め
る
予
定
で
あ
る
。

新
し
い
保
育
所
は
現
在
地
に
建
て
ら
れ、
鉄
筋
コン
ク
リー
ト
平
屋
建
て、

延
べ
面
積
三
一
五
・
五
四
平
方
メー
ト
ル、
施
設
・
設
備
も
ぐ
ん
と
近
代
化
さ

れ
る
。

第
二
章
社
会
福
祉

泉保 育所 ::

社
会
福
祉
事
業
団
経
営
の
保
育
所
の
概
要

教
室
職
員

四
二

七
七

昭
六
一
・三
・
三
一

名名

称
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第
六
節
公
営
住
宅
等

戦
後、
住
民
の
住
宅
難
は
深
刻
な
も
の
で、
滝
川
・
江
部乙
と
も
に
苦
し
い

ーの坂老人福祉住宅

財
政
事
情
の
も
と
で、
民
生
安
定
の
た
め
に
公
営
住
宅
の
建
設
に
は
特
に
力
を

注
ぎ
昭
和
二
十
五
年
以
来
継
続
し
て
実
施
し
て
い
る
。

昭
和
四
十
年
代
に
な
っ
て
個
人
的
に
住
宅
を
建
て
る
人
が
増
え
て
き
た
が、

人
口
増
や
核
家
族
化
が
進
む
中
で
住
宅
の
需
要
は
い
っそ
う
高
ま
り、
市
で
は

更
に
住
宅
の
新
設
と、
老
朽
化
に
と
も
な
う
修
復
作
業
を
併
行
し
て
実
施
し
て

き
た
。
こ
う
し
た
公
営
住
宅
の
建
設
は、
当
初
は
市
街
地
の
中
心
に
近
い
と
こ
ろ
か

ら
始
めら
れ
たが、

年
周々
辺
か
ら
郊
外
へ
と
広
が
って
いき、

い
ろ
い
ろ
な

名
称
の
団
地が
形
成
さ
れ
て
き
た。
ま
た、
公
営
住
宅
そ
の
も
の
も、
昭
和二

十
年
代
に
は
一
棟二
戸
が
主
流
で
あ
った
が、
次
第
に
大
型
化
さ
れ、
最
近
で

は
一
棟
十
数
戸
以
上
の
公
営
住
宅
も
増
え
て
き
た。

更
に、
社
会
福
祉
の
向
上
と
い
う
こ
と
か
ら
福
祉
住
宅
や、
母
子
家
庭
住
宅

の
建
設
な
ど
も
計
画
的
に
建
設
さ
れ
て
い
る
。

平
成
元
年三
月
末
に
お
け
る
滝
川
市
の
公
営
住
宅
等
の
状
況
は
次
の
と
お
り

で
あ
る
。

団

地

団
地

名

一

の
坂
団
地

小

所

計

一の
坂
東
一
丁
目
から
東三
丁
目
ま
で

在

地

(全
部
建
替)

五
七
年

五
六
年

五
五
年

五
四
年

建
築
年
度

棟
数

六 二

11

1 一

戸
数

一
四
二

三
六

三
六
三〇

四
〇

面
積
ぜ

二、
九三
六
・
四〇

二、
二
五
三
・
一〇

二、
七
一七
・
七
二

二、
七
一
七
・
七
二

一〇
、
六二
四
・
九
四
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福
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江
陵

団
地

泉
町

団
地

開
西

団
地

銀
川

団
地

東
三
丁
目
団
地

黄
金
町
団
地

朝
日
町
団
地

西
一
丁
目
団
地

一の
坂
町
西三
丁
目
六
番

三
七
年

三
六
年

三
五
年

三
一
年

四
三
年

四
二
年

四
一
年

四
〇
年

(全
部
建
替
)

六三
年

六三
年

四
一
年

二
九
年

三
〇
年

二
九
年

三
〇
年

九 二 八 九 二

11

三
三 一
四

九 九

11

1 一 1 四 八 五 三

11

七
二 八
三二
三
二

一
四

一
四
六 四
六〇
四
二

四〇

六二 三
〇
三
二 四

一
六

一六 一〇 六 九
(五
六
年
老人
福
祉
住
宅)二、
四
一
七
・
九
八

四
〇
六
・
八
八

一、
〇
三
五・
七二

九
七
五
・
三
八

四
一
六
・
三
六

五、
五
三
〇
・
八〇

一
六
五
・
三
六

二、
二八
〇
・
二
四

一、
五
九
九・
二
四

一、
四
八
五・
九
六

四、
八七二

・三
三

二、
四
二
六
・
〇
〇

二、
四
四
六
・
三三

一三
四
・
四〇

四
七
五
・
八
四

五
八
一
・
六〇

三
六
三
・
五〇

二
一八
・
一〇

二
九
七
・
四
一

11 11

小

計

(含
集
会
室
)

三
番

幸
町
四
丁
目
三
～
四
番

泉
町
一
丁
目
一
四
番

小 1 1

”
(含
集
会
室
)

幸
町
二
丁
目
一
六
番

小 儿

計

有
明
町
三
丁
目
三
番

黄
金
町
東三
丁
目
七
番

黄
金
町
西
一
丁
目
六
番

小 11

計 計

三
丁
目
六
番

朝
日
町
西
三
丁
目
六
番

四丁
目
六
番

!

一
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(旧
西
六
丁
目
団
地)

み
ず
ほ
団
地

東
栄

団
地

東
滝
川
団
地

団
地 地

東
町

団
地

..

" 11 11 11 11

小 小

東
町
四丁
目
一
番

三
～
七
番

..

五
八
年

五
七
年

五
六
年

五
五
年

五
四
年

五三
年

二
九
年

二
八
年

三
九
年

三
八
年

四
五
年

四
四
年

三
八
年

三
七
年

一三 一
一

一〇
二 1 三 二

11 七 11

二 三

一八 一三

五 五 1 一 三 九 三 六

六〇
五
六

四
三

六 五

一二 一〇 一
〇

七 七 四 六

七
二
五〇 二二 一八 11 11 ‒‒四

三三 二

九 四

二、
四
三
七
・
五
二

二、
二
五二
・
一八

二、
七
二
二
・
九
二

三
八
二
・
二〇

三
一
八
・
五〇

七
八
四
・
五
二

六
四
六
・
七
〇

五
九
一・
〇
〇

六
九
四
・
七
二

一
一八
・
九
六

三
九
七
・
三
二

一七
八
・
四
四

二、
五
九
一・
六
八

一、
七
九二
・
八
〇

七
九
八
・
八
八

七
八
五
・
七
八

一三
六・
一八

八
七
・
〇
四

五
六
二
・
五
六

一、
一六
七
・
八二

三
七
二
・
一四

七
九
五
・
六
八
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小 .

東
滝
川
町
一
丁
目
四
番

計 計 五
～
六
番

緑
町
六
丁
目
四
番

計

(含
集
会
室
)

東
町
六
丁
目
六
番

計

一番

東
滝
川
町
三
丁
目
二
番

小 小
11 11

滝
の
川
町
西
八
丁
目
四
～
六
番

計

四
四
年

四
三
年

四
一
年

....

△
三
丁
目
一
番
・
四
丁
目
一
番

東緑
町

団
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宮
前

団
地

あ
さ
ひ
団
地

11 11 11 1" 11 11 11 11

"

11小 小 小

計 計

" 一
六
番

東
二
丁
目
一三
～
一
五
(含
集
会
室
)

東
三
丁
目
九
～
一五
番

東
二
丁
目
九
～
一
四
番

計 計 西六
丁
目
五
番

西
五
丁
目
五
～
七
番

(含
集
会
室
)

八
番

三
～
八
番

二
九
年

二
八
年

三
九
年

五
六
年

五
五
年

五
四
年

五
三
年

五
二
年

五
一
年

五
〇
年

四
七
年

五
〇
年

四
九
年

四
八
年

四
七
年

四
六
年

四
五
年

一〇

五 五
11

五
四

1 一 三

八 一六

一
五

一〇

二
三 九

一四

三
九 一
五

一二

三
九

一
四

二〇 一
〇 一〇 八

三
八
五

一六 一六

六
四
六
四

八
九

八
〇
五
六

八
六

二
八
五
八

一
五
六 四

六〇

五
〇

四
二 四

六
一

七
二
七
・
〇
〇

三
六
三
・
五
〇

三
六
三
・
五
〇

二
四
八
・
二
四

二三
、
九
五
七
・
三
〇

一、
二二
六
・
〇
八

一、
二
一四
・
五
六

四、
六
五
八
・
〇
八

四、
三
六
一
・四
〇

五、
〇
八
六
・
六
〇

四、
五
四
八
・
一〇

二、
八
六
二
・
四
八

三、
六
六
四
・
四
三

一、
一四
一・
八
四

二、
五
二
二
・
五
九

七、
二
六
七
・
四
四

二〇
五
・
二
〇

二、
九
五
七
・
〇
四

二、
三〇
五
・
二〇

一、
八
〇
〇
・
〇
(

七
、
四
四
九
・
八
一

一五
七
・
〇
一

二、
六〇
三
・
一〇

見
晴

団
地

西
五
丁
目
団
地

江
部
乙
町
東
一
二
丁
目
一
番

江
部
乙
町
東
一
一丁
目
一二
番

計 一三
～
一
六
番

五
～
六

滝
の
川
町
西
三
丁
目
三
～
五
(含
集
会
室)

四
六
年

滝
の
川
町
東
三
丁
目
九
～
一〇
番

小 小

滝
の
川
町
西
六
丁
目
三
・
四
番

一
一

1 1

一八
一

滝
の
川

団
地
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南

団
地

新 北
新

興
団

第
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生

一三
番

空
知
町
三
丁
目
一二
番

新
町
二
丁
目
八
番
(
身
障
者
用)

11 11"1 11 11 11 11 "1 "1 " 1111 11 11

小

井
三 計 計

一
一番

七
・
九
番

七
番

九
・
一
一番

一〇
一二
番

一〇
番

江
部
乙
町
西
一二
丁
目
一〇
～
一
二

計

(含
集
会
室
)

江
部乙
町
東
一〇
丁
目
九
番

五
八
年

五
七
年

五
九
年

五
三
年

四
九
年

四
八
年

四
七
年

四
三
年

四
二
年

五
八
年

五
七
年

五
六
年

五
四
年

五
二
年

五
二
年

五
一
年

五〇
年

五
五
年

四
六
年

四
五
年

二
一 11

三 三 三 三 四 四 九 一 四 四

九
〇
九〇 一
八

八
八 三 二〇

三
〇 八 一三 一
四

九
八

五 五

一〇 一二 一
五

11

二〇 二〇

四
〇 一
六

一六

七、
九
七
六
・
七
〇

七、
九
七
六
・
七〇

一、
三
六
〇
・
二
八

三、
八
五
八
・
七
五

一〇
七
・
二
九

一、
〇〇
一・
四
八

一、
三
四
四
・
九
四

三
三
八
・
三
四

五
三
〇
・
六
二

五三
六・
〇
八

五、
七〇
九
・
二
六

三三
三
・
一〇

六
五
一
・六
五

三
三
二
・
八〇

七三
六
・
八三

九
四二
・三
三

六〇
二
・
八〇

一、
〇
八
三
・
七
五

一、
〇
二
六・
〇
〇

一、
九
〇
二
・
八
九

六〇
八
・
六
一

六
四
七
・
一四

六
四
七
・
一四

322
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団
地

辰
団

地町 地

1

小小

江
部
町
東
一丁
目
九
番
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章
社
会
福
祉

西
五
丁
目
団
地

緑
町

団
地

団
地

江
陵

団
地

泉
町

団
地

東
三
丁
目
団
地

団団
地 地

団
地
別
建
築
年
度
別
福
祉
住
宅
数
(平
成
元
年三
月
末)

計

四
九
年

四
八
年

三
九
年

四三
年

四
二
年

四
一
年

四
〇
年

三
八
年

三
七
年

三
六
年

三
五
年

三
二
年

四
三
年

建
築
年
度

五五 三 二111

三 一五

五 六 四 六 四 二 九 三

11 11 11 11

二
四

一二 一
二

1
11

五
八 二〇 二二 一六

二
四 一六 八 四
四

一
二 八 一二 一二 一二

棟
数

一、
〇
五〇
・
七
五

五
五
八
・
一
二

四
九
二
・
六
三

三
九
六
・
三
六

二、
〇
九
五
・
九
〇

七三
八
・三
〇

八
一
四
・
五
六

五
四
三
・
〇
四

八
〇
七
・
二
八

五
四
三
・
〇
四

二
六
四
・
二
四

一、
二
一
五
・
九
六

三
六七
・
二
〇

二三
七
・
六〇

三
二
四
・
四
八

二八
六
・
六
八

四三
〇
・三
六

積

m2

含
老人
住
宅
四戸

母
子
世
帯
向

備

一五、
九
五
三
・
四
〇

〃"1 11 11 " 1" 11

泉
町
一
丁
目
一
四
番

黄
金
町
東
三
丁
目
七
番

所 小

総

計

西
五
丁
目
五
番

滝
の
川
町
西
六
丁
目
四
番

緑
町
六
丁
目
六
番

計 六
番

六
・
七
番

〃

東
町
六
丁
目
七
番

計 四
番

〃

幸
町
四
丁
目
三
番

小
計

井
三 計

在

地

東

名

小 小 小

戸
数

面 一、
九
四
二

考

323



第
七
編
厚

生

小 所

総

江
部
乙
町
東
一
〇
丁
目
九
番

計 計

江
部
乙
町
東
一
一丁
目
一二
番

六
番

五
番

四
・
五
番

滝
の
川
町
西三
丁
目
三
・
四
番

四
七
年

四
六
年

四
五
年

四
四
年

建
築
年
数

四
六
年

四
五
年

四
四
年

四
二
年

四
〇
年

三
八
年

四
七
年

四
六
年

四
五
年

四
四
年

一三 11 四 四 三

棟
数 11 六 二 二 二 四 二二

11 11 三

一
六

三 111 三 七

六
四

一
〇
二〇 一
六

一
八

戸
数

二九
六 八

二
四

八 八 八 六 八 八

七
四

一二 一四

一
六
三
二

面

三、
〇
五
二
・
一六

四
七
九
・
五
四

九
八
六
・
四
〇

七
八
九
・
二
八

七
九
六
・
九
四

三
一
四
・
〇
二

八
六
〇
・
六
四

三
一
四・
〇
二

二
七
五
・
一〇

二
七
一
・
五
二

五
一三
・
六〇

二
六
八
・
八
〇

二
四
四
・
八
〇

二、
八
六
一
・四
一

四
七一・

一八
五
四
五
・
四
一

六二
七・
八八

一、
二
一
六・
九
四積

新
興

団
地

江
南

団
地

あ
さ

ひ
団
地

見
晴

団
地

計

在

地

団
地
別
建
築
年
度
別
北
海
道
公
営
住
宅
数
(平
成
元
年
三
月
末)

"
小

小

江
部
乙
町
東
一
一丁
目
九
番

"1 11 11 11

滝
の
川
西
三
丁
目

団見
晴

団
地

地
名

小
計

一
一番

計
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第
二
章
社
会
福
祉

橋
向
国
臣
同

矢
島
亀
露
同

中
島
広
保
同

西
村
ケイ子

同
相
田
貞
弘
同

中
村
正
男
同

正
敏
同

館 館 一
四
三 一六

三
二
三
一

三
二

三
二

九
〇 一六 一六 一
四

二
四

二〇 四
二

一
六

一六 一〇

九、
九三
五
・
二
〇

一、
二一
四
・
五
六

二、
三
五二
・
六
四

二、
三〇
六・
二
四

二、
〇
七〇
・〇
八

一、
九
九
一
・六
八

五、
六
八
五
・
一六

一、
二三
七
・二
八

一、
二二
六
・
七
二

八
一
二
・
五二

一、
三
五
四
・
五
六

一、
〇
五
四
・
〇
八

二、
〇
五
二
・
一
一

八〇
〇
・
三
二

七
二
七
・
〇
四

五
二
四
・
七
五

含
集
会
室

啓
南

団
地

滝
の
川
団
地

西
五
丁
目
団
地

右
～
同

右
～
同

右
～
同

右
～
同

白
水

務
四
六
・
八
・
二
～
五
〇
・
八
・

氏
名

就
任
年
月

退
任
年
月

滝
川
市
公
営
住
宅
入
居
者
選
考
委
員
会
(平
成
元
年
八
月
二
日
現
在)

小

総

計 計 計

滝
の
川
西
五
丁
目

計

五
五
年

五
四
年

五
三
年

五二
年

五
一
年

五
八
年

五
七
年

五
二
年

五
一
年

五
〇
年

四
九
年

四
八
年

四
七
年

六 1 二 1 1 1 1 1 三111 五 四

一〇

四 四 二
三
三
九

右
～
五
二
・
八・

1
右
～
五
四
・
八
・

右
～
五
四
・
五・
三
一 一

右
～
五二
・
八・

右
～
六
二
・
八・

右
～
同

右
～
同

右 右一 1

空
知
町

小 滝
の
川
東
五
丁
目

小
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島
周
一
郎
同

太田
薫
同

松
ヶ
平
五
作
同

千
葉
武
幸
同

右 右 右 右
1

一四



第
七
編
厚

生

右
～
現

孝
六三
・
八・

二～
元
・
八・

一

元
・
四・

一～
現

細
川
秀
夫

元・
八
・
二～
現

第
七
節
公
社
等

株
式
会
社
滝
川
振
興
公
社

自
治
体
行
政
の
計
画
的
な
進
展
を
は
か
る
た
め

に
住
宅
の
確
保、
公
共
用
地
の
取
得、
公
益
的
な
事
業
活
動
が
必
要
で
あ
り、

こ
れ
ら
の
活
動
を
側
面
的
に
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
る
公
社
が
全
国
各
地
に
設

立
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た。

滝
川
市
に
お
い
ても
、
昭
和三
十
八
年三
月
二
十
三
日
、
滝
川
市、
滝
川
市

商
工
会
議
所
及
び
中
空
知
信
用
金
庫(現

北門
信用
金庫)の

三
者
が、
資
本
金
二

〇
〇
万
円
を
拠
出
し
て
株
式
会
社
滝
川
振
興
公
社
が
設
立
さ
れ
た
。

そ
の
後
増
資
さ
れ、
平
成二
年
十
一
月
末
現
在
で
は
資
本
金二
、
〇
〇
〇
万

円
と
な
り、
滝
川
市
が二
万
四、
〇
〇
〇
株
一、
二〇
〇
万
円、
商
工
会
議
所

と
北
門
信
金が
各
八、
〇
〇
〇
株
四
〇
〇
万
円
と
な
って
い
る。

昭
和
三
十
八
年
設
立
以
来、
こ
の
年
か
ら
た
だ
ち
に
宅
地
造
成、
住
宅
建
設

に入
り
市
民
の
住
宅
需
要
に
こ
た
え
る
と
と
も
に、
ゴ
ルフ
場
の
経
営、
あ
い

が
も
の
飼
育
販
売
な
ど
多
角
経
営
に
乗
り
だ
し
て
順
調
な
歩
み
を
続
け
て
い

る
。
振
興
公
社
の
事
業
目
的
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
が、
設
立
当
時
よ
り
若
干

変
更
さ
れ
た
面
も
あ
る
(農
産
物
・
観
光
関
係
が
増
え
て
い
る)。

【 1
公
共の
た
め必
要と
す
る不
動
産
の取
得
及び
売
却、
貸
与
ならび

に
管
理
あっ
せん

3 2
住
宅
用
地、
事
業
用
地
等
の
造
成
及び
分
譲、
売
却、
貸
与
な
ら
び
に
管
理
あ
っせ
ん

住
宅
及
び
こ
れ
に
伴
う
施
設、
建
物
等
の
建
設
な
ら
び
に
分
譲、
売
却
管
理
あ
っせ
ん

4
公
益
的
事
業
の
経
営
及
び
管
理

5
市
か
ら
の
委
託
を
受
け
た
事
業
の
執
行
及び
機
械
器
具
等
の
調
達

在 在

由
良
寅
三
同

早
弓
房
松
同

土
井
恒
隆
同

大
井

務
同

小
田
中
キ
ヌ
子
同

草
沢

薫
五
〇
・
八
・
二
～
五
二
・
八
・
一

在 在

在 在 在 右 右 右
1

右
…
～
現
!

右
～
五
四
・
八
・

1
右
～
五
三
・
四
・

一

田
口

一
孝
同

大
西
英
男
同

右
～
五
六
・
四・

一

青
木
仁
八
同

右
～
六二
・
八
・

1
右

徳
田
次
治
郎
同

樋
郡
英
夫
五
四
・
八
・
二～
同

右
～
五
八
・
八・

一
山
本
綾
子
五
五
・
八
・
二
～
現

岡
本
好
夫
五六
・
四・

一～
五八
・
六
・
一

西
岡
晃
一
五
八
・
六
・
一～
六
一
・
四・

一
鈴
木

清
五八・

八
・
二～
現

右
～
六
三
・
八
・

一
在

道
川
静
子
同

右
～
六
〇
・
八・

一
小
枝
春
雄
同

右
～六
三
・
八・

一
荒
野
親
彦
六〇
・
八
・
二
～
現

在

六
一・

四・
一～
六
二
・
八・

堀束
悟

黒
田
照
子
同

平
松

孝
六
二
・
八
・
二～
現

横
井
善
吉
同

右
～
元
・
三
・三
一

束

小
出

戸
田
八
郎
同

井
上

昭
同

右
～
現

右
～
現

右
～
六二
・
八・

1
右
～
同

右
～
同

右
～
同

右
～
五八
・
八・

一
福
田
朝
野
五
二
・
八
・
二
～
五
五
・
八・

1

大
崎
文
夫
同

金
山
二
男
同

土
田
好
晴
同

右
～
六
〇
・
八
・

在

井
土
登
美
子
同

村
貞
秋
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6
農
産
物
の
生
産、
加
工
及
び
販
売

観
光、
余
暇
施設
の
設
置
及び
経営

前
各号
に
付
帯す
る
一
切の
業
務

8 7

振
興
公
社
の
事
業
概
況

1
市
民
ゴ
ル
フ
場

昭
和
五
十二
年
五
月
一
日
に
オ
ープ
ン
さ
れ
た
滝
川
市
民
ゴ
ルフ
場
は、
折

か
ら
のゴ
ルフ
愛
好
者
の
増
加
と
相
ま
っ
て
市
内
外
の
ゴ
ル
フ
ァー
か
ら
好
評

を
浴
び
、
利
用
者
が
急
激
に
増
え
て
き
た
。
こ
の
た
め
公
社
で
は
年
施々
設
を

増
設
し
て
そ
の
対
応
に
当
って
い
る
が、
現
在
更
に
平
成
元
年
か
ら
現
コー
ス

の
上
流
に
九
ホー
ルの
増
設
を
計
画
し
て
お
り
平
成三
年
七
月
オ
ー
プ
ン
を
目

指
し
て
い
る
。

現
施
設
は、
一八
ホー
ル(パ
ー七二)、

五、
五
三
八
メ
ー
ト
ル(六、〇

五
六

ャード
)、
総
面
積
六
六
万
四
、
六七
一
・一
二平
方
メ
ー
ト
ル、
夜
間
照
明
三

基
、
ゴ
ルフ
ハ
ウ
ス
など
を
備
え
て
おり
、
今
後
九
ホー
ルの
増
設
に
よ
り
い

っ
そ
う
利
用
度
が
高
ま
る
も
の
と
予
想
さ
れ
て
い
る
。

第
二
十
八
営
業
年
度
(平
成元
年
六
月
か
ら
同
二
年
五月
ま
で)の

利
用
者
は
五
万

四
、
〇
〇
〇
人
と
増
え
て
お
り、
昭
和
六
十
三
年
八
月
十
三
日
に
は
開
場
以
来

の
利
用
者
が三
〇
万
人
を
記
録
し
て
いる
。

こ
う
し
た
施
設、
入
場
者
の
推
移
な
ど
は
本
巻
第
十三
編
第三
章
の
い
こ
い

の
場
に
詳
細
記
述
し
て
い
る
の
で、
本
節
で
は
概
況
の
み
記
載
し
た
。

2
あ
い
が
も

あ
いが
も
は、
英
国
産
チ
ェ
ー
リ
ー
バ
レ
ー
種
(英
国
産
ダ
ック
と
北
京
ダ
ッ
ク
の

交
配)で
、
江
部
乙
町
の
城
畑
多
喜
雄
が
昭
和
四
十
八
年
か
ら
道
立
滝
川
畜
産
試

験
場
の
指
導
を
受
け
な
が
ら
飼
育
し
、
滝
川
市
の
あ
い
が
も
と
し
て
道
内
外
に

第
二
章

社
会
福
祉

知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。

昭
和
五
十
九
年二
月
から
滝
川
振
興
公
社
が
経
営
を
譲
渡
さ
れ
て
以
来、
企

業
努
力
に
よ
っ
て
年
経々
営
は
安
定
し
、
現
在
で
は
「北
海
あ
い
が
も
」
の
名

称
で
滝
川
市
の
特
産
品
と
な
っ
て
い
る
。

平
成
元
年
度
の
営
業
概
況
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

肉
の
生
産
と
販
売
額
年
間
七
万
四、
〇
〇
〇
羽
の
処
理
を
し
て
お
り、
ロ

ー
ス
五
六、
九二
〇
㎏、
も
も
四
一、
五
一〇
㎏、
サ
サミ
三
、
六三
七
㎏、

そ
の
他
七、
五三
〇
円の
生
産
を
あ
げ
て
おり、

年
間
販
売
額
は
二
億
一、
七

〇
〇
万
円
と
な
っ
て
い
る
。

羽
毛
製
品

羽
毛
も
脱
臭
加
工
さ
れ
て
高
級
羽
ふ
と
ん
に
製
品
化
さ
れ、

そ
の
販
売
額
も
三
、
五〇
〇
万
円
と
上
昇
し
て
き
て
い
る。

な
お、
経
営
の
推
移、
施
設
の
状
況
な
ど
に
つ
い
て
は
本
巻
第
八
編
第
一章

農
業
の
畜
産
の
節
に
記
述
し
た
の
で
本
節
で
は
現
況
の
み
記
載
し
た
。

3
駐
車
場

滝
川
市
内
の
自
動
車
保
有
台
数
は
年
々
増
加
し、
昭
和
六
十
三
年
三
月
末
に

は
二
万
四
、
〇
〇
〇
台
に
達
し
て
い
る
。
市
で
は
、
こ
う
し
た
車
社
会
に
対
応

し
て
昭
和
四
十
六
年
に
市
街
地
及
び
市
街
地
周
辺
に
所
在
す
る
遊
休
地
を
地
権

者
の
理
解
と
協
力
の
も
と
に
「無
料
買
物
駐
車
場
」
を
設
け
て
マ
イ
カ
ー
に
よ

る
買
物
の
便
宜
を
は
か
り
成
果
を
あ
げ
た。
し
か
し
、
こ
の
施
策
も
車
の
増
加

に
よ
り、
市
街
地
に
近
い
「無
料
買
物
駐
車
場
」
は
通
勤
者
な
ど
の
占
用
が
目

立
ち
、
駐
車
スペ
ー
ス
の
有
効
利
用
と
駐
車
の
公
正
を
は
か
る
た
め
低
料
金
に

よ
る
有
料
駐
車
場
設
置
の
必
要
性
に
迫
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

滝
川
振
興
公
社
で
は、
こ
う
し
た
駐
車
場
問
題
を
解
決
す
る
た
め
に、
昭
和
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五
十
二
年
十
月
一
日
に
市
内
で
は
初
め
て
の
有
料
駐
車
場
と
し
て
「本
町
買
物

駐
車
場
」
を
開
設
し、
引
続
き
翌
五
十三
年
五
月
に
「駅
前
駐
車
場」、

五
十

六
年
十
月
に
は
「
大
町
振
興
公
社
駐
車
場
」
を
開
設
し
た
。

つ
い
で、
昭
和
五
十
七
年
七
月
に
は、
商
業
協
同
組
合
シ
ョ
ッ
プ
メ
イ
ト
の

協
力
に
よ
り
栄
町
三
丁
目
の
同
組
合
所
有
地
を
借
用
し
て
、
中
空
知
で
は
初
め

て
の
自
走
式
立
体
駐
車
場
「
滝
川
第
一
パ
ー
キン
グ
」
を
開
設
し
て
商
工
業
の

振
興
と
交
通
環
境
の
整
備
に
寄
与
し
て
い
る
。

更
に、
昭
和
六
十
三
年
十
二
月
一
日
に
は、

「本
町
買
物
駐
車
場」
の
土
地

高
度
利
用
と
店
舗
の
連
た
ん
化
推
進
の
た
め
「メ
リー
ゴ
ー
ラ
ン
ド
式
タ
ワ
ー

パー
キン
グ
」
の
立
体
駐
車
場
「滝
川
第
二
パ
ー
キ
ン
グ
」
(本
町
駐
車
場)
を
開

設
し
て
市
民
の
便
宜
を
は
か
っ
た。

滝
川
振
興
公
社
が
管
理
運
営
し
て
い
る
駐
車
場

名

称
‒‒

場

栄
町
二
丁
目
二
三
一
‒‒一
平
面
駐
車
場

内 内

ワ
ー
パ
ー
キ
ン
グ

メ
リ
ー
ゴ
ー
ラ
ン
ド
式
タ

自
走
式
立
体
駐
車
場

六〇
台
収
容

月
極
一
三
台

二
〇
台

収
容
台
数

余
名
の
住
宅
確
保
が
難
し
い
た
め
に
急
遽
滝
川
振
興
公
社
が
宿
舎
対
策
に
当
た

る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

(1)國
學
院
女
子
短
期
大
学
「一
の
坂
学
生
会
館
」

以
前
に(株)中

山
組の
男

子
寮
と
し
て
使
用
し
て
い
た
鉄
筋
コン
ク
リ
ー
ト
造
り二
階
建
延べ
七
五
二
平

方
メ
ー
ト
ルの
建
物
を
取
得
し
、
女
子
学
生
が
居
住
す
る
に
ふ
さ
わ
し
い
施
設

に
改
修し
て
昭
和
五
十
七
年
四
月
の
新
入
学
生
に
供
用
を
開
始
し
た
。

2)新
町
学
生
会
館

文
化
セ
ン
タ
ー
や
図
書
館
・
郷
土
館
・
空
知
川
河
川
公

園
が
至
近
の
距
離
に
あ
る
新
町三
丁
目
に
建
て
ら
れ
た。
鉄
骨
造
り
の
五
階
建

(一、
二
階
は
滝
川
市
医
師会
立准
看護
学院が

使用)で、
昭
和
五
十
八
年
三
月
か
ら
供

用
を
開
始
し
た
。

(3)緑
町
学
生
会
館

緑
町
一
丁
目
の
鉄
骨
造
り
既
設
建
物
(
一階
は
滝
川
市
寒
地

住
宅
相
談
所、
二
・
三
階
は
建
設
会
館)に、

四
、
五
階
を
増
設
し
て
昭
和
六
十
三
年

十
一
月
か
ら
供
用
を
開
始
し
た。
こ
れ
は、
本
年
か
ら
学
生
が
増
加
し
た
た
め

に、
大
学
の
要
請
に
よ
り
北
海
道
電
力(株)の

男
子
寮
を
借
り
て
、
「西
町
学
生

会
館
」
と
し
て
開
館
し
た
の
で
あ
る
が、
老
朽
化
に
加
え
て
冬
期
の
使
用
に
耐

え
が
た
い
と
し
て、
市
から
建
設
委
託
を
受
け
て
振
興
公
社
が
建
設
し
た
も
の

で
あ
る
。

(4)西
町
学
生
会
館(男
子学
生用)=予定

滝
川
市
民
の
長
年
の
願
い
で
あ
った
大
学
誘
置
問
題
は、

女
共
学
化(予
定)に

と
も
な
い、
西
町三
丁
目
に
男
子
学
生
用
会
館
を
建
築
し、

同
年
四
月
入
寮
開
始
を
予
定
し
て
い
る。

学
生
会
館

昭
和
五
十
七
年
四
月
國
學
院
女
子
短
期
大
学
の
開
学
で
ひ
と
ま
ず
結
着
を
み

た
。し
か
し、
大
学
当
局
で
は
寄
宿
舎
建
設
ま
で
至
ら
ず、
通
学
困
難
な
学
生
の

宿
舎
は
市
民
の
協
力
を
得
て
確
保
す
る
こ
と
と
な
った
の
で
あ
る
が、
二〇
〇

滝
川
第
二
パ
ー
キ
ン
グ|本
町二
丁
目二
ー‒二
二

滝
川
第
一
パ
ー
キ
ン
グ\栄
町三
丁
目
六
一‒九

駅
前
第
一
駐
車
場

大
町
振
興
公
社
駐
車
場
大
町
三
丁
目
一‒‒一

五
平
面
駐
車
場

月
極
一
般
二
〇
、

容

六
四
台
収
容

4
賃
貸
住
宅

平
成
三
年
四
月
か
ら、
大
学
の
男
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第
二
章
社
会
福
祉

子
メー
タ
ー
に
よ
り
毎
月
実
費

二
五、
〇
〇
〇
円

二
五、
〇
〇
〇
円
(室
料
一
か
月
分)
敷
金

常
駐
(住
込
)

卜、
時
計、
自
転
車
置
場、
郵
便
受

付
)、
談
話
室
、
テ
レ
ビ、
ステ
レ
オ、
応
接
セ
ッ

ち
ゅ
う
房、
洗
面
所、
ト
イ
レ
、
浴
室
(シ
ャ
ワー

机
・
椅
子
・
収
納
タ
ン
ス
・
引
出
付
ベ
ッ
ド

全
館
集
中
暖
房
(一〇

月
～
四
月
)

二
八
室

一室
約
七
畳

鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト

一の
坂
町
西三
丁
目
七‒
三
〇

昭
和
五
十
七
年
四
月

平
成二
年
十一
月
現在

一
の
坂
学
生
会
館

新
町

昭
和
五
十
八
年
四
月

町
学

生
会

館

同
上

一か月
三
四
、
〇
〇
〇
円

三
四、
〇
〇
〇
円
(室
料
一
か
月
分
)
敷
金

常
駐
(住
込
)

自
転
車
置
場
・
郵
便
受

談
話
室
(テ
レ
ビ
・
ステ
レ
オ、
応
接
セ
ッ
ト
・
時
計
)

エ
レ
ベ
ー
タ
ー

机
・
椅
子、
ベ
ッ
ド、
カ
ー
テ
ン
、
照
明
器
具
・
調
理

用
流
し
、
ガ
ス
コ
ン
ロ(二

口)、
コ
ン
ロ
台、
服
入
れ

物
入
れ、
石
油
ス
ト
ー
ブ、
バ
ス(シ

ャ
ワー
付)、

ト

イ
レ
・
電
話

面
談
室
・
洗
面
所
・
ト
イ
レ
、
浴
室
(シ
ャ
ワ
ー
付)

机
・
椅
子
、
調
理
用
流
し、
ガ
ス
コ
ン
ロ
(二
口)、

コ
ン
ロ
台
、
押
入
れ(三

尺)、
湯
沸
器、
つ
り
戸
柵

下
足
入
れ、
電
話

個
室
暖
房
(ガ
ス
ク
リ
ー
ン
ヒ
ー
タ
ー
)

三〇
室

一室
約
一〇
畳

鉄
骨
造
五
階
建
三
～
五
階
が
学
生
会
館

新
町
二
丁
目
八
‒
一
一

緑
町
一
丁
目
一‒
一

昭
和
六
十
三
年
十
一月

緑
町

学
生 生

会
館

暖

室 規規
模

場

個
室
光
熱
費

毎
月

室
料

入
寮
一
時
金

理
人

共
用

部
分

個
室
の
備
品

房 数 等 所

供
用
開
始
年
月

学
生
会
館
の
概
要

同
上

一
か月

二
九
、
〇
〇
〇
円

二
九、
〇
〇
〇
円
(室
料
一
か
月
分)
敷
金

常
駐
(住
込
)

談
話
室
(テ
レ
ビ
、
応
接
セ
ッ
ト
・
時
計)

自
転
車
置
場
・
郵
便
受

管 名
称

一
か
月

二
階
建

鉄
骨
五
階
建
四
～
五
階
が
学
生
会
館

二
一
室

一室
約
一三
・
七
畳

個
室
暖
房
F
F
式
石
油
ス
ト
ー
ブ
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生

振
興
公
社
の
管
理
運
営
に
当
た
っ
て
い
る
賃
貸
施
設

は
学
生
会
館
の
ほ
か
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一の
坂
西
三
丁
目
に
木
造
モ
ル
タ
ル
塗
り
平
屋
建
二
棟
二
戸
(一
戸七
六・
七
六

平方
メ
ー
ト
ル)、

大
町
一
丁目
に
ブ
ロ
ッ
ク
造
二
階
建
一
棟
一
三戸
(六二
三
・六

5
各
営
業
年
度
の
財
政
状
況
(
第
一
九
営
業
年
度
以
降)

営
業

年
度

貸
借
対
照

一三
三
、
三
六
八

六
七
八、
八
三
八

八
九
六、
〇
六
一

一
七二
、
一五
四

△
四
一、
二一
二

△
一、
一六九
三
四
〇

配
当

金
| 上

記

八〇
○

う

準
備
金
の

税
金
引
当
金

六
二
五

ち

△

繰
越

(単
位
千
円
)五
一
五

八
五、
八
〇
一

△
一三
二
、
四
一
〇

△
一
四
一、
四
八
八

△
一
一三
、
六
七〇

△
九
七、
三
六三

△
四
一
、
二二
二

八
一
〇

三
五
九

金

第二
三
(53)・
6

第
二
二
(38)・ 6

第
二
一
(57)・
6
•
11

S S ～ ～

) ) ))就
任
年
月
日

初
代
山下
菊
太
郎
昭
和三
八・

三
・二
八～

昭
四六
・
五・

八
～
現
在

滝
川
市
土
地
開
発
公
社

公
有
地
拡
大
の
計
画
的
な
推
進
を
図
り
、
も
っ
て

地
域
の
秩
序
あ
る
整
備
と
公
共
の
福
祉
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て、
昭
和

四
十
七
年
六
月
十
五
日
法
律
第
六
六
号
で
公
有
地
拡
大
の
推
進
に
関
す
る
法
律

損
益
収
支

二
九、
六
九〇

五
七、
二
五
一

四
六、
六
〇
九

九、
〇
七
八

△
二
七、
八
一
八

△
一
六、
三
〇
七

△
五
六、
一四
一

四
二
七、
二三
二

一、
一四三
、
八
一
八

四
二
三
、
七〇
六

第
二
五
(60・

第
二
六
(62・

6 6

1 1 1 1

S

) ) )

第
二
〇
(36・

6
1

第
一
九
(
5
5
・
6
・
1
5
)

一、
六
九〇
、
四
六
五

一、
五
九三
、
五
五
八

一、
五八
一、
〇
八
四

一、
五三
二
、
六
七
四

四
五
九、
二
九
八

五六
三、
七
六〇

七
四八、

一二三
六
七
一、
五
〇
九

八
三
、
〇
九
五

九〇
、
六
一
九

損
益
計
算

第
二
八
(平
元
6
・
1
～
)

第
二
七
(
6
3
・
6
・
1
～
)

歴
代
社
長

三
代
吉
岡
清
栄

二
代
佐
久
間
貞
江
ク
四
四・

一・
二
八～

が
施
行
さ
れ
た
。
滝
川
市
に
お
い
て
も
、
こ
の
法
に
基
づ
い
て
滝
川
市
土
地
開

発
公
社
設
立
の
準
備
を
進
め、
昭
和
四
十
八
年
一
月
二
十
五
日
に
基
本
財
産
五

〇
〇
万
円
を
全
額
滝
川
市
が
出
資
し
て
発
足
し
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
よ
り
従
来、
土
地
の
取
得
・
管
理
・
処
分
等
を
行
っ
て
い
た
株
式
会

社
滝
川
振
興
公
社
か
ら
土
地
開
発
に
関
連
す
る
事
業
が、
こ
の
土
地
開
発
公
社

に
移
譲
さ
れ
て
目
的
を
達
成
す
る
た
め
の
業
務
が
行
わ
れ
て
い
る
。
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そ
の
他
の
賃
貸
施
設

平
方
メー
ト
ル)、

同
じ
く
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
三
階
建
(七二

九
平
方
メ
ー
ト
ル、

三
階
部
分鉄
骨
造)、

泉
町
四
丁
目
に
木
造
平
屋
建
一
六
棟三
一
戸(約一、

九
一三
平

方
メ
ー
ト
ル)
で
あ
る
。

一
六〇

1 1

二
八、
五五〇

△ △

第
二
四
(60・

6

・

一 S

一、
〇
三
四、
七
一六

一、
〇
一〇
、
九
四
九

二六
三
、
八
〇
二



土
地
開
発
公
社
設
立
後
の
業
務
一
覧
(昭
和
五
五
年
度
以
降
)

年平
元

六三 六二
六
一
六〇

五
九

五
八

五
七

五
六

五
五 度

分

面

一・
六

三
・
〇

〇
・
二

二
五二
、
九
九
九

四
・
五

〇
・
八

二
七
三
、
六三
二

四
・
五

三
・
〇

二
・
三

一・
六

二
・
九

一
・
三

七
七
〇
、
五
六
四

二〇
六、
三
一
九

五
三
六
、
八
六
五

一、
二
六
九、
三三
四

三
一
八
、
〇
六
八

八
二
〇
、
〇
四
一

額
千
円

余
金

分

前
年
度
利
益
剰

剰

九
四
七

六
三
七

七
九〇

八
六
二

一五
、
〇
四
六

四、
三
一
〇

五、
八
四
七

七
、
九
三
八

当
期
純
利
益

一五
、
九
九
三

四、
九
四
七

六、
六三
七

八、
七
九〇

利
益
剰
余
金

当
年
度
末
処
分

書
千
円九
六
三

二、
〇
五
七

四
八
九

四
、
九
二
六

六、
六
八
一

二〇
九、
〇
七
五

二〇
三
、
一
一
一

二〇
一、
〇
五
四

一九
五、
六
三
七

二〇
〇
、
五
六
五

一八
八、
九
五
六

準
備

金
合 合

一
五、
〇
〇
〇

四、
○
○
O

六、
○(

八
、
〇
〇
○

利
益
積
立
金
準金

剰
余
金
処
理

千
円

翌
年
度
繰
越

計 九
九
三

九
四
七

六三
七

七
九
〇

一一
・三

一
七
・三

〇
・
九

一
四
・
〇

積

ha

金

五二
〇
、
四
〇
一

四
六
八、
七〇
八

八
四
八
、
〇三
二

一、
二二
七、
一〇
四

三
七
八、
六
一六

一、
二
一
二、
四
九
三

額
千
円|

得

面
積
的

処四
・
八

一
六
・
〇

二
・
〇

一三
・
三

金

七
一
五、
二
四三

八
五
四、
七
八
一

五
三
二
、
五
一
四

三
八
四、
八
七
五

一八
八、
九
五
六

一九
五、
六
三
七

二〇
〇
、
五
六
五

一
八
七、
九
九
三

前
期
繰
越
準
備
金

二〇
三
、
一一
一

二〇
一、
〇
五
四

当
年
度
純
利
益

余
金

三 計
算

九
六
三

保
11

在
歴
代
理
事
長
初
代
後
呂
義
久
昭
和
四
八
・
一・
二
五
～
五
七
・
三
・
三
一

二
代
荒
島

五
七・
四・

一～
現

株
式
会
社
滝
川
農
業
開
発
公
社

市
内
で
生
産
さ
れ
る
農
畜
産
物
を
有
効
に

利
用
し
、
農
業
の
振
興
と
、
さ
ら
に
は
地
域
産
業
の
活
性
化
を
図
る
こ
と
を
目

的
と
し
て
第
三
セ
ク
ター
方
式
に
よ
る
滝
川
農
業
開
発
公
社
が、
平
成
二
年
五

月
二
十
四
日
に
設
立
さ
れ
た
。
資
本
金
は
総
額
三
、
五〇
〇
万
円
で、
滝
川

市
・
滝
川
市
農
業
協
同
組
合
・
江
部
乙
町
農
業
協
同
組
合
ほ
か
市
内
金
融
団

体
・
民
間
団
体
等
の
一
五
団
体
が
出
資
を
し
て
い
る
。

第
二
章
社
会
福
祉

主
な
事
業
と
し
て
は
雇
用
の
機
会
拡
大
を
図
り
、
新
し
い
特
産
品
(オ
ニオン

パ
ウ
ダ
ー
=
タ
マ
ネ
ギパ
ウ
ダー、

丸
加
織
り
な
ど)
の
開
発
と
販
売
に
つ
と
め
る
と
と

も
に
、
園
芸
セ
ン
ター
を
は
じ
め農
業
関
連
施
設
の
管
理
運
営
の受
託
を
す
る

こ
と
と
し
て
い
る
。

具
体
的
な
内
容
に
つ
いて
は、
第
八
編
第
一
章
農
業
第
十
七
節
に
記
載
し
た

の
で
本
節
で
は
概
要
の
み
記
述
し
た。

相
談
役
吉
岡
清
栄
(滝
川
市
長
)
広
沢
曄
夫
(滝
川
市専
門員)

代
表
取
締
役
社
長
山
岸
幹
男
(滝
川
市
農
業
協
同
組
合
長)
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一、
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七、
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六

四二
九、
〇
七
四
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専
務
取
締
役

常
務
取
締
役

同

生

高
田
常
弘
(滝
川
市
農
務
部
長)

大川
平
吉
(江
部
乙
町
農
業
協
同
組
合
長
)

菊
井
修
一
(農業
開
発公
社
開設
準
備室
次
長)

株
式
会
社
滝
川
リ
ゾ
ー
ト
開
発

観
光
開
発
は、
都
市
経
営
・
都
市
活
性
化

の
重
要
な
施
策
と
し
て
積
極
的
な
推
進
が
必
要
で
あ
り
、
こ
の
た
め
、
滝
川
市

を
は
じ
め
民
間
企
業
・
団
体
・
個
人
も
含
め
た
第
三
セ
ク
タ
ー
と
し
て
昭
和
六

十
一
年
九
月
四
日
に、

「株
式
会
社
滝
川
リ
ゾ
ー
ト
開
発
」
が
設
立
さ
れ
た。

資
本
金
は
二
億
一
二〇
万
円
で
、
滝
川
市
が
六、
〇
〇
〇
万
円
出
資
し
、
他
は

五
〇
の
金
融
機
関
や
商
工
業
団
体
及
び
個
人
が
出
資
し
て
い
る
。

従
来、
本
市
で
は
資
源
に
恵
ま
れ
て
い
な
い
こ
と
を
理
由
と
し
て、
観
光
適

地
と
し
て
の
開
発
潜
在
力
が
小
さ
い
と
考
え
ら
れ
て
い
た
が、
最
近
に
な
っ
て

新
観
光
協
会
の
発
足
を
は
じ
め
各
種
イ
ベ
ン
ト
や
地
場
産
品
な
ど
の
台
頭
が
め

ざ
ま
し
く
、
更
に
道
央
高
速
道
路
が
旭
川
市
ま
で
開
通
さ
れ
た
こ
と
は、
道
央

圏
・
旭
川
圏
二
九
〇
万
人
を
本
市
に
誘
致
し
得
る
可
能
性も
現
実
的
な
も
のと

な
っ
て
き
た
。

ま
た、
観
光
に
対
す
る
考
え
方
も
、
周
遊
型
か
ら
目
的
型
へ、
「見
る
」
観

光
か
ら
「す
る
・
ふ
れ
あ
う
・
知
る
」
観
光
へ、
大
衆
観
光
か
ら
小
衆
観
光
へ

と
志
向
の
変
化
が
あ
っ
て、
本
市
のも
つ
自
然
的
資
源
と
都
市
的
資
源
の
観
光

開
発
の
潜
在
力
も
高
ま
って
き
て
い
る
。

こ
う
し
た
有
利
な
条
件
を
最
大
限
に
生
かし
、
ま
ち
づ
く
り
の
た
め
の
長
期

的
展
望
に
立
っ
た
公
共
的
利
益
を
重
視
し
て、
必
要
な
公
共
投
資
も
行
い、
魅

力
的
な
ま
ち
づ
く
り
と
経
済
の
活
性
化
を
は
か
る
べ
く
計
画
中
で
あ
り、
特
に

当
面
は、
丸
加
高
原
の
リ
ゾ
ー
ト
開
発
を
中
核
と
し
て
す
す
め
て
い
る。

会
社
設
立
以
降
の
主
な
事
業
と
し
て
は
、
空
知
太
レ
ス
ト
ハ
ウ
ス
(ス
キ
ー
場)

事
業、
民
芸
品
販
売
事
業
(滝
川の
観光
テ
レ
ホン
カー
ド
等)、

動
物
園
事
業
(北
電
公

園
の
ど
う
ぶつ
ら
んど)、

そ
の
他
こ
れ
ら
の
事
業
に
付
帯、
関
連
す
る
も
の
で
あ

る
。
な
お、
平
成
二
年
十二
月
二
十
三
日
に
は、
丸
加
高
原
に
ス
ノ
ー
モ
ー
ビ

ル
ラ
ン
ド(五

ュース)を
開
設
し
、
冬
の
観
光
開
発
を
強
化
す
る
こ
と
と
な
っ

た
。

歴
代
役員

代
表
取
締
役
社
長

代
表
取
締
役
専
務

荒
島

保
昭
六
一
・九・

四
～
現

吉
岡
清
栄
昭
六
一
・九
・
四
～
現

在 在
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第
三
章
上
水
道
・
下
水
道

第
一
節
上
水
道
設
置
以
前
の
飲
料
水

滝
川
・
江
部乙
の
両
市
街
地
域
は
と
も
に
水
質
が
悪
く、
住
民
は
開
村
以
来

長
年
に
わ
た
っ
て
飲
料
水
に
は
悩
ま
さ
れ
て
い
た
。
両
地
域
と
も
、
地
質
が
氾

濫
堆
積
層
と
泥
炭
地
が
多
く、
鉄
分
や
有
機
物
に
よ
る
臭
気
性
を
多
く
含
ん
で

い
た
り、
ま
た
空
知
川
沿
い
の
地
層
に
は
濃
い
塩
分
が
含
ま
れ
て
い
る
な
ど
飲

料
不
適
の
水
が
多
か
った
の
で
あ
る
。

こ
の
た
め、
住
民
は
良
い
水
を
得
よ
う
と
い
ろ
い
ろ
と
工
夫
を
こ
ら
し
て
い

た
。
滝
川
市
街
の
一
部
(現
大町・

本
町)で

は
、
滝
川
神
社
境
内
に
近
い
官
有
地

の
沢
の
良
質
な
湧
き
水
を
利
用
し
て、
明
治
三
十
八
年
に
水
道
組
合
を
結
成
。

長
年
に
わ
た
っ
て
施
設
の
改
良
を
重
ね
な
が
ら
、
昭
和二
十
八
年
の
上
水
道
設

置
ま
で
使
用
し
て
い
た
(昭
和二
十
八
年三
月
現
在
利
用
者
は九三

戸、
三
八
一人)。

江

部
乙
で
は、
戦
後
果
樹
園
高
台
地
帯
の
地
下
水
及
び
湧
水
を
利
用
し
て
良
い
水

の
確
保
に
つ
と
める
な
ど
苦
労
が
多
か
った
。

こ
し
かし
、
大
部
分
の
家
庭
で
は、
苦
労し
て
浅
井
戸
を
掘
っ
た
り、
打
ち
込

み
ポ
ン
プ
の
水
を
汲
み
あ
げ
「水
濾
し
」
(水
桶
の下
部
に
木
炭
を半
分
位
入
れ、
そ

の
上
に
木
わ
た
を
広
げ
、
さ
ら
に
そ
の上
に
川
砂
を
入
れ
た
も
の)を

使
い、
か
な
け
や、

に
お
い、
ご
み
を
取
り
除
い
て
飲
料
水
と
し
て
い
た
。

ま
た、
良
い
水が
ほ
し
い
と
い
う
願
い
は
一般
家
庭
だ
け
で
は
な
く
、
中
小

工
場
の
製
品
や、
ボイ
ラ
ー
施
設
な
ど
も
用
水
の
良
否
の
影
響
が大
き
く
、
上

第
三
章
上
水
道
・
下
水
道

水
道
敷
設
に
対
す
る
要
望
は
長
い
間
続
け
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
こ
の
間
の

状
況
に
つ
いて
は
市
史
上
巻
第
七
編
第三
章
第
一
節
及
び
滝
川
水
道三
〇
年
記

念
誌
(昭和

五十九
年刊)「

水
の
歩
み
」
に
詳
述
さ
れ
て
い
る
。

第
二
節
滝
川
市
上
水
道

こ
う
し
た
住
民
の
要
望
に
応
え
て
町
で
は
昭
和
二
十
五
年
八
月
上
水
道
調
査

に
着
手、
二
十
八
年
四
月
に
通
水
し
た
。
以
後、
昭
和
五
十
四
年
ま
で
旧
江
部

乙
町
の
簡
易
水
道も
含
め
た
第
四
期
拡
張
事
業
に
至
る
上
水
道
施
設
の
経
過
は

市
史
上
巻
に
記
述
さ
れ
て
い
る
ので
省
略
す
る
。
本
節
で
は、
第
五
期
拡
張
事

業
以
降
の
状
況
と
中
空
知
広
域
水
道
企
業
団
の
設
立
並
び
に、
水
道
創
設
以
来

現
在
ま
で
の
沿
革
概
要
一
覧
を
記
載
し
た
。

第
五
期
拡
張
事
業

昭
和
四
十
六
年
江
部
乙
町
と
の
合
併
で、
同
町
の
簡
易
水
道
施
設
は
滝
川
市

水
道
施
設
と
し
て
供
用
が
開
始
さ
れ
た
た
め、
給
水
区
域
の
拡
張
変
更
が
生
じ

計
画
の
一
部
変
更
を
し
た
が、
そ
の
後
も
水
需
用
は
増
大
の
一
途
を
た
ど
り
計

画
水
量
を
超
え
る
よう
に
な
った
。

こ
の
た
め、
市
水
道
部
で
は
配
水
幹
線
に
調
整
弁
を
設
置
し
、
配
水
量
の
自

動
コン
ト
ロー
ル
を
始
め、
有
収
率
(漏れ

など
に
よる
無駄
な水
を
なくす

る
こと
)

の
向
上
に
配
意
す
る
な
ど
努
力
し
た
が、
先
に
計
画
し
た
一
日
最
大
給
水
量
の

一万
二
、
六〇
〇
立
方
メ
ー
ト
ル
を
オ
ー
バ
ー
す
る
日
も
あ
り
、
抜
本
的
な
対

策
に
せ
ま
ら
れ
て
き
た
。
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第
七
編
厚

生

こ
の
解
決
策
と
し
て、
昭
和
五
十
五
年
に
な
って
取
水
量
の
増
量、
こ
れ
に

伴
う
高
速
沈
澱
装
置
、
濾
過
量
の
増
量
を
主
目
的
と
し
た
第
五
期
拡
張
事
業
計

画
が
策
定
さ
れ
た。

こ
の
概
要
は、
達
成
目
標
年
次
を
昭
和
五
十
七
年
度
と
し
、
計
画
給
水
人
口

は
四
万
八、
〇
〇
〇
人
、
一日
最
大
給
水
量
一
万
九、
〇
〇
〇
立
方
メ
ー
ト

ル、
総
工
費
は三
億
二
、
〇
〇
〇
万
円
以
内
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
工
事
は、

昭
和
五
十
五
年
度
を
初
年
度
と
し
、
取
水
施
設
の
増
強、
浄
水
能
力
ア
ップ
の

た
め
の
改
造、
配
水
池
一
池
増
設
等
を
含
め
て
順
調
に
進
み、
予
定
ど
お
り
昭

和
五
十
八
年三
月
に
竣
工
し
た
。

一方
、
水
利
権
の
増
量
確
保
に
つ
い
て
は、
建
設
省、
厚
生
省
を
始
めと
す

る
関
係
官
庁
と
協
議
を
重
ね
る
と
と
も
に、
昭
和
五
十
二
年
度
か
ら
空
知
川
の

日
々
の
流
況
状
態
の
測
定
を
実
施、
更
に
「
駄
馬
の
沢
川
」
を
含
め
空
知
川
支

流
の
小
河
川
の
流
量
等
を
綿
密
に
調
査
す
る
な
ど
の
措
置
に
努
め
た。

こ
う
し
た
努
力
の
な
か
で、
余
剰
水
利
権の
見
込
み
も
な
い
こ
と
か
ら、
当

時
調
査
中
で
あ
っ
た
滝
里
ダ
ム
建
設
に
参
画
し、
水
道
用
水
の
貯
留
権
を
取
得

す
る
こ
と
を
条
件
に
許
可
を
得
る
こ
と
の了
解
を
と
り
つ
け
る
こ
と
が
で
き

た
。こ
う
し
て、
昭
和
五
十
五
年
度
に
日
量
四、
五二
七
立
方
メー
ト
ル
の
暫
定

豊
水
水
利
権
が
許
可
と
な
り
、
以
後、
毎
年
度
許
可
申
請
を
行
い
昭
和
五
十
八

年
度
に
は
日
量
五
、
二
八
二
立
方
メ
ー
ト
ル
の
許
可
を
得
る
に
至
った
。

滝
里
ダ
ムの
建
設
が
着
手
さ
れ
た
昭
和
五
十
八
年
度
から
の
許
可
申
請
は三

か
年
ご
と
と
な
り、
平
成
元
年
度
に
は
許
可
量
が
日
量
七、

一七
七
立
方
メ
ー

ト
ル
に
ま
で
増
量
さ
れ
た。
ま
た、
こ
の
間、
昭
和
五
十
八
年
四
月
に
中
空
知

広
域
水
道
企
業
団
が
設
立
さ
れ
た
こと
か
ら
、
滝
里
ダ
ム
参
画
に
伴
う
貯
留
権

の
申
請
は
同
企
業
団
が
行
う
こ
と
と
な
っ
た
。

こ
う
し
た
滝
里
ダ
ム
か
ら
の
貯
留
権
の
増
量
の
実
現
は、
吉
岡
清
栄
滝
川
市

長
が
石
狩
川
水
対
策
協
議
会
副
会
長
と
、
中
空
知
広
域
水
道
企
業
団
企
業
長
と

し
て
の
立
場
か
ら、
同、ダ
ム
の
建
設
促
進
を
は
か
る
と
と
も
に、
水
没
住
民
等

へ
の
対
応
を
強
力
に
推
進
し
た
と
い
う
背
景
が
あ
る
こ
と
を
付
記
し
て
お
く
。

た
ま
た
ま
、
昭
和
五
十
六
年
八
月
、
集
中
豪
雨
に
よ
っ
て
空
知
川
が
氾
濫

し
、
一時
期
近
隣
市
町
の
水
道
施
設
で
の
取
水
が
で
き
な
く
な
っ
た
が、
滝
川

市
の
取
水
施
設
は
増
設
整
備
が
完
了
し
て
試
運
転
中
で
あ
り、
そ
の
機
能
を
一

〇
〇
パ
ー
セン
ト
発
揮
し、
濁
度
二
、
〇
〇
〇
度
以
上
の
原
水
を
浄
水
し
、
市

内
は
も
と
よ
り
近
隣
市
町
の
飲
料
水
の
供
給
を
行
い
感
謝
さ
れ
た
も
の
で
あ

る
。有
収
率
の
向
上

有
収
率
を
高
め
る
た
め
に
昭
和
五
十
二
年
度
か
ら
計
画

的
な
漏
水
調
査、
配
水
管
の
補
修、
給
水
装
置
の
点
検、
夜
間
に
お
け
る
区
間

流
量
調
査
や
故
障
の
発
見
と
修
理
体
制
の
強
化
に
努
め
た
結
果、
有
収
率
は
年

々
向
上
し、
昭
和
五
十
一
年
度
末
で
は
六
七
・
〇
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
っ
た
の

が
、
平
成
元
年
度
末
現
在
で
は
八
二
・
八
パー
セ
ン
ト
に
ま
で
伸
び
て
い
る
。

こ
の
有
収
率
は
全
道
的
に
高
い
水
準
を
占
め
て
い
る
が、
市
水
道
部
で
は
更

に
有
収
率
を
高
め
る
た
め
に
不
断
の
努
力
を
し
て
い
る
。

江
部
乙
地
区
簡
易
水
道
事
業
(十
六
丁
目
以
北)

こ
の
地
区
は、
滝
川
市
江
部乙
町
の
北
部
に
位
置
し、
泥
炭
地
質
の
た
め
良

質
な
水
源
を
得
る
こと
が
難
し
く
、
地
域
住
民
は
移
住
以
来
飲
料
水
の
確
保
に

苦
労
を
し
て
い
た。
こ
の
た
め、
以
前
か
ら
要
望
は
し
て
い
た
が、
昭
和
五
十
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年
ご
ろ
か
ら
上
水
道
布
設
を
強
く
要
望
す
る
に
至
っ
た
。

市
で
は
種
検々
討
の
結
果、
国
庫
補
助
金
導
入
の
簡
易
水
道
事
業
に
よ
る
水

道
設
置
が
最
も
適
当
で
あ
る
と
判
断
し、
地
域
住
民
と
協
議
を
重
ね、
市
及
び

関
係
者
が
一
丸
と
な
っ
て
努
力
の
結
果、
昭
和
五
十
五
年
四
月
に
北
海
道
知
事

の
認
可
を
得
て
事
業
を
推
進
す
る
こ
と
に
な
った
。

事
業
概
要
は、
給
水
区
域
を
江
部
乙
町
十
六
丁
目
以
北
と
し
、
計
画
給
水
人

口
は
八〇
〇
人
、
一日
最
大
給
水
量
二
〇
〇
立
方
メー
ト
ル、
事
業
費
は二
億

四
、
八〇
〇
万
円
(内、

国
庫
補
助
金八、

二
五〇
万
円、
受
益
者
負
担
金
一
、
九
四
七
万

円)で
あ
る
。
工
事
は二
か
年
継
続
の
予
定
の
と
こ
ろ、
昭
和
五
十
五
年
七
月

に
着
手、
十
一
月
に
竣
工
と
い
う
短
期
間
工
事
で
あ
った
。

地
下
水(深

さ二
七〇
メー
ト
ル)を
水
源
と
す
る
東
十
八
丁
目
の
東
陽
浄
水
場
の

運
転
管
理
は
自
動
化
さ
れ、
機
器
等
の
異
常
警
報
は
電
話
回
線
で
富
平
浄
水
場

等
に
通
報
す
る
シ
ス
テ
ム
と
し、
無
人
化
と
し
た
。

な
お、
こ
の
簡
易
水
道
事
業
は
昭
和
六
十
一
年
度
の
上
水
道
第
六
期
拡
張
事

業
に
併
せ
て
水
道
事
業
効
率
化
の
た
め
に
統
合
さ
れ
て
い
る
。

第
六
期
拡
張
事
業

中
空
知
の
中
核
都
市
と
し
て
各
種
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
推
進
し
て
い
る
滝
川

市
は
、
今
後
更
に
生
活
用
水、
関
連
用
水
の
需
要
増
加
が
見
込
ま
れ
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
将
来
の
安
定
し
た
給
水
を
確
保
す
る
た
め
に
、
中
空
知
広
域
水

道
企
業
団
(構
成
団
体
滝
川
市、
砂
川
市、
歌
志
内
市)か

ら
用
水
供
給
を
受
け
る
こ

と
を
基
本
に、
平
成
七
年
度
完
成
を
目
標
と
し
た
第
六
期
拡
張
事
業
計
画
を
策

定
し、
昭
和
六
十
一
年三
月
三
十
一
日
厚
生
大
臣
の
認
可
を
受
け
て
現
在
事
業

を
推
進
中
で
あ
る
。
この
事
業
の
内
訳
概
要
は
、
江
部
乙
地
区
の
給
水
区
域
の

第
三
章
上
水
道
・
下
水
道

拡
張
と、
江
部乙
地
区
簡
易
水
道
事
業
の
統
合
、
更
に
市
街
地
周
辺
部
及
び
道

立
畜
産
試
験
場
専
用
水
道
地
区
ま
で
給
水
区
域
を
拡
張
し
よ
う
と
い
う
も
の
で

あ
り、
計
画
給
水
人
口
六
万
人、一

日
最
大
給
水
量二
万
七、五

〇
〇
立
方
メ
ー

ト
ル、
事
業
費
は
二
一億
三
、
〇
〇
〇
万
円
(内、

水
道広
域
化
促
進
地
域
上
水
道
施

設
整
備
国
庫
補
助
六
億
六、
二
〇
〇
万
円)と

な
っ
て
い
る
。

工
事
の
内
容
は、
中
空
知
広
域
水
道
企
業
団
か
ら
の
受
水
に
対
応
す
る
た

め、
黄
金
町
東
三
丁
目
に
配
水
池
(RC

造
一、
〇
〇
〇
"m×二

池)の
建
設
、
配
水

セ
ン
タ
ー
(RC

造、
地
上
三
階、
地
下
一
階延
面
積
一、
四
七
五㎡Ⅲ)の

建
設
、
配
水
管

(ゆ
二
〇
〇
～
ゅ
五
〇
〇
・
D
K
C
I
P
、
延
長
九、
六
七
四im)の

布
設
、
そ
の
ほ
か
配

水
ポ
ン
プ
、
受
変
電
設
備、
非
常
用
電
源、
計
装、
運
転
制
御、
電
算
シ
ス
テ

ム
等
で
あ
る
。

配水センター

こ
の
う
ち
、
配
水
セン
ター
に
つ
い
て
は、
市
内
一
の
坂
町
以
北、
江
部
乙

町、
東
滝
川
地
区
の
高
台
地
区
配
水
区

域
に
全
自
動
シ
ス
テ
ム
制
御
に
よ
る
配

水
ポ
ン
プ
直
送
給
水
を
す
る
も
の
で、

計
画
一
日
最
大
一万
立
方
メ
ー
ト
ル
の

配
水
能
力
を
持
つ
と
と
も
に、
市
内
全

体
の
総
合
的
水
管
理
の
た
め、
企
業
団

か
ら
の
受
水
及
び
配
水
ま
で
を
一貫
し

た
集
中
監
視
制
御
で
安
全
か
つ、
効
率

的
な
事
業
運
営
を
図
る
た
め
設
置
さ
れ

た
も
の
で
あ
る
。

水
道
料
金
の
改
訂
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第
七
編
厚

生

水
道
事
業
の
経
営
は、
地
方
公
営
企
業
法
に
基
づ
き
独
立
採
算
制
を
原
則
と

す
る
事
業
で
あ
り、
収
益
的
支
出
を
賄
う
た
め
の
料
金
収
入
が
必
要
と
さ
れ
て

い
る。
し
た
が
っ
て
昭
和二
十
八
年
の
創
設
以
来、
物
価
の
変
動、
人
件
費
・

諸
経
費
の
増
嵩
等
から
現
在
ま
で
九
回(うち

一
回は
消費
税関連)に

わ
た
り
改
定

が
行
わ
れ
て
い
る。
そ
の
う
ち、
昭
和
五
十
五
年
以
降
に
お
い
て
は、
五
十
六

年
四
月、
六
十
一
年
四
月、
平
成二
年
四
月
の
三
回
に
わ
た
り
前
記
事
由
に
よ

っ
て
料
金
が
改
定
さ
れ
て
いる
。
な
お、
平
成
元
年
四
月
から
適
用
さ
れ
た
消

費
税
法
は
水
道
料
金
にも
適
用
さ
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
条
例
の
改
正
に
よ
り
同

年
七
月
か
ら
料
金
に
転
嫁
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

消
費
税
法
の
施
行
に
よ
る
条
例
改
正
を
除
き
、
前
記
改
定
に
あ
た
っ
て
は、

事
前
に
市
営
事
業
等
調
査
審
議
会
に
諮
問
を
行
い、
そ
の
答
申
に
基
づ
き
市
議

会
に
提
案、
議
決
を
得
て
決
定
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

新
水
道
料
金
(平
成
二
年
四
月
一
日
よ
り
適
用
・
消
費
税
込
)超

過
料

金

三三
〇

二
七
〇
円

水

人 状

四
六、
〇
五
八

四
五、二

六三
四
四、
六二
三

口

人 普

口 及八
七
・
六

八
六
・
一

八
五
・
四 比 率

キ
ロ

メ
ー
ト
ル

配
水
管

延
長

二
四
一
・
一
一

二二
九
・
五
二

二
一
一
・〇
二

上
水
道
給
水
戸
数
・
人
口及
び
普
及
率
(昭
和
五
十
四
年
度
以
降)

務 事

務
用

,
用

用
途
別

世

一八、
〇
一二

一七、
八三
二

一七
、
五
一四

帯 行
政

区
域

内

11

ト
ル
ま
で

八
立
方
メー

基
本

水
量

基
本
料
金
(一
か
月
に
つ
き)

五二、
五
六
七

五二
、
五
四
四

五二
、
二
七
九 口

世

一五、
三
二
一

一四、
九
八
八

一四、
四
七
八

福
祉
世
帯
用

臨
時
用

用

八

一〇
" 11

中
空
知
広
域
水
道
企
業
団
の
設
立

滝
川
市
で
は、
昭
和二
十
八
年
の
通
水
以
降、
六
期
に
わ
た
っ
て
計
画
的
な

水
道
整
備
事
業
が
行
わ
れ
て
お
り
、
平
成
元
年
度
末
現
在
の
普
及
率
は
九
六
・

一
パ
ー
セ
ン
ト
と
な
っ
て
い
る
。

一
方
、
将
来
の
水
需
要
の
増
嵩
に
対
処
す
る
た
め、
昭
和
五
十
八
年
に
滝
川

市
・
砂
川
市
・
歌
志
内
市
の三
市
で
中
空
知
広
域
水
道
企
業
団
を
設
立
し
、
新

設
さ
れ
る
滝
里
ダ
ム
か
ら
の
取
水
と
供
給
施
設
の
整
備
を
す
す
め
て
い
る
。

こ
のう
ち、
第
一
期
工
事
と
し
て
の
取
水
・
送
水
・
浄
水
場
施
設
は
平
成
二

年
三
月
十
日
に
完
工
し
、
三月
三
十
一
日
通
水
式
を
挙
行、
四
月
一
日
か
ら
用

水
供
給
を
開
始
し
た。

こ
の
中
空
知
広
域
水
道
企
業
団
設
立
の
経
過
と
現
状
に
つ
い
て
は
、
本
巻
第

五
編
第
五
章
広
域
行
政
に
記
載し
た
の
で、
本
節
で
は
省
略し
た
。

年 業 家

年

五
六

五
五

昭
和
五
四

数

人 料五、
一〇
〇

一、
七〇
〇

金

T
超
過
一
立
方
メ
ー
ト

"1

ル
に
つ
き

給
帯

数

浴
場

一〇
〇
立
方
メ
ー

ト
ル
ま
で
一二、
六〇

一、
〇
〇
〇

五、
八
〇
〇

11

|超
過
一
立
方
メ
ー
ト

ル
に
つ
き

二
七〇
五
八
〇

一
七
〇

※
こ
れ
に
合
わ
せ
て下
水
道
使
用
料
も
値
上
げ
さ
れ
た。

(下
水
道
の項
)

況
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第
三
章
上
水
道
・
下
水
道

三
、
九
七二
・
七

三、
八
四
六
・二

三、
六
六
八
・
九

三、
五八三

・〇
三、
五
一
一・
八

三、
五
一九
・
七

三、
三
八
五
・
六

三、
三〇
八
・
八

一、
九
八
五
・
六

一、
九
一〇
・
〇

一、
七
八
二
・C

一、
七
五
〇
・
八

一、
六
五
二
・
五

事事
用

業

一、
四〇
二
・八

一、
三八
三
・
九

一、
三二
〇
・三

一、
二
九二
・
八

一、
三
一〇
・
一

一、
三
七
五
・
二

一、
三
七
九
・
〇

一、
三
七
八
・
九

一、
三
四〇
・
四

一、
三
五
三
・
五

一、
三
五五・

三

務
用 用

一
五
・
三

九
・
〇

八
・
六

六
・
七

九
・
四

一五
・
一

一
七
・
五

一五・
一

七
・
六

七
・
〇

七
・
八

臨
時

三
・
五

四
・
九

七
・
四

九
・
三

七
・
五

三
・
三

三
・
五

四
・
八

五
・
八

五
・六
四
・
五

用 用

七三
五、
四
三
二

七
一八
、
六
六二

六
八
七、
五
一一

六
六
六、
三
四
四

五
七
八
、
〇
六
四

五
八
〇
、
九
七
一

五
六
二、
三八
八

五
四
九、
八
〇
八

五
一〇
、
五
九
四

三
四
一、
六
六
五

三
三
一
、
〇
七
一

水
道
料
金
(千
円
)

平
成
元

六三

六
二

六
一

六
〇
五
九
五
八

昭
和
五
七

一
九、
〇
〇
二

一八、
八三
九

一八、
八
二
四

一八
、
八三
八

一
八、
七
八
二

一八、
七
〇
〇

一八、
五八
二

一
八、
三
六
二

五
〇
、
三
五
六

五
〇
、
八
一八

五
一、
三
三
一

五
一、
九
一四

五
二
、
一五
六

五二
、
四
六
四

五二
、
六
九
四

五
二
、
七
七
四

一七、
一七
八

一七、
一六
四

一七
、
一四
九

一七
、
○
一
五

一六、
六
六
二

一六
、
四
一
四

一六、
一六
一

一五
、
九
六
一

四
八、
四〇
八

四
八、
四
一
七

四
八
、
六
八
〇

四
八
、
六
八
〇

四
七
、
九〇
六

四
七、
三三
七

四
七、
三
七
五

四
七、
〇
六
〇

九
六
・
一

九
五
・三

九
四
・
八

九
三
・
八

九
一
・九

九
〇
・
二

八
九
・
九

八
九・
二

三
六
一
・四
七

三
四
八・
四三

三三
二
・〇
一

三
二
〇
・
六
六

二
八
五
・
一
一

二
七三
・
五
一

二
六
一
・九
六

二
五
〇
・
一〇

年平
成
元 六三 六
二
六
一
六〇 五
九
五
八
五
七

五
六

五
五

昭
和
五
四 度

総
量

家

二、
五
五
一
・
一

二、
四
四
八
・
四

二、
三三
二
・
六

二、
二
七
四
・
二

二、
一八
四・
六

二、
一二
六
・
一

三、
一
三
五
・
八

三、
一一
六
・
九

三、
〇
二
〇
・
一

浴浴
場場

用

上
水
道
用
途
別
給
水
状
況
(昭
和
五
十
四
年
度
以
降、
単
位
一、
〇
〇
〇
立
方
メ
ー
ト
ル
)
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第
六
期
|
ク
六
一
・
三
・三
一

第
五
期

四
第(第
二
次
変
更
)

(
一
次
変
更
)

第
四
期

第
四
期

ク
三
九・
一二
・
七

〃
三
五・
一
一・

五

の
三
四・

六・
二
七

|
♪
二
九・

六・
二

昭
和二
六
・

二・
一

認
可
年
月
日

六〇
、
〇
〇
〇

四
八
、
〇
〇
〇

同 同同 四
五
、
〇
〇
〇

一
六、
〇
〇
〇 右

一四
、
五〇
〇

九、
五〇
〇
人 人

一九、
八
〇
〇

一三
、
九七
九

同 同

九
、
〇
〇
〇 右 右

二
、
九
三
〇

二、
〇二
五
”Ⅲ

平
均
給
水
量
""Ⅲ

計
画
一
日

四
五
八
・
三

同

三
九
二

右

同
右

二
八
〇

二
五
一 右

二
七
七

三
一九
!

l
平
均
給水量

計
画
一人
一
日

平
成
八
・
三
(予
定
)

六
一
・
四

五
八・

三
五
五
・
一〇

五
一
・
三

四
九・

四

四
七
・
三

四〇
・
四

三六
・
三

三
五
・
一
一

三
五・

三
三
四
・
七

三
四
・
三

二
九
・
八

昭
三
四
・
三

昭
二
六・

四

竣
工
年
月
日

年
月
日

江
部
乙
簡
易
水
道
事
業
統
合

企
業
団
から
受
水

給
水
区
域
・
人
口
の
変
更

水
能
力
を
第
四
期
に
復
元

給
水
区
域
人
口
の
変
更、
但
し

企
業
団
か
ら
の
受
水
時
に
は
受

張 江
部
乙
町
地
区
の
給
水
区
域
拡

江
部
乙
町
の
合
併
に
よ
る

給
水
区
域
拡
張
・
旧
滝
川
市、

同

石

給
水
区
域
・
人
口
の
変
更

取
水
施
設
増
設

変
更

水
の
た
め
給
水
区
域
・
人
口
の

滝
川
化
学
閉
鎖
に
よ
る
社
宅
給

備
考

水
道
事
業
の
沿
革
概
要
一
覧

第
七
編
厚

生

創 期
項

期

設 目

少
五
五・

九・
二二

〃
四
九
・
三
・
三
〇

〃
四六・

六・二
四

右右
右 右

最
大
給
水
量

計
画
一
人
一
日

三
三
〇

二
九
四

同
右

同
右

二
〇
〇

一八
三 右

二
〇
二

二
一
三
!

l

着
手

計
画
給
水
人
口

同 同
同

同

第
三
期
|

第
二
期

第
一
期

同
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旧
江
部
乙
町
簡
易
水
道

廃 創

止 設

江
部
乙
地
区
簡
易
水
道

止
少
四
六
・
三
・
三
一

昭
和
四
二
・
三
・
三
一

認
可
年
月
日

三、
五
〇
〇
人

平
均
給
水
量

計
画
一
日

三
五
〇
%Ⅲ

最
大
給
水
量

計
画
一
人
一
日

平
均
給
水
量

計
画
一
人
一
日

一〇
〇
e

四
三
・
五
・
一〇

四
二
・
七
・
二
四

竣
工
年
月
日

着
手
年
月
日

止れ
た
。

上
水
道
事
業
と
の
統
合
に
よ
り

簡
易
水
道
事
業
条
例
は
廃
止
さ

十
六
丁
目
以
北

備
考

第
三節

下
水
道
整
備

下
水
道
整
備の
あ
ゆ
み

良
質
の
水
を
確
保
す
る
こ
と
が
快
適
な
文
化
生
活

を
営
む
た
め
に
必
要
で
あ
る
と
同
様
に
、
使
用
済
み
の
排
水
処
理
も
ま
た
環
境

衛
生
上
き
わ
め
て
重
要
な
こ
と
で
あ
る
。

特
に、
水
資
源
を
石
狩
川
水
系
に
求
め
て
い
る
こ
と
か
ら
、
終
末
処
理
場
の

第
三
章
上
水
道
・
下
水
道

|
ク
六
一
・
三
・
三
一

昭
和
五
五
・
四
・
二二

認
可
年
月
日

計
画
給
水
人
口

八
〇
〇
人

計
画
一
日

二〇
〇
%目

最
大
給
水
量

最
大
給
水
量

計
画
一
人
一
日

二五
〇
!

平
均
給
水
量

計
画
一
人
一
日

1

五
五・
一一
・二
九

五
五
・
七・

一

竣
工
年
月
日

着
手
年
月
日

る
給
水
開
始
の
日
を
も
っ
て
廃

滝
川
市
水
道
事
業
の
拡
張
に
よ

備

考

科
学
的
機
能
に
よ
る
公
共
用
水
域
の
水
質
保
全
を
は
じ
め、
大
雨
に
よ
る
浸
水

防
止、
湿
地
の
解
消、
道
路
用
地
の
有
効
な
利
用
を
は
か
る
な
ど
、
下
水
道
の

果
た
す
役
割
り
は
い
っそ
う
重
要
性
を
増
し
て
き
て
い
る
。

滝
川
市
で
は、
開
村
以
来
環
境
衛
生
保
全
の
た
め
に
自
治
体
関
係
者
と
住
民

が
一体
と
な
っ
て下
水
道
施
設
の
拡
充
整
備
に
つ
と
め
て
お
り
、
特
に
昭
和三

十
五
年
か
ら
は
都
市
計
画
下
水
道
事
業
と
し
て
積
極
的
に
取
り
組
ん
で
い
る

が、
本
格
的
な
公
共
下
水
道
事
業
に
着
手
し
た
の
は
昭
和
四
十
三
年
から
で
あ
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口

一
五
〇
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る
。

第
七
編
厚

生

昭
和
四
十
三
年
に
建
設
大
臣
の
事
業
許
可
を
受
け
て
第
一
期
工
事
に
着
手
以

来、
昭
和
四
十
八
年
に
第
二
期
工
事、
更
に
昭
和
五
十
四
年
か
ら
第
三
期
工
事

と
順
調
に
事
業
は
進
捗
し
、
滝
川
市
に
お
け
る
下
水
道
は
飛
躍
的
に
整
備
さ
れ

つ
つあ
る
。

こ
の
間
の
経
緯
に
つ
い
て
は、
市
史
上
巻
第
七
編
第三
章
第
三
節
に
詳
述
さ

れ
て
い
る
ので
、
本
節
で
は
第
四
期
以
降
に
つ
い
て
記
述
し
た
。

公
共
下
水
道
第
四
期
工
事

第
三
期
工
事
の
完
了
を
待
た
ず
に
昭
和
六
十
一

年
六
月
に
公
共
下
水
道
の
変
更
許
可
を
得
て
第
四
期
工
事
に
着
工
し
た。

施
工
年
度
は
昭
和
六
十
一
年
度
か
ら
平
成
六
年
度
と
し
、
施
工
方
法
は
二

期
・
三期
工
事
と
同
じ
く
分
流
方
式
(雨
水
管と
汚
水
管
を
分
離す
る)と

し
、
施
工

区
域
は
次
の
と
お
り
と
し
た。

施
工
区
域

下水 道排水橋

目
か
ら
四
丁
目
の
全
部

泉
町
の
一
部、
東
町八
丁
目
の
一
部、
二
の
坂
町
の一
部

こ
の
事
業
の
管
渠
延
長
は、
四
三
一
・三
ヘ
ク
タ
ー
ル
区
域
に、
口
径
二
〇

セ
ン
チ
か
ら
一
八
〇
セ
ン
チ
の
ヒ
ュー
ム
管
を
使
用
し
、
雨
水
管
用
七
〇
・

キ
ロ、
汚
水
管
六
九
・
八
キ
ロ、
計
一
三
九
・
八
キ
ロ
を
埋
設
す
る
計
画
で
あ

り、
終
末
処
理
場
は
石
狩
川
流
域
下
水
道
奈
井
江
浄
化
セ
ン
タ
ー
を
使
用
す
る

こ
と
と
な
っ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
総
事
業
費
は、

一三
八
億
四、
八
〇
〇
万
円、
受
益
者
負
担
金
は

一
平
方
メ
ー
ト
ル
当
た
り
四
八
〇
円
と
算
定
し
て
工
事
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。

公
共
下
水
道
第
五
期
工
事

第
四
期
工
事
中、
更
に
区
域
の
拡
大
を
図
り
昭

和
六
十三
年
度
に
下
水
道
の
変
更
認
可
を
得
て
第
五
期
工
事
に
着
手
し
た
。

施
行
年
度
は、
昭
和
六
十三
年
度
から
平
成
六
年
度
と
し、
分
流
方
式
で
施

行
区
域
は
次
の
と
お
り
と
し
た
。

施
行
区
域

東
滝
川
町
一
丁
目
から
二
丁
目
の
一部

東
滝
川
町三
丁
目
か
ら
四
丁
目
の
全
部

東
滝
川
の
一
部

区
域
面
積
三
八
ヘ
ク
タ
ー
ル
に、
口
径
二
〇
セン
チ
か
ら
一三
五
セ
ン
チ
の

ヒ
ュー
ム
管
を
使
用
し
、
雨
水
管
延
長
八
・
四
キ
ロ、
汚
水
管
延
長
七
・
五
キ

ロを
埋
設
す
る
。

そ
の
ほ
か、
流
末
雨
水
幹
線
に
ボ
ッ
ク
ス
カ
ルバ
ー
ト
〇
・
九
キ
ロ
、
計
一

六
・
八
キ
ロを
埋
設
す
る
計
画
で
あ
り、
終
末
処
理
場
は
石
狩
川
流
域
下
水
道

奈
井
江
浄
化
セ
ン
ター
を
使
用
す
る
。

こ
れ
ら
の
総
事
業
費
は
一
二
億
九、
六〇
〇
万
円
で、
受
益
者
負
担
金
は
一

平
方
メ
ー
ト
ル
当
り
四
八〇
円
と
算
定
し
て
工
事
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。
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黄
金
町
東
一
丁
目
か
ら
東
四丁

目
の
全
部

黄
金
町
西
一
丁
目
か
ら
西
四
丁

目
の
全
部

二
の
坂
町
東
一
丁
目
か
ら
東
四

丁
目
の
全
部

二
の
坂
町
西
一
丁
目
か
ら
西
四

丁
目
の
全
部

滝
の
川
町
東
一丁
目
か
ら
東
四

丁
目
の
全
部

滝
の
川
町
西
一丁
目
か
ら
西三

丁
目
全
部
と
西
四
丁
目
の
一
部

滝
の
川
町
西
五
丁
目
から
西
八

丁
目
の
全
部

北
滝
の
川
の
一
部、
幸
町三
丁



特
定
環
境
保
全
公
共
下
水
道
工
事

第
一
期
工
事
か
ら
第
五
期
工
事
に
つ
い

て
は、
都
市
計
画
下
水
道
事
業
で
あ
り
、
い
わ
ゆ
る
都
市
計
画
決
定
の
区
域

に、
都
市
計
画
法
及
び
下
水
道
法
に
基
づ
く
認
可
を
得
て
事
業
を
実
施
す
る
も

の
で
あ
る
。

し
かし
、
江
部
乙
町
地
区
に
都
市
計
画
用
途
地
域
を
決
定
す
る
に
は、
期
間

を
要
す
る
こと
か
ら、
更
に
下
水
道
区
域
の
拡
大
を
図
る
た
め
、
都
市
計
画
法

に
よ
ら
ず
に
農
山
漁
村
の
下
水
道
整
備
を
目
的
と
し
た
特
定
環
境
保
全
公
共
下

水
道
と
い
う
事
業
で、
平
成
元
年
度
に
認
可
を
得
て
工
事
に
着
手
し
た
。

施
行
年
度
は
平
成
元
年
度
か
ら
平
成
七
年
度
と
し、
分
流
方
式
で
施
行
区
域

は
次
の
と
お
り
と
し
た。

施
行
区
域

北
滝
の
川
の
一
部

屯
田
町
西
一丁
目
か
ら
西
四
丁
目
の
全
部

計
七〇
・
四
キ
ロ
を
埋
設
す
る
計
画
で
あ
り、
地
形
の
関
係
か
ら
西
九
丁
目
地

先
と
西
七
丁
目
地
先
の
中
継ポ
ン
プ
場
を
二
か
所
設
置
し
、
終
末
処
理
場
は
石

狩
川
流
域
下
水
道
奈
井
江
浄
化
セ
ン
ター
を
使
用
す
る
。

こ
れ
ら
の
総
事
業
費
は
六
五
億
八
、
六〇
〇
万
円
で、
受
益
者
分
担
金
は
一

平
方
メー
ト
ル
当
り
四
八〇
円
と
算
定
し
て
工
事
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。

こ
れ
ま
で
の
市
全
体
の
下
水
道
認
可
面
積
は
一
、
五
一
二
ヘ
ク
タ
ー
ル
と
な

り
、
こ
れ
に
対
す
る
計
画
人
口
を
五
万
三
、
七三
一
人
と
し
て
現
在
工
事
は
順

調
に
進
捗
中
で
あ
り、
平
成
元
年
度
末
の
下
水
道
普
及
率
は
全
道
で
一
一番
目

と
な
り、
七
七
・
二
パ
ー
セン
トと
な
っ
た
と
ころ
で
あ
る
。
な
お、
東
滝
川

に
あ
る
道
立
畜
産
試
験
場
の
施
設
及
び
住
宅
に
つ
い
て
は
、
平
成二
年
度
に
下

水
道
認
可
区
域
に
組
み
入
れ、
平
成三
年
度
よ
り
整
備
を
進
め
る
予
定
で
あ

る
。

公
共
下
水
道
事
業
期
別
整
備
状
況

期
別

区

計

特
環
工
事

第
五
期
工
事

第
四
期
工
事

第
三
期
工
事

第
二
期
工
事

第
一
期
工
事

分

一、
五
一
二
・
〇

一
七
四
・
〇

三
八
・G

四
三
一
・
三

五
三
九
・
〇

二〇
七・
四

一
二二
・
三

計
画
面
積

(ha)

九
一
六
・
四

〇
・

二
八
・

(ha)
○

一
七
八
・
〇

四
〇
四
・
一

一八
四
・
〇

一二
二
・
三

六〇
・
六

七三
・
七

四
一
・三

七
五
・
〇

八
八
・
七

一
〇
〇
・
〇 (%)

備

平
成
二
年三
月
三
十
一日
現
在

考

下
水
道
審
査
委
員
会
の
廃
止
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第
三
章
上
水
道
・
下
水
道

下水道 中継ポンプ場

江
部乙
町
十
丁
目
から
東
十
一丁

目
の
一
部

江
部
乙
町
東
十
二
丁
目
の
全
部
及

び
東
十
三
丁
目
の
一部

江
部
乙
町
西
十
丁
目
から
西
十
三

丁
目
の
一
部

江
部乙
町
の
一部

区
域
面
積
一
七
四
ヘ
ク
タ
ー
ル
に、

口
径
二
〇
セ
ン
チ
か
ら二
二
セン
チ
の

ヒ
ュ
ー
ム
管
を
使
用
し
、
雨
水
管
延
長

三二
・
九
キ
ロ
汚
水
管
延
長
三
五
・
七

キ
ロ
を
埋
設
す
る
ほ
か、
雨
水
幹
線
に

ト
ボ
ッ
ク
ス
カ
ル
バ
ー
ト
一
・
八
キ
ロ、

合

実
施
面
積

整
備
率



第
七
編
厚

滝
川
市
で
は、
下
水
道
事
業
の
円
滑
な
運
営
を
は
か
る
た
め
、
下
水
道
審
査

委
員
会
制
度
を
条
例
で
定
め、
昭
和
四
十
四
年
七
月
か
ら
実
施
し
て
き
た。

委
員
会
の
任
務
は、
お
お
む
ね
五
戸
以
上
の
居
住
者
が
い
る
私
道
敷
地
内
に

共
同
本
管
を
設
置
す
る
場
合
、
又
は
災
害
そ
の
他
特
別
の
事
情
に
よ
る
委
託
工

事
費
の
減
免
に
つ
い
て
市
長
の
諮
問
に
応
ず
る
と
い
う
も
ので
あ
る
。

し
か
し
、
年
下々
水
道
整
備
地
域
が
多
く
な
っ
た
こ
と
と
、
下
水
道
設
置
に

対
す
る
市
民
の
理
解
も
深
ま
り
、
委
員
会
に
諮
問
す
る
必
要
性も
薄
れ
て
き
た

と
し
て、
昭
和
六
十三
年三
月
十
一
日
を
も
っ
て、
この
条
例
を
廃
止
し
た。

な
お、
この
廃
止
ま
で
に
委
嘱
さ
れ
た
が、
市
史
に
掲
載
さ
れ
て
い
な
い
委

員
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

昭
和
五
十
六
年二
月
一
日
委
嘱
(◎
は
委
員
長

◎
水谷

五
一
〇
相
田
貞
弘

古
瀬
忠
四
郎

籔
内
英
之

芦
沢
敬
一

岡
本
好
夫
(九
・
一八
付)

秋
山
義
雄

樋
郡
英
夫

昭
和
五
十
八
年
七
月
二
十
一日
委
嘱

◎
相
田
貞
弘
○
種
田
良
一

樋
郡
英
夫

昭
和
六
十
年
八
月
一
日
委
嘱

◎
相
田
貞
弘
〇
種
田
良
一

西
岡
晃
一

水
洗
化
の
状
況

下
水
道
施
設
が
増
え
る
に
つ
れ
て
水
洗
便
所
の
普
及
率
も

年
高々
ま
っ
て
き
て
い
る
。
従
来
から
滝
川
市
終
末
処
理
場
で
処
理
さ
れ
て
い

た
一
六
七
ヘ
ク
ター
ルの
区
域
の
ほ
か
に、
昭
和
六
十
一
年
三
月
か
ら
石
狩
川

流
域
下
水
道
奈
井
江
浄
化
セン
ター
が
運
転
開
始
さ
れ、
処
理
能
力
は
飛
躍
的

に
向
上
し
、
平
成
元
年
度
末
ま
で
に
は
、
九
一六
ヘ
ク
タ
ー
ル、
対
象
人
口
は

三
万
八、
八
五
〇
人
と
な
って
い
る
。

計

平
成
元
年

六
三
年

六
二
年

六
一
年

六〇
年

五
九
年

五
八
年

五
七
年

五
六
年

五
五
年

五
四
年
ま
で

項
目

二、
六
九三
三
九三
七
一
九

六
四
〇

一
三
七 四 一
六

二
〇

一
七
五
九

六
八
七

基
数

四
二
八

七
九
二

七
一八
一
五
七

二
一

二
九

二
一

八
五

一、
〇
一
八

六
九
九、
七
八
〇

一〇
〇
、
九
五○

一
八
三
、
一五
〇

一
五
四、
六〇
〇

三三
、
五
二
〇

二
一〇

一、
三
二
〇

四、
四
七
〇

六、
一九
〇

四、
一三
〇

一六、
八〇
〇

一
九
四、
四
四
〇

貸
付
金
額

(千円)

備

考

改
造
資
金
貸付
状
況

戸
数
(1)

三、
二
七
六 (基)

一 六

昭
和

年
度

昭
(六
十二
年
七
月
三
十
一
日
で
任
期
満
了
)

井
上

井
上

昭 昭
山
本
康
照

加
藤
初
夫

西
岡
晃
一

山
本
康
照

加
藤
初
夫

水
洗
化
を
促
進
さ
せ
る
た
め
に、
市
で
は
昭
和
五
十
一
年三
月
に、
滝
川
市

水
洗
便
所
改
造
資
金
貸
付
条
例
を
定
め
た
が、
年
こ々
の
制
度
を
利
用
す
る
市

民
が
増
加
の
傾
向
に
あ
る
。
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一



年
度
別
水
洗
化
の
普
及
状
況

年六
三
年

六
二
年

六
一
年

六〇
年

五
九
年

五
八
年

五
七
年

五
六
年

五
五
年

昭
和五
四
年
ま
で

度 区
分

面
積

九
一
六

八
三
七

四
八
八

三〇
九

一六
七

一六
七

一
六三
一六
〇

一六
〇

一
五
八

一三
九 (ha)

戸
数

(戸)

人

人
口 口

三八
、
八
五
〇

三
六
、
七〇
〇

二
一、

一〇
〇

一
五、
三〇
〇

九、
一〇
〇

三、
五
三
一

三、
四
〇
三

三、
一三
八

七
、
四
〇
〇

七
、
〇
〇
〇

六、
五〇
〇

六
、
一〇
〇

五
、
七
〇
〇

五、
一〇
〇

人人
口
人

口

二
七、
九
七
九

二二
、
五
〇
〇

一
四、
六
〇
〇

八
、
〇
〇
〇

五
二
・
四

八
三
・
五

八
二
・
二

八
〇
・
五

七
七
・
四

七
三
・
五

六
八
・
七

六
八
・
九

水
洗
化
率

(%) 状

普
及
率
%

(%)

況七
七
・
二

七
一・
五

四〇
・
六

二
九・
七

一
七
・
三

一
七
・
〇

一六
・
C

一五
・
七

一
五・
八

一五
・
七

一
四
・
一

備
考

注
、
普
及
率
は
処
理
区
域
の人
口
を
行
政
人
口
(住
民
基
本
台
帳
に
よ
る
)
で
除
し
た
も
の
で
あ
る
。
な
お、
昭
和
六
三
年
ま
で
の
人
口
は、

一〇
〇
人
以
下
四
捨
五
入
し
た
数
で
あ
る
。

下
水
道
使
用
料
改
定

平
成
元
年
十
二
月
の
第
四
回
市
議
会
定
例
会
で
、
下
水
道
使
用
料
が
水
道
料

金
と
と
も
に
値
上
げ
が
決
定
さ
れ
た
。

本
市
の
下
水
道
は、
昭
和三
十
六
年
に
都
市
下
水
道
と
し
て
整
備
さ
れ
た
の

が
始
ま
り
で
、
四
十
三
年
度
か
ら
公
共
下
水
道
事
業
と
し
て
国
の
認
可
が
あ

り
、
市
街
地
を
中
心
と
す
る
第
一
期
事
業
に
着
手
し
て
い
る
。
以
来、
現
在
は

第
五
期
計
画
事
業
の
整
備
に
か
か
っ
て
お
り、
更
に
平
成
元
年
度
から
は
江
部

乙
地
区
の
整
備(特定

環
境
保
全公
共下
水
道)に

着
手
、
平
成
元
年
度
末
に
お
け
る

滝
川
市
の
下
水
道
普
及
率
は
七
七
・
二
パ
ー
セ
ン
ト(
全
道平
均
は
六
〇
・
〇
パ
ー
セ

ン
ト、
札
幌
市
を
除く
と
四
五
・
五パー

セン
ト
)に
達
し
て
い
る
。

一
方
、
公
共
用
水
域
の
水
質
保
全
に
滝
川
市
ほ
か
五
市
二
町
の
生
活
環
境
向

上
を
図
る
目
的
で、
昭
和
四
十
九
年
度
から
北
海
道
が
事
業
主
体
と
な
っ
て
石

狩
川
流
域
下
水
道
事
業
が
進
め
ら
れ
て
お
り
昭
和
六
十
一
年三
月
末
に
奈
井
江

浄
化
セ
ン
タ
ー
が
運
転
を
開
始、
滝
川
市
を
含
む
一部
の
市
町
が
供
用
を
開
始

し
て
い
る
。

こ
う
し
た
下
水
道
整
備
事
業
に
は
多
額
の
費
用
が
か
か
り、
国
庫
補
助
金、

第
三
章
上
水
道
・
下
水
道

戸
数

(戸)

うち
水

洗
化

(人)

の七二
・
〇

六
一
・四

六
九
・
四

平
成
元
年

一三
、
八
九
〇

一三
、
一二
〇

九、
一八
五

六、
三
六
一

四、
一
一六

四、
〇
〇
五

三
、
七
八
二

八
、
七
〇
〇

八
、
四
〇
〇

八
、
三
〇
〇

八
、
三
〇
〇

七、
四〇
〇

一
一、
一四〇

九、
一九
〇

六
、
一七
四

二、
五〇
〇

二、
二三
七

二、
八
五
〇

二、
七
二
九

三、
五
八
二

三、
五
八
二

三、
五
七〇

三、
二
二
六

下
水

道
処

理
区

域

四、
〇
〇
〇

七
、
六
〇
〇

九
、
〇〇
〇 (人)
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川
滝
東

一下
水
ず

川池

西
・港

11

沢
「

川

滝
川
市
下
水
道
事
業
の
概
要
(
平
成
元
年
度
末
)

事
業
認
可
面
積

公
共

下
水

道
1.338

ha
特
定
環
境
保
全
公
共
下
水
道

174
ha

計
1,512

ha
整
備

済
面
積

916
ha

整
備
率

60.6
%

処
理
区
域
面
積

916
ha

処
理
区
域
内
戸
数

13,890
処
理
区
城
内
人
口

38,850
水
洗
化
戸
数

11,140
水
洗
化

人
口

洗
化

串
27,979

道 岳

下
水
道
普
及
率

7
7
.
2

(処
理
区
域
内
人
口
÷
行
政
人
11)

※
全
国
平
均
下
水
道
普
及
率

42.0
※
全
道
平
均
下
水
道
普
及
率
60.0

%
(除
く
札
幌
市

45.5
%
)

凡
例

公
共
下
水
道
認
可
区
域

1,338
ha

特
定
環
境
保
全
公
共
下
水
道
認
可
区
域

174
ha

平
成
元
年
度
末
処
理
区
域

916
ha

平
成
2
年
4
月
1
日
処
理
告
示
区
域

80
ha

-

・

1

町
川

下水道処理区域図

戸人戸人%%%%

72.0
( 水
洗
化
人
11÷
処
理
区
域内
人
口
)
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・般道
道江部乙山
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新
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団

°
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線
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園

川

央
中

穴

凡
例

下
水
道
全
体
計
画
区
域

2,230
ha

:072
公
共
下
水
道
認
可
区
域

1,338
ha

特
定
環
境
保
全
公
共
下
水
道
認
可
区
域

道
174
ha

の
だ
川

東
平
成
元
年
度
末
処
理
区
域

916
ha

平
成
2
年
4
月
1
日
処
理
告
示
区
域

109
ha
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兵

首
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起
債、
受
益
者
負
担
金で
建
設
費
が
賄
わ
れ
て
お
り、
市
の
下
水
道
で
は、
現

行
の
使
用
料
の
八
四
パ
ー
セン
ト
値
上
げ
を
し
な
け
れ
ば
採
算
に
合
わ
な
い
と

し
て
い
た。
し
か
し
、
水
道
料
値
上
げ
と
同
様
に
急
激
な
市
民
負
担
の
増
加
を

避
け
る
た
め
に、
一般
会
計
の
繰
入
金
や、
資
本
費
平
準
化
債
(起
債
の
償
還
の
財

源
に
充
て
る
た
めの
起
債)の

借
入
れ
を
行
う
な
か
で、
平
均
改
定
率
を
五
一
・〇

四
パ
ー
セン
ト
に
押
え
て
負
担
の
軽
減
を
は
か
った
。
ま
た、
水
道
料
金
と
同

じ
よ
う
に
家
事
用
・
福
祉
世
帯
な
ど
の
改
定
率
を
低
く
す
る
よ
う
配
慮
し
た
。

新
下
水
道
使
用
料
金
(平
成
二
年
四
月
一
日
よ
り
適
用
・
消
費
税
込)

福
祉
世
帯

臨
時
用

浴
場
用

業
務
用

家
事
用

用
途
別

八 1
0

一〇
〇 二
〇
ル
ま
で

"1 11 11

!

11

基
本

水
量
|

基
本
料
金
(一
ヵ
月
に
つ
き
)

八
九
〇

四、
一九
〇

二、
七
六
〇

四、
二〇
〇

一、
四
六
〇
円

金
超

11 11 "" 過
過

料 料
金一
九
二

四
一
九

三
四

二
三
九

超
過
一
立
方
に
ー
き
ル
一
九
二
円

「に
つ
き

石
狩
川
流
域
下
水
道
事
業

流
域
下
水
道
と
は、
市
や
町
の
行
政
区
域
に
と

ら
わ
れ
ず
、
一つ
の
河
川
の
流
域
を
単
位
と
す
る
広
域
的
な
下
水
道
で、
各
市

町
村
の
公
共
下
水
道
か
ら
流
れ
て
く
る
汚
水
を
集
め
終
末
処
理
場
で
一
括
し
て

浄
化
し
、
公
共
用
水
域
(河川、

湖
沼、
海)
に
放
流
す
る
方
式
の
大
規
模
な
下
水

道
施
設
で
あ
る
。

石
狩
川
流
域
下
水
道
事
業
は、
北
海
道
が
事
業
主
体
と
な
り
、
滝
川
市
・
芦

別
市
・
赤
平
市
・
砂
川
市
・
歌
志
内
市
・
美
唄
市
及
び
奈
井
江
町
の
六
市
一町

(昭
和六
十三
年五
月十
九
日
新
十
津川
町が
加入
して
六
市二
町
と
なる)の

区
域
を
対
象

と
し
、
昭
和
四
十
九
年
度
事
業
着
手、
平
成
七
年
度
完
成
を
目
途
とし
た
遠
大

な
計
画
のも
と
に
始
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

こ
の
事
業
の
概
要
や、
石
狩
川
流
域
下
水
道
組
合
設
立
の
経
過、
現
状
等
に

つい
て
は、
第
五
編
行
政、
第
五
章
広
域
行
政
に
第
十
一
節
を
新
設
し
記
述
し

た
の
で
本
節
で
は
省
略
す
る
が、
本
事
業
の
推
進
に
よ
り
滝
川
市
の下
水
道
整

備
は、
ま
す
ま
す
充
実
が
は
か
ら
れ
て
い
る
。
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